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研究要旨：  
 本研究では感染症サーベイランスシステム（NESID）データ、検査機関におけ

るアクティブサーベイランスデータ、食中毒を疑わせる事例の疫学調査データ、環

境中のウイルスのデータ等を活用することで、散発事例も含めた食品媒介感染症被

害実態の推計方法を検討する。さらに複数年度にわたる推計を行うことで食品由来

感染症被害の発生動向の把握を可能とし、食中毒対策の検討やその効果の評価に活

用する手法とそれに使用する指標や基礎的なデータを精査することで、食品衛生行

政での活用方法を検討する。またWHOや他の各国の食品由来疾患被害実態推計研

究との情報交換を行うことで研究の推進および国際対応への準備を行う（全体）。 
 宮城県および全国における積極的食品由来感染症病原体サーベイランスならび

に下痢症疾患の実態把握では、2023 年度に関する臨床検査機関を対象としたアク

ティブサーベイランスデータを用い、検査機関の住民カバー率、および宮城県で以

前に行った夏期および冬期の 2 回の電話住民調査の結果から求めた検便実施率お

よび医療機関受診率を推定モデルに導入することで、Campylobacter、Salmonella、
Vibrio parahaemolyticus の 3菌について、モンテカルロシミュレーション法によ

り宮城県における当該菌による食品由来下痢症実患者数の推定を行なった。これら

の推定値から、全国での当該菌による食品由来下痢症患者の発生率が宮城県での発

生率と同じであると仮定した時の全国の当該菌による食品由来下痢症患者の数を

推定した。2011年からはさらに全国を対象とした民間検査会社 3 社から（2021～
2022年は 2 社、2023年は 1 社）全国についての 2006年以降の病原菌検出数デー

タを収集している。本年度は 2023年のデータを収集し、全国における食品由来下

痢症実患者数の推定を行い、宮城県データからの全国推定値との比較を行った（窪

田）。 
 ウイルス性食中毒を疑わせる事例の疫学調査データ等からの詳細な実態把握 

手法等の研究ではノロウイルスによる感染症事例の実態を把握し、患者数の外挿推

計手法の検討を目的として、協力自治体Bのデータを用いた記述疫学分析を行った。

2015～2022 年における同自治体の集団感染報告は 122 件であり、うち 88％（107

件）がノロウイルスを原因とし、最も多い発生施設は保育園・幼稚園（61％）であ

った。定点報告数と集団感染報告数には有意な正の相関が認められ（r=0.66）、特

にノロウイルスに限った場合には相関が強くなった（r=0.81）。一部保健所ではこ

の相関が認められなかったが、当該保健所では学校欠席者情報システム等を活用し

た集団感染の探知が行われていた可能性が示唆された。また、2015～2022 年度の同

自治体におけるノロウイルス起因の食中毒事例は計 25 件であり、感染症事例全体

との比は 4：1 であった。この比率は過去の研究で報告された類似の知見と整合的

であり、外挿による推定に用いる基礎データとしての有用性が示された。考察とし

て、感染性胃腸炎の定点報告数が増加する時期に対して、保育施設等に早期の注意
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喚起を行うことが、集団感染の予防に資する可能性があることが示唆された。また、

学校サーベイランスの入力率の向上と活用推進が、能動的な集団感染探知に寄与す

ることが期待される（砂川）。 
 広域に発生する主に細菌性疾患の疫学情報とゲノム情報の分析と監視に基づく

疾病負荷軽減策の検討の目的は疫学情報とゲノム情報の分析による公衆衛生上の

負荷について検討することである。症例はゲノム情報のサーベイランスで同一分子

タイプとする。公衆衛生上の負荷は過去に報告された広域事例の疫学情報を利用す

る。公衆衛生上の負荷は自己対照ケースシリーズ法（Self-Controlled Case Series
法: SCCS 法）による試行を実施した。SCCS 法の解析は曝露日、発症日の情報を

収集し、罹患率比（IRR）の算出を試みた。過去に報告された広域情報のうち、2021
年 6月 1日～2022年 12月 31日に EHEC O157VT1VT2と診断された者のうち、

同一の分子タイプの 37 人の疫学情報を収集した。 
従属変数を同一の分子タイプとし、独立変数を焼肉店の利用として、SCCS法の試

行によるリスク期間の IRR は 32.0 (95%CI: 12.5-82.1)であった。本研究で、SCCS
法による IRR の算出が可能であることが考えられた。今後は SCCS 法による利用

可能な曝露因子を検討し、公衆衛生上の負荷に関する検討を実施する予定である。

（八幡）。 
ノロウイルスの感染実態推計に向けた研究では COVID-19 経過後、ノロウイルス

を原因とする食中毒事件数および患者数は COVID-19以前の状況に戻り、2024年 1-3

月は食中毒調査支援掲示板で共有される速報レベルでもノロウイルス関連食中毒

の件数は 2018 年以降で最も多くなった。ノロウイルスによる胃腸炎は食品を介す

る食中毒や食品を介さずにヒトーヒト間の伝播による感染性胃腸炎として経験す

るが、食中毒としての報告は医療機関で食中毒として診断された場合に限られ、感

染性胃腸炎は小児科定点からの報告数に限られているほか、不顕性感染者も存在す

るため、全年齢層をカバーするノロウイルスの感染実態は不明である。ヒトから排

出されたノロウイルスは、下水や河川水中から検出されることから、本分担研究で

は、下水検体や河川に生息する二枚貝を検体としてノロウイルス遺伝子がどの程度

検出されるかについて検証した（上間）。 
 食品媒介感染症被害実態の推計に基づく施策評価のための研究では 2018年から
2023 年の 医 科レセプトデ ー タ を用いた食 品由来感 染 症 (病原体：

enterohemorrhagic Escherichia coli、Listeria spp.、Campylobacter Jejuni/coli、
Salmonella SPP.、Clostridium Perfringens、Vibrio Parahaemolyticus、Norvirus)
の実被害患者数を推計し、その実行可能性を検証するとともに、医科レセプトデー

タ活用における課題を抽出した。また、食品由来感染症被害対策評価において消費

者の食品安全意識や知識の活用手法を検討し、HACCP による衛生管理の知識や経

験が HACCP による衛生管理に取り組んでいる飲食店の評価額に影響を与えてい
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ることを確認した（熊谷）。 
 より現場で活用しやすくまた一般に理解が得られやすい指標の検討では、食品由

来疾患の被害実態の推計のための指標の一つとして、Disability-adjusted Life 
Years (DALYs)が用いられているが、現場での利用や一般の人々への理解が深まっ

ていない。DALYs に代わる、分かりやすい新たな指標策定を検討するために、世

界的には Food Safety Regulatoly Economics Working Group (FSREWG) と
International Social Science Liaison Group (ISSLG) という経済コスト面からの

食中毒被害実態推定を検討するワーキンググループが活動しており、本年度はその

会合に参加して、各国の最新の研究成果を収集し、現状の取組み状況を把握したう

えで、新たな指標策定のための方向性を見出した（小関）。 
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A. 研究目的 
 
A-1. 宮城県および全国における積極的食

品由来感染症病原体サーベイランスならび

に下痢症疾患の実態把握 
 我が国では食品由来感染症の患者数は食

品衛生法および感染症法にもとづいて報告

されている。散発事例は食中毒事例として

報告されない場合が多く、そのため食中毒

統計等だけでは食品由来感染症・下痢症の

患者数が正確に把握されていないことが示

唆される。特に最近では広域散発事例によ

る被害も報告されており、食品衛生行政に

おける対策等の検討のためには、それらの

事例も含めた被害実態の全容を把握するこ

とが重要と考えられる。本年度は 2023年の

アクティブサーベイランスを行った。（１）

2005 年から継続している宮城県における

アクティブサーベイランス、およびそれに

よる宮城県の被害実態の推定を引き続き行

った。また、（２）2011 年からは民間検査

会社 3 社（2021～2022年は 2 社、2023年
は 1 社）の協力で全国についての病原菌検

出データを収集し、それらをもとに全国に

おける被害実態の推定を行っているが、本

年度もこれを継続し、これらの結果を上記

の宮城県データからの全国推定結果と比較

することで本研究における推定手法の妥当

性の検討を継続して行うこととした。 
 
A-2. ウイルス性食中毒を疑わせる事例の

疫学調査データ等からの詳細な実態把握手

法等の研究 
本分担研究グループにおいては、ウイル

スを主とする食中毒疑い事例の疫学調査デ

ータ等からの詳細な実態把握手法等につい

て検討する。 

特に注目していることとして、ノロウイ

ルス等のウイルス感染性胃腸炎における疾

病負荷である。感染症情報である感染症発

生動向調査（NESID）の定点把握情報をベー

スに推計される患者推計システムを利用し、

外挿法によるノロウイルス患者推計を算出

してきた。これらに外挿される情報として、

ランダムに有症状者あるいは一般人口から

ノロウイルス感染者の割合を把握すること

は、特にノロウイルスが爆発的な集団感染

を起こしやすいという特徴を有する点で、

サンプリング時のバイアスの影響を受けや

すい点から改良が必要であった。その方法

の一つとして、感染性胃腸炎のアウトブレ

イク事例を一単位として、ノロウイルスに

より引き起こされたイベントに占める食中

毒の割合を算出し、外挿することの有用性

が考えられた。実際に、全国の地方衛生研

究所により入力が行われている NESID 病原

体サーベイランス（集団発生病原体票デー

タ）による感染経路別事例のシーズン推移

の公表情報より作図された情報を見ると、

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）パ

ンデミックの前までは食品媒介の疑い事例

が毎年の 2－3割を占めていたが、パンデミ

ック期間中には約 1 割程度の割合の低下が

認められた。世界的にこの期間中には食中

毒を含む食品媒介感染症の発生が減少して

いたと言われるが、具体的にどのような状

況により低下したのか、さらなる分析が必

要である。いずれにしても、疑いを含む食

品媒介感染症（本稿では疑いを含む食中毒）

寄与割合は、公衆衛生対策を行っていくう
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えでの正確な動向の把握に欠かせないと考

えられる。なお、これらによって得られた

所見は食品衛生分野における食品媒介感染

症が直接に影響しているノロウイルスの疾

病負荷を評価することのみならず、その予

防策としての研究開発が進むノロウイルス

ワクチン導入時の需要予測などの重要な指

標となることも期待される。 

令和 6 年度は、東日本に在する人口約 60万

人の協力自治体 B（前年度の協力自治体を A

としたことによる）における 2015 年 9 月か

ら2022年8月までの期間（2015/16-2021/22

シーズン）に検出された感染性胃腸炎事例

を対象とした。協力自治体 B において、全

体的な発生動向の把握と施設における集団

感染に対する効果的な公衆衛生対策につい

て検討すること、さらに食中毒事例との比

について算出・分析し、その考察を行うこ

とを目的として研究を行った。 

 
A-3. 広域に発生する主に細菌性疾患の疫

学情報とゲノム情報の分析と監視に基づく

疾病負荷軽減策の検討研究 
食品媒介感染症のアウトブレイクは事例

によって重症度が高く、広域に発生する場

合がある。一方で、食品媒介感染症のアウ

トブレイクの症例数は実際に発生した数よ

りも過小評価の可能性があることが報告さ

れている。その理由として、症例は必ずし

も全てが消化器症状を呈さないことや医療

機関を受診しないことが挙げられる。また、

症例の疫学調査は必ずしも全てに対して実

施されているとは限らないことが挙げられ

る（例：発症した医療機関受診者が必ずし

も疫学調査を実施されていない）。従って、

全ての症例を探知することは困難であるこ

とが挙げられる。また、食品媒介感染症は

様々な種類の食品が媒介し、様々な種類の

病原体に汚染されていることが報告されて

いる。これまでに報告されている食品媒介

感染症の原因食品は生野菜、果物、小麦粉、

シリアル、ピーナッツバター、卵、鶏肉、

牛肉、豚肉などが挙げられる。また、食品

媒介感染症発生の汚染の可能性は多岐にわ

たっており、生産地、と畜場、加工施設、

流通、販売、調理などの様々な場面が汚染

の原因として取りあげられている。また、

国際的には広域のアウトブレイクは年々増

加傾向にあり、広域アウトブレイクは重症

者が多く報告されることが報告されている。

しかしながら国内では広域の食品媒介感染

症に関する公衆衛生上の負荷についての報

告があまりなされていない。その理由とし

て、比較群の設定にコストの発生やマンパ

ワーの確保などがあり、諸外国のような定

期的な公衆衛生上の負荷についての検討が

十分に出来ない状況である。	
	
2024 年に Ria らが EuroSurveillance に

報告をした Self-controlled Case Series 
（SCCS）法を利用した腸管出血性大腸菌の

感染と訪問国のリスクに関する検討が報告

された。これまで、このような腸管出血性

大腸菌の感染リスクの検討は調査デザイン

が case control study あ る い は

retrospective cohort study のいずれかがよ

く利用されてきている。これらの調査デザ

インは比較群の設定を必要とするため、症

例のみでの解析疫学による検討が困難であ

った。一方で、Ria らの報告は症例のみで

リスクの推定が可能な SCCS法によるため、

これまで比較群の調査のためのコストやマ
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ンパワーが不要であった。従って、腸管出

血性大腸菌の感染リスクの解析は SCCS法
による解析可能な場合には、症例のみの疫

学情報で公衆衛生上の負荷を検討すること

が可能となることが考えられた。 
 
本研究は EHEC のゲノム解析情報から

同一の分子タイプの症例の公衆衛生上の負

荷に関して SCCS法による負荷算出のため

のリスク要因についての実施可能性の検討

を目的とした。 
 
A-4. ノロウイルスの感染実態推計に向け

た研究 
ノロウイルスや A型肝炎ウイルス、E型
肝炎ウイルスは、世界的に食品媒介性病原

ウイルスとして認識されている。なかでも

ノロウイルスは、国内で毎年発生する食中

毒において、食中毒患者の半数の原因物質

として報告される重要なウイルスである。

また、食品を介さないヒトーヒトでの伝播

による感染性胃腸炎の原因ウイルスとして

も重要であり、小児科定点での監視が行わ

れている。 
現在の国内のノロウイルスによる健康被

害の把握は食中毒統計および感染性胃腸炎

の小児科定点からの報告により行われてい

る。食中毒報告の場合は、胃腸炎発症者が

医療機関を受診し、診察医師が食中毒と診

断した場合に初めて食中毒として報告され

るため、医療機関を受診しない場合や、受

診しても食中毒と診断されないなどの場合

は、ノロウイルス関連食中毒としては把握

されない。感染性胃腸炎の場合も同様で、

ノロウイルスによる胃腸炎診断が保険適用

となる小児や高齢者を除いて、一般成人の

場合は胃腸炎に対処するのみで原因ウイル

ス等については診断されないと考えられる

ほか、ノロウイルスと診断しても保健所等

への報告の必要がないので、小児科定点か

らの報告以外にはノロウイルスによる胃腸

炎患者数は通常不明である。さらにノロウ

イルスなどによる感染性胃腸炎は、感染者

の年齢や免疫状態によって症状が大きく異

なることが知られるほか、感染しても特に

胃腸炎症状などを発症しない不顕性感染者

や感染して症状が出ても病院を受診しない

人も多く、感染性胃腸炎の報告者数は実際

の感染者数を比べ過小であると考えられ、

ノロウイルスの実際の感染者数を推定する

ことは現時点では困難である。 
COVID-19 パンデミックを機に、世界的

に下水中の病原体検索により人口における

病原体の把握を行う下水疫学が大きく注目

されるようになった。ヒトに胃腸炎を起こ

すノロウイルスは、基本的にヒトの体内で

のみ増殖し排出されるためヒトの排泄物が

流入する下水にはノロウイルスが存在する。

カキをはじめとする二枚貝は成長過程で環

境中に存在する微生物を取り込むことから、

ノロウイルスや A型肝炎等の食品媒介性ウ

イルスを蓄積することが知られ、河川に生

息する二枚貝はウイルスを蓄積するフィル

ターとして機能し環境中のウイルスの探知

が可能と考えられる。 
本研究では、ノロウイルスの感染実態の

把握に寄与する指標の一つとして、下水お

よび河川に生息する二枚貝を環境由来サン

プルとして定期的にサンプリングし、検体

に含まれるノロウイルスの検出を実施した。

さらに、環境由来検体を用いたウイルスモ

ニタリングに加え、時系列データを扱う統
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計モデルの１つである状態空間モデルを適

用することで、潜在的な総感染者数を推定

することを試みた。 

状態空間モデルとは、過去の傾向を活用し

て将来の値を予測する時系列データの動的

システムをモデル化する手法である

（Auger-Méthéら, 2021）。状態空間モデル

は、状態方程式と観測方程式の 2 つの要素

から構成される。状態方程式は、観測デー

タを生成する仮想的な値を表し、観測方程

式は実際に得られるデータに対応する

（Kadoyaら, 2025）。今年度は、感染性胃

腸炎の潜在的感染者数の推定を行うために、

状態空間モデルのフレームワークを用いた

プロトタイプモデルを構築した。 
 
A-5. 食品媒介感染症被害実態の推計に基

づく施策評価のための研究 

日本では食品リスク分析手法を用いて

食品安全行政を推進している。食品リスク

分析は食品中のハザードによる健康被害

の実態を把握することから始まる。食品由

来感染症事例のうち発症者が数人の散発

事例は食中毒事例として報告されない場

合が多く、そのため食品衛生法等に基づく

食中毒統計等だけでは食品由来感染症に

よる患者数が正確に把握されていない場

合があることが示唆される。特に最近では

広域散発事例による被害も報告されてお

り、食品衛生行政における対策等の検討や

その効果の評価のためには、それら食中毒

統計に報告されていない事例も含めた食

品由来感染症被害実態の全容を把握する

ことが重要である。そこで、本研究では国

際的な動向を踏まえた食品安全行政を推

進するために、散発事例も含めた食品由来

感染症の被害実態を継続的に把握するシ

ステムを構築するとともに、食品由来感染

症被害対策の評価手法を検討することを

目的としている。 

本年度は、2018年から 2023年のレセプ

トデータを用いた食品由来感染症の実被害

患 者 数 ( 病 原 体 ： enterohemorrhagic 

Escherichia coli 、 Listeria spp. 、

Campylobacter Jejuni/coli 、 Salmonella 

SPP.、Clostridium Perfringens、Vibrio 
Parahaemolyticus、Norvirus)を推計し、

レセプトデータを用いた実被害患者推計の

実行可能性を検証する。また、食品由来感

染症被害対策の効果評価において消費者の

食品安全に関する意識、行動などは一つの

要素となる。そこで、消費者の食品安全に

対する意識や行動が食品の経済価値に与え

ている影響に関する基礎的な知見を収集し、

消費者の食品安全意識や知識を活用した食

品由来感染症被害対策評価手法を検討する。 
 
A-6. より現場で活用しやすくまた一般に

理解が得られやすい指標の検討 
 食品由来疾患の被害実態の推計が行われ

ており、Disability-adjusted Life Years 
(DALYs)等の指標が国際的にも比較可能な

ものとして用いられている。しかし、一方

で DALYs は直感的に理解しにくい指標で

あることから、現場での利用や一般の人々

への理解が深まらない問題がある。 
 そこで、DALYs に代わる、分かりやすい

新たな指標策定の必要性が世界的にも求め
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られており、検討が進められつつある。そ

こで本年度の研究では、世界での現在の最

新の取り組みを調査し、現状を把握すると

ともに課題点を抽出することを目的とした。 
 
 
B. 研究方法 
 
B-1. 宮城県および全国における積極的食

品由来感染症病原体サーベイランスならび

に下痢症疾患の実態把握 
下痢症患者の原因病原体のアクティブサ

ーベイランスを行うために、宮城県内で医

療機関の医師が便検査を依頼している検査

機関に協力を依頼し、その機関からのデー

タ収集を継続して行っている。また 2011
年からは民間検査会社 3 社（2021～2022
年は 2 社、2023年は 1 社）より全国の菌検

出数データを収集している。 
宮城県の有症者（定義は窪田分担報告書１

− ３参照）の医療機関受診率および受診者

の検便実施率は、同県において以前に行っ

た電話住民調査の結果より推定された値を

用いた。季節変動を考慮して冬期（2006年）

だけでなく夏期（2007年）にも電話住民調

査を行い、冬期の結果と比較検討の上、統

合したデータから検便実施率および医療機

関受診率を確率分布に当てはめて推定した。 
 
B-2. ウイルス性食中毒を疑わせる事例の

疫学調査データ等からの詳細な実態把握手

法等の研究 
１．ノロウイルス等のウイルス感染性胃

腸炎について、感染症情報である感染症発

生動向調査（NESID）の定点把握情報をベ

ースに推計される患者推計システムを利用

し、外挿法によるノロウイルス患者推計を

最終的に算出してきた。 
・これらの推計方法については、元より

NESID に実装されている推計システムを

利用する。 
・なお、第５類「感染性胃腸炎」は全国約

3,000 の小児科定点のみにて把握される症

候群であり、対象とする地域等における小

児科人口中の発生頻度の検出については方

法論が確立している。小児科で把握されな

い成人の人口中における発生頻度について

は、疾患としては、季節性インフルエンザ

及びCOVID-19が全国約 2,000 の内科定点

により把握されていることから、協力を得

られた自治体においては、感染性胃腸炎を

インフルエンザ定点（小児科定点に新たに

内科定点を加える）で把握することで、全

年齢での患者数推計を実施することが可能

と考えられた。2018年以前までに、沖縄県、

三重県にてそのような内科定点の協力を得

る体制を組んでいたが、COVID-19 パンデ

ミックを経て、体制の再構築が必要となり、

現在、内科定点からの感染性腸炎情報の収

集については、協力自治体の確保を行うべ

く、調整が進んでいる。また、これらの小

児科・内科の各定点の一部について、患者

サーベイランスのみならず、病原体サーベ

イランス（すなわちノロウイルス陽性割合

を導くための検査実施）に参加してもらい、

ノロウイルスの割合を外挿し推計すること

の試みも行われて、成果を上げてきたこと

から、協力自治体によって可能な場合には

検討の余地がある。しかし、前述のように

集団発生の影響を受けやすいこと、検査の

体制を協力を依頼する自治体にて研究主導

で構築することの負荷が相当大きいことが
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避けられず、COVID-19 禍直後の現時点の

体制構築が困難と判断した。 
 
2024年度は、協力自治体 B における感染

症発生動向調査において、2015-2016～
2021-2022 シーズンについて、基本属性等

の記述疫学として、小児科定点をベースと

した感染性胃腸炎の発生動向の傾向を分析

した。これにより、協力自治体 B 内の集団

感染事例の特徴の記述・分析を行い、集団

感染事例の詳細について記述疫学（時・人・

場所、想定された感染経路等）を行う。 
 
２．ウイルスを主とする感染性胃腸炎のア

ウトブレイク事例を１イベントとして、ノ

ロウイルスにより引き起こされたイベント

に占める食中毒事例の割合を算出する。 
前述のように、内科定点を組み込んだ新

たなサーベイランス体制の構築を断念せざ

るを得なかったことから、2024年度は、東

日本に位置する人口約 60 万人の協力自治

体 Bから、2015年 9月から 2022年 8月ま
での期間（2015/16-2021/22 シーズン）に

同地域内にて発生し、調査対象となった感

染性胃腸炎集団感染事例（感染症事例）に

関する情報提供をいただき、後方視的に記

述疫学を実施する。食中毒事例については、

食中毒統計の情報を参照する。なお、食中

毒寄与割合は厳密に食品寄与割合とは同一

ではないが、代用する概念として用いてい

る。疫学情報・ウイルス学的情報を総合し

ての、事例単位での食中毒（疑いを含む）

事例の寄与割合に関する分析は、厳密に感

染症事例と食中毒事例を照合することが困

難であったことから、割合については断念

し、比としてこれを算出する。 

 
B-3. 広域に発生する主に細菌性疾患の疫

学情報とゲノム情報の分析と監視に基づく

疾病負荷軽減策の検討研究 
 本研究は過去に報告されたゲノム解析情

報としてMultiple locus variable-number 
tandem repeat analysis（MLVA法）を利

用した分子タイピング情報と疫学情報を結

合させた情報を用いた。 
 抽出した症例は 2021年 6月 1日～2022
年 12月 31日に EHEC O157VT1VT2と診
断された者のうち、同一の分子タイプの 37
例を抽出した。 
 解析方法は Whitaker らにより報告され

た SCCS法により行った。SCCS法による

解析は Using SAS for self-controlled case 
series studies に掲載されている SAS用マ

クロを利用した。 
 腸管出血性大腸菌感染のリスクは焼肉店

の利用として、罹患率比（Incidence Rate 
Ratio: IRR）および 95%信頼区間を算出し

た 。 こ れ ら の 解 析 は Release: 3.81 
(Enterprise Edition)を利用した。 
 
B-4. ノロウイルスの感染実態推計に向け

た研究 
1. 下水検体 
秋田県健康環境センターの協力を得て、A
下水処理場にて毎月第 4 週に流入下水を採

取し、冷蔵にて国立医薬品食品衛生研究所

へ送付した。検体到着後に、下水検体は

40mL ずつプラスチック遠心チューブに分

け、冷蔵または冷凍にて保存した。 
 
2. 河川生息二枚貝検体 
二枚貝の採取地域として、流域関連人口
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が大き位ことから、ノロウイルス感染者も

多いことが期待され、かつ比較的サンプル

採取が容易な多摩川河口域（川崎市側）を

選定した。毎月、午前中に大きく潮が引く

日時を 1日選定して、二枚貝を採取した。 
二枚貝は採取当日にむき身の状態にして

冷凍保存した。 
 
３．検体の処理 
下水 
 40mL に対してポリエチレングリコール

3.2g、NaCl3.2g を添加し、一晩低温室（4℃）

で回転・溶解後に、12,000rpm、30 分、4℃
にて遠心し沈渣を PBS にて懸濁し、RNA
抽出に供した。 
 
二枚貝 
 ISO15216-11)の手順に従い、二枚貝 1粒
に対して水および proteinase K を加えて

37℃で 1時間消化後に、60℃15 分の加熱後

に 5,000rpm、10 分、4℃で遠心し、上清を

RNA抽出に供した。 
 
４．ウイルス RNA抽出法 
 ウイルス RNA の抽出は磁気ビース法

Maxwell RSC Virus Total Nucleic Acid 
Purification kit (Promega 社、機械自動抽

出)を用いた。 
 
５. 遺伝子検出 
 抽出 RNA を用いて、ノロウイルスの遺

伝子検出を 1 Step RT-qPCR にて実施した。 
 1 Step RT-qPCR 試薬として TaqMan 
Fast virus 1-Step Master Mix 
(Thermofisher Scientific)を使用した。 
 

6. 状態空間モデル 
 今回用いた状態空間モデルを図 1 に示し

た。仙台市内で過去８年間（2016年 7月～
2018年 8月、N = 111、及び 2019年 12月
～2024年 2月、N = 385）の間に報告され

た感染性胃腸炎の報告者数を用いて、仙台

市における潜在的な総感染者数を推定する

ことを試みた。このモデルは最も単純な状

態空間構造を仮定しており、ある時点 ! に
おける潜在的な感染者数 Bt が、１つ前の

状態から状態ノイズ ωB,t-1 によって変動す
るものとした。この状態ノイズ ωB,t-1 は、

潜在的な総感染者数の推定における不確実

性を考慮したものであり、平均 0、分散 
 の分散をもつ正規分布に従うと仮

定した。 
状態方程式は式(1)のように定義した。 
Bt = Bt−1 + ωB,t-1       (1) 
一方、観測方程式は式(2)のように定義した。 
bt = Bt − βt + µb  (2) 
感染性胃腸炎の報告者数 bt は、時点 ! に
おける潜在的な総感染者数 Bt を用いてモ

デル化されており、過分散を許容する負の

二項分布に従うと仮定した。これは、日ご

との症例数の変動がポアソン分布の予測よ

りも大きくなるという、感染症データに一

般的に見られる特徴に対応するためである。

bt は報告者数の補正項であり、状態値と観

測値の差異に影響を与える要因（例：通院

しなかった感染者の発生など）を反映する

ものである。また、報告者数に含まれる観

測ノイズ（µb）は、報告者数のランダムな

変動、確定診断の遅れ、及び検査実施率の

ばらつきなどを表すものである。 
 より正確に潜在的な総感染者数を推定す

るために、本研究では以下の 3 つのシナリ
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オを設定した。 
第 1 のシナリオでは、子ども、高齢者、免

疫抑制患者、健康な成人といった異なる人

口集団間におけるウイルス排出期間の違い

を考慮するために、各集団の感染ポテンシ

ャルを一般集団と比較して調整するための

排出補正係数（fg）を導入した。たとえば、

免疫抑制状態にある人々は健康な人々より

も長期間にわたってウイルスを排出するこ

とが知られており、その分、環境中のウイ

ルス負荷により大きく寄与すると考えられ

る。この fg 値は、各サブグループの平均

排出期間を、一般集団を代表する基準排出

期間と比較することで算出した。このシナ

リオでは、排出期間が長いほど感染のさら

なる拡大の可能性が高まると仮定している

が、症状の有無（有症状か無症状か）によ

る違いは考慮していない。fg の値は、過去

の報告をもとに、一般集団、子ども、高齢

者、免疫抑制者に対してそれぞれおよそ 1、
2、3.3、16 とした（Bok et al., 2016；Lee 
et al., 2022；Tu et al., 2008；Wu et al., 
2019）。 
 第 2 および第 3 のシナリオでは有症状者

と無症状者の違いを考慮した。先行研究で

は、有症状者は無症状者に比べて、一般的

にウイルスをより長期間にわたって排出す

ることが報告されている。そこで有症状者

の平均排出期間を 9.8 日、無症状者を 5.6
日、そして一般的な平均排出期間を 7 日と
してモデルに取り入れた（Sukhrie ら , 
2010）。 
第 2 のシナリオでは、推定された感染者全

体を、有症状者に起因するものと、無症状

者に起因するものの 2 つのグループに分割

した。これらの推定は、ノロウイルス感染

者のおよそ 30％が無症状であるという疫

学的知見に基づいて重み付けを行った

（Miuraら, 2018）。 
第 3 のシナリオでは、第 2 のシナリオを拡

張し、免疫の低下による再感染の可能性を

取り入れた。感染から回復した個人も、時

間の経過とともに免疫を失い、再び感染し

やすくなる可能性がある。そこで、先行研

究による報告に基づいて、遺伝子型特異的

な免疫持続期間を適用した。たとえば、ノ

ロウイルス GII.4 型においては、防御免疫

の平均持続期間はおよそ18.6か月と推定さ
れており、これは月あたり約 5.4％の免疫減

衰率に相当する（Kumazaki & Usuku, 
2023）。このシナリオでは、現在感受性のあ

る個人における新規感染と、以前の免疫を

失った個人における再感染の合計として潜

在的な総感染者数を算出した。 
学習データセットに対する当てはまりの

良さ（goodness-of-fit）およびテストデータ

セットに対する予測性能は、二乗平均平方

根誤差（RMSE）を用いて評価した。 

 
B-5. 食品媒介感染症被害実態の推計に基

づく施策評価のための研究 

１．食品由来感染症の実被害患者の推計に

ついて 

（１）医科レセプト情報 1）について 

医科レセプト情報による推計の可能性を

検証するため、2018年 1月から 2023年 12

月の食品由来疾患（63疾患）に関する匿名

医療保険等関連情報データベースの利用申

請行い、食品由来感染症に関連する医科レ

セプト情報を入手した。 
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（２）食品由来感染症の実被害患者の推計

について 

１）食品由来感染症の選定 

医科レセプトデータから推計可能な病原

体を選定し、以下の７種類の病原体

(enterohemorrhagic Escherichia coli, 
Listeria spp., Campylobacter Jejuni/coli, 
Salmonella SPP., Clostridium 
Perfringens, Vibrio Parahaemolyticus, 
Norvirus)について推計することとした。 

 

２）選定した病原体による食品由来感染症

実被害患者数の推計 

<レセプト情報からの患者数について＞ 

2018年から 2023年のレセプトデータか

ら、病原体ごとに、病原体由来の疾患の患

者数(enterohemorrhagic Escherichia coli 
(Peh), Listeria spp.(Pl), Campylobacter 
Jejuni/coli(Pc), Salmonella SPP. (Ps), 

Clostridium Perfringens (Pw), Vibrio 
Parahaemolyticus (Pv), Norvirus (Pn))の

合計を年ごとに算出した。 

 

<医療機関受診率について＞ 

全ての患者が医療機関を受診している

のではないことを念頭に置き、各年の患者

数に医療機関受診率（D）の逆数を乗じた。

D の デ ー タ に つ い て は 、

(enterohemorrhagic Escherichia coli 
(Peh)と Listeria spp.(Ps)以外は、窪田・春

日らが実施した電話住民調査（全国（2009

年冬、2013 年冬）と宮城県（2006 年冬）

の結果 2-3 ）から、 enterohemorrhagic 

Escherichia coli (Peh)については、感染症

情報 4）データから、Listeria spp.(Ps)につ

いては 2001 年のリステリア症の国内発生

事例 5)から、統計解析ソフト R(4.4.2)により

ベータ分布を用いた推定によって算出した。 

 

＜食品寄与率について＞ 

食品由来感染症の病原体の感染経路は複

数あるが、食品に由来する割合を食品の感

染源寄与率(source attribution)をいう。各

食 品由来感 染 症 の病原体の寄与率

(enterohemorrhagic Escherichia coli 
(Feh), Listeria spp.(Fs), Campylobacter 
Jejuni/coli(Fc), Salmonella SPP. (Fs), 

Clostridium Perfringens (Fw), Vibrio 
Parahaemolyticus (Fv), Norvirus (Fn))は、

2012年に実施した専門家調査の結果 6)を用

いた。 

 

＜実被害患者数の推計について＞ 

実被害患者数は、ベイズ統計学の考え方

に基づき、P と D、F の三つの比率をベー

タ分布に従う確率変数と考え、互いに独立

と仮定し、数理統計学の基本的な公式を使

って PとD の積、および 3つの積（P×D×F）

が従う確率分布を求めた。実被害患者数の

推計は、データ解析環境 R(4.4.2)の”mc2d

パッケージ”を用いて、モンテカルロ法によ

り確率的に不規則な現象をコンピューター

上で再現させ、乱数を発生させ、推計した。 
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各病原因子の食品由来感染症の実被害患

者数(Xeh, Xl, Xc, Xs, Xw, Xv, Xn)の推定課

程を定式化すると、下記のとおりである。 

 

●enterohemorrhagic Escherichia coli 
Xeh = Peh x Deh-1 x Feh 

●Listeria spp. 

Xl = Pl x Dl-1 x Fl 

●Campylobacter Jejuni/coli 
 Xc = Pc x Dc-1 x Fc 

●Salmonella SPP. 

 Xs = Ps x Ds-1 x Fs 

●Clostridium Perfringens 
 Xw = Pw x Dw-1 x Fw 

●Vibrio Parahaemolyticus 
 Xv = Pv x Dv-1 x Fv 

●Norvirus 

 Xn = Pn x Dn-1 x Fn 

 

２．消費者の食品安全意識や知識の活用手

法について 

2025年2月に株式会社日本リサーチセン

ターのモニターパネルより、以下の条件を

設定し、性別、年齢、居住地域が均等割と

なるように 1000名抽出し、インターネット

上で調査を実施した。 

 

1).年齢・性別：20 代、30 代、40 代、５0

代、60 代以上、各世代 200 人(男性 100 人、

女性 100 人) 

2).居住地域：北海道・東北地区、関東地区、

中部・北陸地区、近畿地区、中国・四国地

区、九州・沖縄地区 

3).その他：月 2回以上、外食をする消費者

を対象とする。 

 

<調査項目＞ 

（１）食品安全の意識に関する調査項目 

「強くそう思う」、「そう思う」、「どちら

かというとそう思う」、「どちらかというと

そう思わない」、「そう思わない」、「まった

くそう思わない」の 6件法で質問した。 

①消費者にとって望ましい遺伝子組み換え

技術（アレルギー対策・栄養強化等）は推

進するべきだと思う 

②値段が高くても、少しでも安全性の高い

食品を買いたい 

③飲食店で提供されている食品は安全だと

思う 

④農薬や化学肥料を使わない食品の方が安

全だと思う 

⑤添加物を使用していない食品の方が安心

だ 

⑥輸入食品より、国産の食品の方が安全だ

と思う。 

 

（２）食品安全の行動に関する調査項目 

「いつもそうする」、「普段はそうする」、

「半々くらいそうする」、「時々そうする」、

「めったにそうしない」、「一度もそうした

ことはない」の 6件法で質問した。 

①栄養不足が気になるので、健康食品を利

用している 

②栄養が偏らないようにバラエティーに富
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んだ食品を食べるようにしている 

③健康を維持するために、カロリーや塩

分・糖分の取りすぎに気をつけている 

④肉を切ったまな板で、サラダ用(生食用）

の野菜や果物は切らない 

⑤鶏肉は調理する前に洗う 

⑥要冷蔵・冷凍の食品を購入したら、でき

るだけ急いで帰宅し冷蔵庫に保存する 

⑦お肉は中心部まで十分に加熱して食べる

ようにしている 

⑧消費期限を少しでも超えたものは食べな

いで、廃棄する 

⑨食品安全に関する情報を積極的に入手す

る。 

⑩感染症予防のために、帰宅後は、うがい・

手洗いをする 

 

（３）食品安全の知識に関する調査項目 

選択肢として、「正しい」、「間違っている」、

「わからない」をおき、質問した。 

①野菜による腸管出血性大腸菌食中毒が発

生している 

②鳥刺しによるカンピロバクター食中毒が

発生している 

③カンピロバクター食中毒の後遺症で、ギ

ランバレー症候群を発症することがある。 

④HACCP による衛生手法の考え方を導入

していない飲食店がある 

⑤賞味期限は食品の安全性を判断するため

のものである 

 

また、2018年の食品衛生法改正において

食品衛生管理手法として法的に義務化され、

2021年6月に完全施行されたHACCPによ

る衛生管理手法について、「聞いたことがな

い」、「聞いたことはあるが内容は知らない」、

「内容は知っている」、「HACCP プランに

沿って仕事をしたことがある」、「HACCP

プランを作成したことがある」という選択

肢をおき、質問した。 

 

（４）食中毒経験について 

食中毒経験について、差昨年 1 年間で食

中毒症状を示したことがあるか、また、食

中毒症状を示した際に医療機関を受診した

ことがあるか、さらに、医療機関を受診し

た際に検便を実施したかについて質問した。 

 

（５）「鳥刺し」の食行動に関する調査 

鳥刺しの食行動について、昨年 1 年間で

食した回数を「毎日」、「週 5から 6回」、「週

３から 4回」、「週 1から 2回」、「月に 2か

ら 3回」、「月に 1回」、「それ以下」の選択

肢をおき、質問した。また、国が示したガ

イドラインに従って衛生的に製造されてい

ることが表示されている場合に、いくらま

でなら鳥刺しを買っても良いと思うかにつ

いて、「通常価格の５０％ならば半額、２０

０％ならば２倍です。」と提示し、０％から

200%までをプルダウンで作成し、一つを選

択させ、「鳥刺し」に関する支払意思額を調

査した。 

 

（６）選択型コンジョイント分析に関する
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調査項目 

食中毒に関する情報(参考１)提示するグ

ループと提示しないグループに分け、一人

当たり、計 9 回実施する。3 つのコンジョ

イントプロファイルと「どちらも選択しな

い」を加えた 4 つの選択肢とする。8 回ま

での組み合わせはコンジョイントプロファ

イルからランダムに実施し、9 回目は 4 回

目提示及び 5 回目提示と同じプロファイル

を 1/2 の確率で出現するようにランダムに

提示する。 

コンジョイントプロファイルは、4属性、

8 水準(最大)として実施した。 

１）最寄駅からの距離(徒歩、1 分以内、5

分以内、10 分以内、20 分以内) 

２）コース料理の価格（3,000円から 10,000

円まで、1,000円間隔で提示） 

３）HACCP による衛生管理の提示有無 

４）フードロス対策の提示の有無) 

 

<調査結果の分析手法＞ 

（１）から（５）の調査結果の分析は、

SPSS.ver.28 を用いて実施した。 

選択型コンジョイントによる HACCP に

よる衛生管理手法の評価に関する分析は、

条件付きロジット・モデル (conditional 

logit model)7)により行い、データ解析環境

R(4.4.2)の sirvoval パッケージに含まれる

関数 clogit( )(Lumley 2006)を用いた。選択

肢集合において、「どちらも選ばない」選択

肢の確定効用 Vd を基準（Vd=0）として、

選択肢 Aと選択肢 B、選択肢 C の各確定効

用 Va、Vb、Vc は以下のように設定する。 

 

VA = ASC + BpPRICEA + BwWALKA 

+BhHACCPA +BlLOSSA 

VB = ASC + BpPRICEB + BwWALKB 

+BhHACCPB +BlLOSSB 

VC = ASC + BpPRICEC + BwWALKC 

+BhHACCPC +BlLOSSC 

 

PRICEi (i=A,B,C)と Bp はコース料理の価

格（円）とその係数、WALKi (i=A,B,C)と

Bw は駅からの徒歩の時間（分）とその係

数、 HACCPi (i=A,B,C)と Bh は HACCP

対応表示の有無を表すダミー変数(1:あり、

2:なし)とその係数、LOSSi (i=A,B,C)と Bl

は食品ロス対策の有無を表すダミー変数(1:

あり、2:なし)とその係数である。選択肢 A，

B，C は、価格、駅からの徒歩の時間、

HACCP 対応の表示の有無、食品ロス対策

の有無以外の点では同等と仮定する。その

ため、選択肢 A，B，C で価格、駅からの徒

歩の時間、HACCP 対応の表示の有無、食

品ロス対策の有無に対する消費者の評価が

変化するとは考えられず、ここでは選択肢

１，２，３で共通する変数の係数は等しい

という制約を課す。 

変数 ASC は選択肢固有定数であり、「どち

らも選択しない」を選んだ時を基準（０）

として、選択肢 A，B，C の時に「１」の値

をとるように設定している。 

 

また、非価格属性が回答者からみてどの
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程度の経済価値を持つかを貨幣単位であら

わした限界支払意思額を算出した。非価格

属性変数の限界支払意思額は、非価格属性

変数が 1 単位変化した時の評価額を表し、

非価格属性変数の係数推定値を価格属性変

数の係数推定値で除して「-1」を乗ずるこ

とで得られる。非価格属性として HACCP

による衛生管理の提示に対する消費者の評

価額は以下のとおりである。 

 

HACCP提示による消費者評価額 

= -1 x（HACCP の係数/価格の係数） 

 

さらに、確定効用を導き出すモデルの尤

もらしさを確認するために、「すべての係数

推定値が０である」を帰無仮説とした尤度

比検定(Likelihood ratio test)を行った。有

意水準を5%とした場合、p≦0.05であれば、

帰無仮説は棄却できる。 
 
B-6. より現場で活用しやすくまた一般に

理解が得られやすい指標の検討 
 Food Safety Regulatoly Economics 
Working Group (FSREWG) と

International Social Science Liaison 
Group (ISSLG) と呼ばれる経済コスト面

からの食中毒被害実態推定を検討するワー

キンググループの合同会議へオブザーバー

参加し、最新の研究情報を入手するととも

に、実際に研究を進めている研究者らとの

意見交換を行なった。 
 
C. 結果 
 

C-1. 宮城県および全国における積極的食

品由来感染症病原体サーベイランスならび

に下痢症疾患の実態把握 
  宮城県データから推定した全国におけ

る下痢症の食品由来実患者数の平均値は

2023年では、Campylobacter が 444,548、
Salmonella が 101,501 人 、 Vibrio 
parahaemolyticusが 0 人であった。全国に

おける下痢症の食品由来実患者数の推定値

の平均値は、Campylobacter が 5,235,839
人、Salmonella が 1,173,427 人、Vibrio 
parahaemolyticusが 30,142 人であった 
食中毒統計資料によると、全国における

2023 年の厚生労働省への食中毒患者報告

数 は Campylobacter が 2,089 人 、

Salmonella が 655 人 、 Vibrio 
parahaemolyticusが 9 人であった 
日本全国（人口 1億 2777万人）の人口 10
万人あたりの食品由来患者数の 2023 年の

平均値は、Campylobacter が 4,107 人、

Salmonella が 920 人 、 Vibrio 
parahaemolyticusが 24 人とそれぞれ推定

された。 

 
C-2. ウイルス性食中毒を疑わせる事例の

疫学調査データ等からの詳細な実態把握手

法等の研究 
１．外挿法によるノロウイルス患者推計に

ついて 
2024年度の研究内容は、協力自治体 B に

関する記述疫学段階に留まる。 
協力自治体 B においては、2015‐2022年

の集団感染報告は 122 例であり、感染症と

判断された事例が 91％（111 例）と分類さ

れ、病原体別ではノロウイルスを原因とし

た報告が 88％（107 例）であった。施設別
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では保育園・幼稚園（74 例：61％）で最多

であった。同自治体内では定点報告数と集

団感染報告には相関が見られ（相関係数：

0.66）、ノロウイルスを原因とした集団感染

に限ると相関がさらに強まる結果となった

（相関係数：0.81）。複数回報告施設はすべ

て保育所・幼稚園であり、複数回報告施設

では、利用者数、職員数、利用者の発症者

数が多かった。保健所により定点報告数と

集団感染報告数の相関に違いが見られた。

相関がなかった保健所では、管内の全保育

所・幼稚園等の数に占める集団感染報告施

設の割合が高かった。相関がなかった保健

所では、学校等欠席者・感染症情報システ

ムの入力割合が高かった。 
 
２．ノロウイルスにより引き起こされたイ

ベントに占める食中毒事例の割合 
協力自治体 B において、2015～2023各年
度にノロウイルスに起因する食中毒と断定

された事例の数は以下の通りである。 
2023年度（0） 
2022年度（1） 
2021年度（0） 
2020年度（1） 
2019年度（2） 
2018年度（4） 
2017年度（2） 
2016年度（5） 
2015年度（10） 
すなわち、協力自治体 B における 2015年
度から 2022 年度までのノロウイルスに起

因する食中毒事例数は計 25 例であり、前述

の 2015～2022年の集団感染報告は 122 例

であったことから、ノロウイルスに起因す

る感染症事例：食中毒事例の比は 4：1とな

った。 

 
C-3. 広域に発生する主に細菌性疾患の疫

学情報とゲノム情報の分析と監視に基づく

疾病負荷軽減策の検討研究 
１．記述解析 
抽出した症例は 37 例であった。男性が

19 例（51％）、年齢中央値が 27歳（範囲：

1～78歳）、届出時点有症状者が34例（92%）

であった。症例の 28 例（76％）に外食歴が

あった。症例の潜伏期間は 2～10日であっ

た。 
 
症例 28 例中 18 例（86％）が焼肉店を利

用していた。その他、経口感染が推定され

た 5 症例に生肉(生レバー、鶏刺し、ハツの

刺身)の喫食歴報告があった。 
 
２．SCCS法による解析 
 焼肉店の利用と腸管出血性大腸菌感染の

リスク期間（1–７日間）におけるは IRRが
32.0（95%信頼区間：12.5–82.1）であった。 

 
C-4. ノロウイルスの感染実態推計に向け

た研究 
1. 下水からのノロウイルス検出 

2023年 4月から 2025年 2月までの検出

状況を表 1 に示した。ノロウイルス GI は

2024年 5月、8月、9月を除いて、すべて

の月で検出された。GII については、2024
年 4 月から 2025 年 2 月まですべての検体

から検出された。 
2023年は GI は検出されておらず、2024
年 1 月以降検出されるようになったこと、

GII についても 2023年は 7月から 10月ま
で検出されなかった状況とは対照的に毎月
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ノロウイルスが検出された。下水の採取は

秋田県の 1 処理場から 2019 年より継続し
ているが、これまで夏季には GI GIIともに

検出されなくなる傾向があったのに対して、

2024 年は夏季にも継続してウイルスが検

出されており、感染者が多く存在したこと

が示唆された。 
 
2.河川生息二枚貝からのノロウイルス検出 
 表 2 に二枚貝からのノロウイルス検出状

況を示した。多摩川河口域（川崎市側、キ

ングスカイフロント地区河岸）にて 2024
年 4 月、9 月、12 月を除いて、2025 年 2
月まで毎月二枚貝を採取した。採取した二

枚貝のうち、10粒から RNA抽出を行い、

ノロウイルス遺伝子検索を実施した結果を

表 2 に示した。 
 ノロウイルス GI は 2024 年 6 月、8 月、

11月に検出され、特に 6月は 10粒のうち 6
粒が陽性となった。GII については、2023
年 6 月、8 月、11 月 1 月 2 月に検出され、

陽性粒数は、それぞれ、5/10,1/10,2/10, 4/9, 
4/9粒となった。 
 二枚貝の採取は 2021 年 4 月より継続し
ているが 2024年は 6月、1月、2月に陽性

率が高く、採取時期の前に感染者が多く存

在した可能性が示唆された。 
 採取地点付近は、大型台風の通過や、大

型の橋梁工事が継続して行われるなどの環

境変化が大きいためか 2021 年に比較して

採取できる二枚貝の数も減少しているが、

その状況下であっても、陽性率の変化とし

て関係流域のノロウイルス感染者の増減を

反映していることが考えられた。 
 
3. 状態空間モデル 

仙台市における感染性胃腸炎報告者数と、

モデルによる推定値は第 1 のデータセット

（2016年 7月～2018年 8月、N = 111）は、

第 2 のデータセット（2019年 12月～2024
年 2月、N = 385）と比べて、RMSE（平方

平均二乗誤差）が高かった。報告症例数の

補正項（bt）の値も求めた（分担報告書参

照）。 
 
第 1 および第 2 のデータセットに対して、

上に示したシナリオの下に推定された潜在

的な感染者数を図に示した（分担報告書参

照）。異なる色の折れ線は、シナリオ 1、シ

ナリオ 2、シナリオ 3 の仮定に基づいた推

定された感染動向を表しており、点は観測

された報告症例を示している。RMSE値か
ら、シナリオ 2 およびシナリオ 3 の方がシ

ナリオ 1 よりも精度の高い推定値を与えて

いると考えられた。にシナリオ 2 は最も低

い RMSE値を示し、第 1 および第 2 のデー

タセットにおいてそれぞれ 224.48 および

90.52 であった。シナリオ 1 では、人口集

団ごとのウイルス排出期間の違いしか考慮

しておらず、有症状と無症状の感染の違い

や再感染の影響を含んでいなかったため、

最も高い RMSEとなったと考えられた。一

方、シナリオ 2 および 3 では、有症状／無

症状の違いや免疫の減衰を考慮に入れるて

おり、これらの情報を加えることでモデル

における予測性能が向上したと考えられた。 

 
C-5. 食品媒介感染症被害実態の推計に基

づく施策評価のための研究 

１．食品由来感染症の実被害患者の推計に

ついて、 

医療機関受診率及び食品寄与率より、食



16 
 

品由来感染症の実被害患者数を推計した。

推計患者数を病原体ごとにみると、

enterohemorrhagic Escherichia coli は

2248.7 人(2021年)から 3392.3 人(2018年)

であり、 Listeria spp.は 95 人(2022年)か

ら 120 人(2020年)であり、 Campylobacter 
Jejuni/coli は 51881.8 人 (2021 年 )から

63229.6 人(2020 年)であり、Salmonella 

SPP.は、11390.0 人(2021年)から 14194 人

(2023 年 ) で あ り 、  Clostridium 
Perfringens は 178 人(2020 年)から 223.7

人 (2021 年 ) で あ り 、 Vibrio 
Parahaemolyticus は 265.4 人(2022 年)か

ら 527.9 人(2018年)であり、 Norvirus は

36456 人(2022年)から 66264.6 人(2019年)

であった。 

 

２．消費者の食品安全意識や知識の活用手

法について 

（１）食品安全に関する意識について 

図１及び図２に、食品安全に関する意識

に関する結果を男女及び年齢別に示した。 

「消費者にとって望ましい遺伝子組み換え

技術（アレルギー対策・栄養強化等）は推

進するべきだと思う」、「値段が高くても、

少しでも安全性の高い食品を買いたい」、

「飲食店で提供されている食品は安全だと

思う」「農薬や化学肥料を使わない食品の方

が安全だと思う」「添加物を使用していない

食品の方が安心だ」「輸入食品より、国産の

食品の方が安全だと思う。」について、男性、

女性ともいずれの質問にも半数以上は「ど

ちらかというとそう思う」「そう思う」「強

くそう思う」を選択している回答者の合計

(以下、「そう思うというグループ」とする）

を選んでいる。年代別にみてもほとんどの

質問について半数以上はそう思うというグ

ループの選択肢であったが、「消費者にとっ

て望ましい遺伝子組み換え技術は推進すべ

きだと思う」は 40歳代(94 人)と 60歳代(72

人)で半数以下であり、「飲食店で提供され

ている食品は安全だと思う」は 50 歳代(86

人)で半数以下であった。 

 

（２）食品安全に関する行動について 

図３、図４に、食品安全に関する行動に

関する結果を男女別、年齢別に示した。 

「栄養不足が気になるので、健康食品を利

用している」については、「いつもそうする」、

「普段はそうする」「半々くらいそうする」

(以下、「そうするグループ」とする)は男性

（133 人）、女性（116 人）と最も少なく、

次いで、「鶏肉は調理する前に洗う」のそう

するグループは女性（123 人）、男性（156

人）であった。また、「肉を切ったまな板で、

サラダ用（生食用）の野菜や果物は切らな

い」のそうするグループの女性は 387 人で

あり、「要冷蔵・冷凍の食品を購入したら、

できるだけ急いで帰宅し冷蔵庫に保存す

る」のそうするグループの女性は 397 人で

あり、「お肉は中心部まで十分に加熱して食

べるようにしている」のそうするグループ

の女性は 435 人であり、男性より女性の方

が多かった。年代別にみると、「鶏肉は調理
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する前に洗う」のそうするグループは 20歳

代が最も多く 72 人であり、「お肉は中心部

まで加熱して食べるようにしている」のそ

うするグルプは 20 歳代が最も少なく 139

人だった。また、「栄養不足が気になるので、

健康食品を利用している」のそうするグル

ープについては 60 歳代（30 人）が最も少

なかった。 

 

（３）食品安全に関する知識について 

図５、図６に、食品安全に関する知識の

結果を男女別、年齢別に示した。 

「野菜による腸管出血性大腸菌食中毒が発

生している」の正答率は、20％程度(男性

22.8％、女性 18.4％)であり、「鳥刺しによ

るカンピロバクター食中毒が発生してい

る」の正答率は 50％(男性 48.2％、女性

52.2％)であった。「HACCP による衛生手法

の考え方を導入していない飲食店がある」

の正答率は男性 10.6％、女性 4.8%と最も低

かった。また、年代別の正答率を見ると、

「HACCP による衛生管理手法の考え方を

導入していない飲食店がある」の正答率は

20歳代で 13.5％、60歳代で 4.0％と年代が

高いほど低い傾向にあり、「賞味期限は食品

の安全性を判断するための者である」の正

答率は 20歳代で 32.0%と最も低かった。 

 

（４）HACCP による衛生管理手法に関す

る知識と経験について 

HACCP による衛生管理手法に関する知識

と経験を調査した。HACCP による衛生管

理について、「聞いたことがない」、「聞いた

ことはあるが内容は知らない」は合計で

86.7%であり、「内容は知っている」、

「HACCP プランに沿って仕事をしたこと

がある」、「HACCP プランを作成したこと

がある」の合計は 13.3%であった。 

 

（５）食中毒の有無について 

食中毒経験の有無について調査した。昨

年 1 年間で、食中毒症状を示したことのあ

る経験回答者は 73 人あり、うち「必ず医療

機関を受診した」、「医療機関を受診したこ

ともあった」の合計は 54 人、医療機関での

検便検査については「必ず医療機関で検便

を実施した」と「医療機関で検便県を実施

たこともあった」の合計は 44 人であった。 

 

（６）鳥刺しの食行動について 

図７に鳥刺しの食行動について、男女別、

年齢別、地域別に示した。 

食べないという方の割合は、性別で見る

と女性(78.9％)が男性(64.4％)と低く、年代

別で見ると 60歳代(84.0％)と最も高かった。

地域別では、関西(63.5％)、中国・四国・九

州・沖縄（62.5%）より、北海道・東北(84%)、

関東(75.5％)、中部・北陸(78%)が低い傾向

を示した。また、HACCP の知識・経験と

鳥刺しの食行動についてみると、「聞いたこ

とがない」、「聞いたことはあるが内容は知

らない」のグループでは食べないの合計は

76.1％であり、「内容は知っている」、

「HACCP プランに沿って仕事をしたこと
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がある」、「HACCP プランを作成したこと

がある」の合計は 45.8％であった。 

また、国が示したガイドラインに従って

衛生的に製造されていることが表示されて

いる場合に、いくらまでなら鳥刺しを買っ

ても良いと思うかについて、「通常価格の５

０％ならば半額、２００％ならば２倍で

す。」と提示したところ、「食べない」を選

択したグループで 31.6%が価格によっては

購入する選択した。そのうち、通常の価格

よりも高い価格を選択したのは 4％であっ

た。 

 

（６）選択型コンジョイント分析について 

食中毒に関する情報を受けたグループで、

プラスの係数推定値を持つのは変数

HACCP(1.27)、マイナスの係数推定値を持

つのは変数価格(-0.00029)、変数距離の提示

(-0.04044)であり(p≦0.05)。HACCP による

衛生管理を提示している飲食店を選択する

方が提示していない飲食店を選択するより

も消費者の効用は高くなるという結果であ

った。また、価格が低く、駅からの近いほ

ど消費者に望ましいという結果が得られた。

なお、HACCP による衛生管理を実施して

いることを提示することに対する消費者の

評価額は 4,368.7 円であり、消費者にとっ

て 4,368.7 円経済的価値が上がるという結

果だった。 

食中毒に関する情報を受けていないグル

ープで、プラスの係数推定値を持つのは変

数 HACCP(1.111)、マイナスの係数推定値

を持つのは変数価格(-0.00031)、変数距離の

提示(-0.03926)であり(p≦0.05)。HACCP

による衛生管理を提示している飲食店を選

択する方が提示していない飲食店を選択す

るよりも消費者の効用は高くなるという結

果であった。また、価格が低く、駅からの

近いほど消費者に望ましいという結果が得

られた。なお、HACCP による衛生管理を

実施していることを提示することに対する

消費者の評価額は 3,597.7 円であり、消費

者にとって 3,597.7 円経済的価値が上がる

という結果だった。 

HACCP の知識・経験が高い回答者の確

定効用の推定値をみると、プラスの係数推

定値を持つのは変数HACCP(0.4126)、マイ

ナスの係数推定値を持つのは変数価格

(-0.0003)、変数距離(-0.04007)の提示であり

(p≦0.05)。HACCP による衛生管理を提示

している飲食店を選択する方が提示してい

ない飲食店を選択するよりも消費者の効用

は高くなるという結果であった。また、価

格が低く、駅からの近いほど消費者に望ま

しいという結果が得られた。なお、HACCP

による衛生管理を実施していることを提示

することに対する消費者の評価額は

1,374.8円であり、消費者にとって 1,374.8

円経済的価値があがるという結果だった。 
HACCP の知識・経験が高い回答者の確定

効 用 の 推 定 値 を み る と 、 変 数

HACCP(-0.4126)、変数価格(-0.0003)、変
数距離(-0.04007)がすべてマイナスの係数

推定値であった(p≦0.05)。HACCP による

衛生管理を提示している飲食店を選択する
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方が提示していない飲食店を選択するより

も消費者の効用は低くなるという結果であ

った。また、価格が低く、駅からの近いほ

ど消費者に望ましいという結果が得られた。

なお、HACCP による衛生管理を実施して

いることを提示することに対する消費者の

評価額は 137.4 円であり、消費者にとって

137.4 円経済的価値が下がるという結果だ

った。 
 
C-6. より現場で活用しやすくまた一般に

理解が得られやすい指標の検討 
 経済的な観点から食中毒の被害・影響を

推定する様々な試みがなされていた。なか

でも米国からの発表の中心は様々な法的な

規制と、経済的なメリット、デメリットの

議論であり、どのような規制がどの程度の

経済効果をもたらす、あるいは損失を生む

のか、といった観点での議論が中心であっ

た。また、米国での被害実態の多いサルモ

ネラに対する影響評価や、生野菜摂取に由

来する食中毒被害の経済的な影響を議論す

る内容が多かった。 
しかし、基本コンセプトとしては、Portney 

and Harrington (1987) で述べられている

以下の定義を中心に検討が進められている

ことが多かった。 
 
WTP (Willingness to Pay, 顧客が製品・サ

ービスに対して支払いたいと思う最大の金

額） = , (reduce risk of illness) 
 =  medical treatment cost 
  + lost productivity 
       +  (reduce risk of pain 
and suffering) 
       +  (reduce risk of death) 

        -  (individual 
expenditures on avoidance) 
 
・医療費コスト 
・療養中に損失する時間価値 
・苦痛を緩和するための支払意欲 
これらの総和のコストで食中毒被害を評

価しようとする試みである。一例として、

シンガポールでの取組み試算結果を見ると、

サルモネラ食中毒による被害損失額が最も

大きなものと推計されていた。この結果は

米国での試算結果とも合致するものであっ

た（損失の金額自体は異なる）。 
 
D. 考察 
 
D-1. 宮城県および全国における積極的食

品由来感染症病原体サーベイランスならび

に下痢症疾患の実態把握 
 宮城県の臨床検査機関のデータからの食

品由来下痢症疾患実患者数の推定では、

2005～2023年の 19年間を通じて、推定食

品由来下痢症患者数は食中毒統計や病原微

生物検出情報での報告数より大幅に多いこ

とが確認された。また推定食品由来下痢症

患者数と食中毒患者報告数の経年変化が互

いに連動しているとは必ずしも言えないこ

とから、現行の食中毒および病原微生物に

関する報告システムによって食品由来下痢

症の実患者数を正確に把握し、経年変動等

を評価することは困難であることが示唆さ

れた。より正確な患者数を把握するための

補完システムとしてアクティブサーベイラ

ンスシステムの構築およびその活用が必要

であり、そのアクティブサーベイランスシ

ステムにおいて最も重要なことは継続性で
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あると考えられた。 
 2011 年からは全国を対象としている民

間検査会社（年によって会社数は異なる）

から 2006 年以降の全国の菌検出データを

収集し、これをもとに全国の食品由来下痢

症疾患実患者数の推定も行っている。宮城

県の場合と同様、2006～2023年の調査期間

を通じて推定食品由来下痢症患者数は食中

毒統計や病原微生物検出情報での報告数よ

り大幅に多いことが確認された。また 18年
間の推定結果を検討した結果、宮城県の場

合と同様、推定食品由来下痢症患者数と食

中毒患者報告数の経年変化は互いに連動し

ているとは言えないことが確認された。 
 全国データからの全国の食品由来下痢症

推定患者数は、宮城県データからの人口比

による 全 国推定結果と比較して、

Campylobacter で は 5.2 ～ 10.6 倍 、

Salmonella では 5.6～ 23.0 倍、Vibrio 
parahaemolyticus では 3.5～18.7倍の違い

があった。宮城県と全国とで下痢症疾患有

病率に大きな差は認められないことから、

この違いはそれぞれの推定に用いた検査機

関（会社）住民カバー率、医療機関受診率、

検便実施率などにより生じたと考えられる。

また、宮城県データからの全国推定には人

口比による補正というステップが加わって

おり、このことも推定結果の違いに寄与し

ている可能性がある。 
住民カバー率の推定の方法は、宮城県の検

査機関と全国を対象とする民間検査会社と

で異なっている（前者は専門家の意見、後

者は EHEC O157や EHEC の検出数）。ま

た受診率、検便実施率の推定は、宮城県の

場合、2006年と 2007年に行われた電話住

民調査の結果にもとづいており、これに対

し全国の場合は 2009 年、2014 年、2016
年に行われた調査にもとづいている。2006
～2007 年と 2009～2014 年さらには 2016
年との間に有症者の医療機関受診行動や医

師の検便実施行動に変化が起きている可能

性も考えられる。以上のような種々の係数

の全国と宮城県における違いが、推定結果

の違いをもたらしている可能性がある。 
 今回の食品由来下痢症患者数推定におい

て、宮城県の協力検査機関については専門

家からの情報で住民カバー率を推定した。

しかし専門家の情報には不確定な要素が含

まれている可能性がある。宮城県の協力検

査機関の住民カバー率の推定に EHEC 検

出数による手法を試みたが検出数が少ない

ためにカバー率の年ごとのばらつきが大き

くなり、推定に用いるのは現実的ではない

と考えられた。全国を対象とした民間検査

会社の場合は EHEC O157（または EHEC）

の検出数が宮城県の場合より大幅に多いた

め、推定結果の年ごとのばらつきは宮城県

の場合より小さいと考えられる。しかし特

定地域において EHEC O157（または

EHEC）による大規模アウトブレイクが発

生した場合はカバー率の推定に影響が出る

ことが予想されることに注意が必要である。

複数年にわたるアクティブサーベイランス

によりカバー率を把握することでその影響

を少なくすることが可能であると考えられ、

今後も継続したアクティブサーベイランス

が必要である。 
 本研究では食品由来下痢症の患者数は米

国における研究成果を適用し、各菌の食品

由来感染の割合を Campylobacter は 80%、

Salmonella は 95% 、 Vibrio 
parahaemolyticus は 65%と仮定して推定
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したが、米国と日本の食習慣の違い等から、

今回適用した値が妥当であるかは今後の検

討課題である。日本においては米国と比較

して生食が多いことから、日本における上

記 3 菌の食品由来感染の割合は米国よりも

高い可能性がある。 
 米国における 3 菌の食品由来患者数の推

定において最新データである 2019 年の人

口 10 万 人 あ た り の 推 定 患 者 数 は

Campylobacter 550 人、Salmonella は 376
人とされており、ノロウイルスについでこ

の 2 菌の患者が多いと推定されている

（ Scallan et al. ）。米国 の 研 究 で は

Campylobacter 推定患者数が Salmonella
推定患者数の約 1.5 倍であるが、本研究の

日本の推定結果では約 4.7～5.4倍となって
いることから、日本の Campylobacter 感染

において原因食品として多く報告される加

熱不十分な鶏肉の喫食等、米国と日本にお

ける食習慣の違いが影響していることが示

唆される。 

 食中毒に対する各種対策等の検討および

その効果の評価を行なうためには継続した

定量的な実患者数の把握が必要であり、本

研究での推定値は不確実性が大きい要素等

が含まれた推定値ではあるものの、実患者

数の幅を科学的に推定することができ、そ

の推定結果から、実患者数が報告数より大

幅に多い可能性が定量的、かつ複数年度に

ついて示すことができた点が重要であると

考える。 
 
D-2. ウイルス性食中毒を疑わせる事例の

疫学調査データ等からの詳細な実態把握手

法等の研究 
協力自治体Bにおける2015-16シーズンか

ら 2021-22 シーズンまでの感染性胃腸炎の

全体的な発生動向の把握と施設における集

団感染に対する効果的な公衆衛生対策につ

いては、定点報告数が増加する時期に施設

に注意喚起することによって、集団感染防

止に効果があると考えられた。特に感染性

胃腸炎の集団感染報告が多い保育所・幼稚

園等、特に利用者が多い保育所・幼稚園等

において、平常時から体調不良者や欠席者

のサーベイランスの実施により、集団感染

の早期探知及び早期対策が重要と考えられ

た。定点報告数と集団感染報告数に相関が

見られなかった保健所では、複数のサーベ

イランスから集団感染を探知していると考

えられた。複数のサーベイランスで集団感

染を探知することにより、公衆衛生対応に

繋がると考えられ、学校サーベイランスの

入力割合が低い保健所での入力促進と活用

方法の研修等が推奨される。体調不良者や

欠席者のサーベイランスに学校サーベイラ

ンスを活用することにより、能動的な集団

感染の探知が可能になると考えられた。学

校サーベイランスは、市町村保育課、教育

委員会、県私学担当課等、多数のステーク

ホルダーが関わるため、施設や行政に対し

て有用性等を周知し、入力率の向上や活用

の必要性についての推奨が必要であると考

えられた。 

 

協力自治体 B におけるノロウイルスに起

因する感染症事例：食中毒事例の比が暫定

的に 4：1 となったことについては、過去の

事例単位のウイルスが検出された事例によ

る同様な分類で得られた情報と（25％など）

近似の結果であり、これを経時的に分析し

ていくことは有用なであると考える。なお、
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人口ベースでウイルス性食中毒を疑わせる

事例の疫学調査データ等からの詳細な被害

実態把握手法等の研究を行うことについて

は、感染症発生動向調査を用いる場合、そ

の対象疾患の一つである第 5 類小児科定点

の感染性胃腸炎の情報から（小児に限られ

るが）患者数を推計する方法については方

法論が確立しており、また、感染症発生動

向調査システムにはそのアルゴリズムが実

装されている。また、食品検査の実施が一

定の障壁となるが、食中毒事例の情報から

食中毒の割合を外挿し、これらの精度を高

めて日常的な被害実態を推定することは可

能と考えられる。感染症発生動向調査の感

染性胃腸炎においては成人が含まれていな

いことへの対応や、外挿情報として食中毒

が疑われながら検査未実施あるいは食品検

査陰性等から食中毒の認定に至らなかった

事例の扱いがポイントであるが、これらを

全て研究として行うには、自治体における

行政や医療機関での負荷が著しく、これら

の状況についての方法論の検証が必要であ

る。 

 
D-3. 広域に発生する主に細菌性疾患の疫

学情報とゲノム情報の分析と監視に基づく

疾病負荷軽減策の検討研究 
記述解析の結果で、焼肉店の利用が 86%
であり、IRRが 32.0 であったことから、記

述解析と SCCS法による解析の一貫性がみ

られたことから、SCCS法による IRR の解

析が実施可能である可能性が考えられた。

一方で、SCCS 法はリスク期間と曝露との

兼ね合いで解析に利用できる可能性の有無

が生じることが報告されている[6]。従って、

腸管出血性大腸菌の感染リスクの推定に適

する曝露と不適な曝露について検討を行う

ことが今後必要であると考えられた。今後、

SCCS 法による利用可能な曝露因子の検討

を実施し、公衆衛生上の負荷に関する解析

を SCCS法実施の可否を含めた試行を実施

する予定である。 
 
D-4. ノロウイルスの感染実態推計に向け

た研究 
（C-4.に含む。） 
 
D-5. 食品媒介感染症被害実態の推計に基

づく施策評価のための研究 

１．食品由来感染症の実被害患者の推計に

ついて、 

食品由来感染症の実被害患者数を推計し

た結果と、食中毒統計による食中毒患者数

及び感染症情報による腸管出血性大腸菌感

染 症 の 患 者 数 を 比 較 す る と 、

enterohemorrhagic Escherichia coli 、

Campylobacter Jejuni/coli 、 Salmonella 

SPP. 、 Vibrio Parahaemolyticus 及 び 

Norvirus の推計患者数は食中毒統計や感

染症情報の患者数よりも多く、食中毒統計

では把握することができない食品由来感染

症患者がいる ことが示されたが、

Clostridium Perfringens による食品由来

感染症患者数は、食中毒統計の方が多く、

Clostridium Perfringens の感染者の多く

は医療機関を受診しないことが推定された。   

また、Listeria spp.による食中毒事例の

報告はないが、医科レセプトデータでは

Listeria spp.感染症患者の報告が確認され

た。Listeria spp.による感染症の感染経路
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は明らかになっていないが、海外の状況を

踏まえれば食品媒介である可能性が非常に

高いと考えるのが妥当であり、食中毒事件

として取り上げられていない事例があるこ

とが示唆された。厚生労働省のリステリ

ア・モノサイトゲネスに関する Q＆A に示

されているように、リステリア・モノサイ

トゲネスは、動物の腸管内や環境中に広く

分布している通性嫌気性芽胞非形成グラム

陽性の短桿菌であり、4℃以下の低温や

12％食塩濃度下でも増殖できるため、喫食

前に加熱を要さない調理済み食品で比較的

長期間低温保存する食品（例えば乳製品や

食肉加工品など）が食中毒の主な原因とな

る。健康な成人の場合は、非常に高度

（106cfu/g）に汚染された食品を喫食するこ

とにより発症する可能性があり、高齢者や

免疫機能が低下している人はより少ない菌

量でも発症することがあり、髄膜炎や敗血

症等の重篤な症状に陥ることもある。また、

妊婦の場合、母体が重篤な症状になること

はまれであるが、胎児・新生児に感染によ

る影響が出ることがあるので、食品衛生管

理の徹底により汚染を防ぐことが重要であ

る。 

コロナウイルス感染症対応が強化された

2020年と 2021年、2022年とその前後年の

患者数の発生状況をみると、ノロウイルス

による食品由来感染症患者数は明らかに少

ないが、そのほかの病原体による食品由来

感染者数については大きな変化は確認され

なかった。 

 

２．消費者の食品安全意識や知識の活用手

法について 

食品安全に関する意識については、性別

による大きな違いは確認されなかったが、

「輸入食品より、国産の食品の方が安全だ

と思う。」については女性の方が男性より、

また、年齢層が高くなるほど、「どちらかと

いうとそう思う」「そう思う」「強くそう思

う」を選択する傾向が確認された。 

令和 5 年の食品安全委員会の食品安全モ

ニター調査で示されているいわゆる健康食

品について「とても不安に感じる」「ある程

度不安に感じる」は 63.6%であったが、本

調査においても、「栄養不足が気になるので、

健康食品を利用している」については、「い

つもそうする」、「普段はそうする」「半々く

らいそうする」(以下、「そうするグループ」

とする)の割合が最も少なかった。本調査の

みでは過去の傾向と比較はできないが、

2024 年度に発生した紅麹サプリの食品安

全問題が影響していることが示唆された。

「鶏肉は調理する前に洗う」「肉を切ったま

な板で、サラダ用（生食用）の野菜や果物

は切らない」「要冷蔵・冷凍の食品を購入し

たら、できるだけ急いで帰宅し冷蔵庫に保

存する」「お肉は中心部まで十分に加熱して

食べるようにしている」などの回答状況か

ら、調理に従事しているほど食中毒予防行

動をとっていることが示唆された。 

 

食品安全に関する知識については、
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HACCP による衛生管理手法は 2021 年 6

月に完全施行されたが、「HACCP による衛

生管理手法の考え方を導入していない飲食

店がある」の正答率は 20 歳代で 13.5％が

最も高く、全体的に低かった。1000名の回

答者のうち、HACCP による衛生管理につ

いて、「聞いたことがない」、「聞いたことは

あるが内容は知らない」は合計で 86.7%で

あり、消費者に食品衛生管理が強化された

ことが周知されていないことが示唆された。 

 食中毒の有無については、昨年 1 年間で

食中毒症状を示したことのある経験回答者

は 73 人のうち、「必ず医療機関を受診した」、

「医療機関を受診したこともあった」の合

計は 54 人、医療機関での検便検査について

は「必ず医療機関で検便を実施した」と「医

療機関で検便県を実施たこともあった」の

合計は 44 人であった。食中毒症状があって

も医療機関を受診しないことがあり、医療

機関で検便検査を実施しないことがあるこ

とを前提に食品由来疾患の実被害患者を推

計しているが、本調査においてもその実態

が確認された。 

鳥刺しの食行動については、性別、年代

別にある一定の割合は食していることが確

認された。地域については、関西、中国・

四国・九州・沖縄の方が、北海道・東北、

関東、中部・北陸よりも食している割合が

高いことが確認された。また、国が示した

ガイドラインに従って衛生的に製造されて

いることが表示されている場合、「食べな

い」を選択していた回答者のうち、購入す

ると食行動を変化する回答者がいることが

確認された。このことは、衛生的な処理が

食行動に影響を及ぼしていることを示唆し

ている。 
選択型コンジョイント分析結果より、食中

毒情報を提供していても、していなくても

HACCP による食品衛生管理を提示してい

る飲食店の確定効用が高かったが、確定効

用係数の推定値は食中毒情報を提供してい

る回答者の方が高く、限界支払意志額も食

中毒情報を提供している方が高く、消費者

の評価額は上がった。また、HACCP知識・

経験の程度による HACCP による衛生管理

を提示している飲食店の効用については、

HACCP 知識・経験の程度の高いグループ

ではプラスであったが、HACCP 知識・経

験の程度の低いグループではマイナスであ

り、HACCP による衛生管理を提示してい

る飲食店は HACCP の知識・経験の高い回

答者にとって望ましいという結果が得られ

た。このことから、HACCP による衛生管

理を消費者に周知することにより、HACCP
による食品衛生管理を徹底させている飲食

店が選択され、消費者の評価額が高くなる

ことを確認した。 
 
D-6. より現場で活用しやすくまた一般に

理解が得られやすい指標の検討 
経済コストとして捉えようとする試みは、

リスク管理機関への政策提言には分かりや

すく使いやすい指標である。しかし、一方

で、医療費コストの算出方法が不明瞭であ

り、医療機関受診患者数から推定するのか、

さらには疾病別の治療費はどう見積もるの

か、といった課題が残るだけでなく、現実

的にそれらのデータが収集可能なのか、と
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いった問題がある。また、療養中に損失す

る時間価値といった観点では個人レベルな

のか、国レベル（GDP等）なのか、といっ

た課題がある。そして最も難しい部分とし

て、苦痛を緩和するための支払意欲、とい

った個人の気持ちに関わる部分の推計は極

めて難しいものである。 
したがって、研究として様々な仮定のも

と、種々の試算を行うこと自体に価値はあ

ると思われるが、現実的に実用的かどうか、

といった点では疑義がある。DALYs に代わ

る活用しやすい指標（計算導出過程が複雑）

とは言い難く、この世界的な流れに追随し

ても、本研究で目指す、新たな指標策定に

は到達し得ない。 
そこで、長年にわたり検討されてきている

DALYsそのものを否定せずに、その計算導

出過程に注目して、経済性と紐付ける手法

を来年度は検討する。 
 
E. 結論  
 
E-1. 宮城県および全国における積極的食

品由来感染症病原体サーベイランスならび

に下痢症疾患の実態把握 
 

 宮城県および全国におけるアクティブサ

ーベイランスを複数年について行うことで、

下痢症患者の菌検出データを継続して収集

し、下痢症発生実態の概略およびその動向

の把握が可能となった。 
 宮 城 県 の 臨 床 検 査 機 関 で の

Campylobacter 、 Salmonella 、 Vibrio 
parahaemolyticus の年間検出数、検査機関

の住民カバー率、医療機関における検便実

施率、医療機関受診率等の各種データを組

み合わせることで、宮城県内での上記 3 菌
に起因する食品由来下痢症患者数の推定を

行い、さらにこれより全国の食品由来下痢

症の患者数を全国と宮城県の人口比を用い

て推定し、それらの結果を宮城県および全

国の食中毒患者報告数とそれぞれ比較した

（表２、３）。その結果、食中毒患者報告数

よりも大幅に多くの患者が存在している可

能性が示唆された。全国レベルで、

Campylobacter では約 210～ 970 倍、

Salmonella では約 25～330 倍、Vibrio 
parahaemolyticus では約 20～200 倍の患

者が存在している可能性が考えられた。ま

た、19 年間（2005～2023 年）の各菌の推

定患者数と報告患者数の経年変化は互いに

連動しているとは言えず、食中毒統計の報

告数だけで実患者数の変動を把握すること

は難しいことが示唆された。 
 18 年間（2006～2023 年）の全国レベル

のアクティブサーベイランスデータから同

様に上記 3 菌に起因する全国の食品由来下

痢症実患者数を推定し全国の食中毒患者報

告数と比較したところ、Campylobacter で
は約 2,500～5,600 倍、Salmonella では約

580～3,000 倍、Vibrio parahaemolyticus
では約 220～3,350 倍の患者が存在してい

る可能性が示された。宮城県データからの

全国推定と比較した場合は 3.5～23 倍程度
の違いであった（表６）。 
 今後も異なる規模や地域のデータからの

推定結果を比較することで、年ごとの推定

値の検証等に活用することが可能であると

考えられる。さらに宮城県以外の地域でも

アクティブサーベイランスを行い、宮城県

推定や全国推定と比較することによって地

域性等の検討がより詳細に可能になると考
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えられる。また全国データについての住民

カバー率のより詳細な推定、全国でのより

大規模な電話住民調査による医療機関受診

率および検便実施率の推定等により精度を

向上させることも考えられる。 
 これらの結果から平常時から散発事例等

を含めたデータ収集を継続して行うアクテ

ィブサーベイランスシステムの有効性およ

びその必要性が強調された。このようなサ

ーベイランスシステムでは、菌の検出のみ

ならず、下痢症発生率（有病率）、医療機関

受診率および検便実施率等の情報も継続し

て調査を行なうことでアウトブレイク等の

特殊事例の影響を最小限にすることができ、

より現実に即した実態把握が可能となるこ

とが示唆される。また継続調査により各項

目の動向把握が可能となり、緊急事例の早

期発見につながる可能性がある。菌検出件

数を把握する検査機関データは、報告率等

の不確定要素が少なく、推定を行う上でよ

り直接的なデータであると考えられる。全

国の食品由来下痢症実患者数のより正確な

把握と地域性等の把握のために、より拡大

したアクティブサーベイランスを行なうこ

と、および各不確定要素の推定の精度向上

を図っていくことが今後の検討課題である。 
 
E-2. ウイルス性食中毒を疑わせる事例の

疫学調査データ等からの詳細な実態把握手

法等の研究 
感染症発生動向調査、学校サーベイラン

ス等、複数のサーベイランスの利用により、

ノロウイルスを中心とする予防啓発のタイ

ミングの検討や感染性胃腸炎の集団感染の

早期探知が可能となり、さらに、施設にお

ける集団感染に対し、早期対策による効果

的な公衆衛生対策が可能となり得る。食中

毒の被害実態を推定するためには、食中毒

情報（疑いを含む）の分析並びに食材の検

査実施等は変わらぬ課題である。引き続き

調査を実施していく。また、疾病負荷とし

て重要な情報は単に患者数に留まらないこ

とから、ノロウイルスによる重症者や死亡

者、要入院者等を含めたいわゆる疾病負荷

ピラミッドを構築していく方向での研究を

行っていく予定である。 

 
E-3. 広域に発生する主に細菌性疾患の疫

学情報とゲノム情報の分析と監視に基づく

疾病負荷軽減策の検討研究 
本研究は過去に報告されたMLVA法で同

一の分子タイピング情報と疫学情報を結合

させた情報を用いて、IRR の算出を試行し

た。 
抽出した症例は 2021年 6月 1日～2022
年 12月 31日に EHEC O157VT1VT2と診
断された者のうち、同一の分子タイプの 37
例を抽出した。 

 
E-4. ノロウイルスの感染実態推計に向け

た研究 
ノロウイルス感染による健康被害情報が、

食中毒報告、および小児科定点からの胃腸

炎報告のみとなっている現状において、感

染実態の推計は、例えば行政施策としての

食中毒対策の効果を判定する指標の一つと

なる。ノロウイルスの存在を直接捉える下

水等の環境検体からのウイルス検出データ

は、遺伝子型の変異などが流行状況にどの

ように影響するかの手が係となると期待で

き、引き続き検体の確保と、遺伝子解析を

実施していく。 
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また、今年度は感染報告者数を用いて状態

空間モデルにより潜在的な総感染者数を推

定するモデルを構築した。3 つのシナリオ

に基づいた推定を通じて、より適切な仮定

を組み込むことで総感染者数の推定精度が

向上することが示された。具体的には、集

団ごとのウイルス排出期間の違いに加え、

有症状者と無症状者の排出期間の違いを考

慮することで、予測精度が向上した。総じ

て、個人レベルでのウイルス排出期間の違

いや再感染の可能性をモデルに組み込むこ

とが、感染者数の推定精度を向上させると

考えられた。今後は、今回構築した状態空

間モデルを拡張し、図 6 に示すような食中

毒速報の増減や、下水中のウイルス量や、

感染ダイナミクスに影響を与える環境的お

よび社会的変数の採用などに取り組む。 
 
E-5. 食品媒介感染症被害実態の推計に基

づく施策評価のための研究 
 

医科レセプトデータにより、食品由来感

染症の実被害患者数を推計することが可能

であることが確認された。しかしながら、

医科レセプトデータを用いた患者数の推計

では、医師の診断の際に、検便検査を実施

していることを前提としているが、消費者

のアンケート調査の結果からも示されたよ

うに、医療機関において検便検査を実施せ

ず診断をしている場合があることから、医

療機関での検便検査実施率も考慮した推計

を行う必要があると考える。 
消費者の食品安全に関する調査では、

HACCP による衛生管理に関する知識や経

験を有する消費者ほど、HACCP による衛

生管理を徹底している飲食店を選ぶことが

確認された。このことは、飲食店における

HACCP への取り組みを強化するためには、

消費者への HACCP による食品衛生管理の

普及も重要であることを示唆していると考

える。 
 
E-6. より現場で活用しやすくまた一般に

理解が得られやすい指標の検討 
世界では食中毒被害実態の推定に経済指

標を導入しようとする動きが活発化してい

ることが明らかとなった。日本がこの世界

的な潮流に乗り遅れないためにも、次年度

以降も引続き、情報収集を進めるとともに、

日本国内での適用の検討を進める必要があ

る。 
 
F. 健康危険情報 
なし 

 
F. 研究発表 
○論文発表 
なし 
 
○研究発表 
１． Estimating the burden of foodborne 

illness for Campylobacter, 
Salmonella and Vibrio 
parahaemolyticus in Japan, 
2006-2021. Kunihiro Kubota, 
Masaru Tamura, Yuko Kumagai, 
Masahiro Shimojima, Takeshi Saika, 
Miho Ogawa and Hiroshi Amanuma.  
International Association for Food 
Protection 2024 annual meeting. 
July 14-17, 2024, Long Beach, CA. 
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２． Eita M, Yahata Y, Nakamura N, 
Fujita K, Saito M, Matsukura K, 
Takagi H, Nakamura M, Shimada T, 
Ishii A, Kudou M, Sunagawa T. 
Large Outbreak of Staphylococcus 
aureus and Bacillus cereus Caused 
by Ready-to-Eat Meals in Aomori, 
Japan. IDWeek. 2024 (Los Angels, 
U.S.A. October 16–19, 2024.) 

３． 浦川美穂, 八幡裕一郎, 塚田敬子, 井
上英耶, 越湖允也, 大沼恵, 高良武俊, 
高橋琢理, 島田智恵, 砂川富正. 散発
的な EHEC 感染症例の MLVA 解析に

よる広域アウトブレイクの探知につい

て. (第 83回日本公衆衛生学会総会, 札
幌, 2024年 10月) 

４． 大沼恵, 八幡裕一郎, 砂川富正. 感染

性胃腸炎集団発生に対する効果的な公

衆衛生的対策の検討. (第 83 回日本公

衆衛生学会総会, 札幌, 2024年 10月) 

 
G. 知的財産権の出願・登録状況 
なし 
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厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 

「食品媒介感染症被害実態の推計に基づく施策評価のための研究」 

令和6年度分担研究報告書 
 

宮城県および全国における積極的食品由来感染症病原体 
サーベイランスならびに下痢症疾患の実態把握 

 
研究分担者  窪田邦宏   国立医薬品食品衛生研究所安全情報部第二室 
研究協力者   佐藤和宏   宮城県医師会健康センター 

木村 充   宮城県医師会健康センター 
小田嶋こずえ 宮城県塩釜医師会臨床検査センター 
内田 唯   宮城県塩釜医師会臨床検査センター 
遠藤啓輔   宮城県塩釜医師会臨床検査センター  
小川美保   株式会社ビー・エム・エル 

  雑賀 威   株式会社 LSI メディエンス 
霜島正浩   株式会社スギヤマゲン 
熊谷優子   和洋女子大学家政学部健康栄養学科 
天沼 宏   国立医薬品食品衛生研究所安全情報部第二室 
田村 克   国立医薬品食品衛生研究所安全情報部第二室 

 
研究要旨： 食中毒として報告されない散発発症患者を含めた食品由来胃腸炎疾

患の患者数を推定するため、宮城県の臨床検査機関の協力により、医療機関から

検査依頼された下痢症検便検体からの病原菌検出数に関するアクティブ（積極的）

サーベイランスを 2005 年から継続して行っている。本年度はまず宮城県における

2023 年の病原菌検出状況の詳細解析および被害実態の推定を行った。臨床検査機

関を対象としたアクティブサーベイランスデータを用い、検査機関の住民カバー

率、および宮城県で以前に行った夏期および冬期の 2 回の電話住民調査の結果か

ら求めた検便実施率および医療機関受診率を推定モデルに導入することで、

Campylobacter、Salmonella、Vibrio parahaemolyticus の 3 菌について、モンテ

カルロシミュレーション法により宮城県における当該菌による食品由来下痢症実

患者数の推定を行なった。これらの推定値から、全国での当該菌による食品由来

下痢症患者の発生率が宮城県での発生率と同じであると仮定した時の全国の当該

菌による食品由来下痢症患者の数を推定した。2011 年からはさらに全国を対象と

した民間検査会社 3 社から（2021 年より 2 社、2023 年は 1 社）の全国について

の 2006 年以降の病原菌検出数データを用いている。本年度は 2023 年のデータを
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収集し、全国における食品由来下痢症実患者数の推定を行い、宮城県データから

の全国推定値との比較を行った。 

 

Ａ. 研究目的 

 我が国では食品由来感染症の患者数は食

品衛生法および感染症法にもとづいて報告

されている。散発事例は食中毒事例として

報告されない場合が多く、そのため食中毒

統計等だけでは食品由来感染症・下痢症の

患者数が正確に把握されていないことが示

唆される。特に最近では広域散発事例によ

る被害も報告されており、食品衛生行政に

おける対策等の検討のためには、それらの

事例も含めた被害実態の全容を把握するこ

とが重要と考えられる。 
 米国では 1995 年以降、FoodNet（フー

ドネット）というアクティブ（積極的）サ

ーベイランスシステムが導入され、食品衛

生の各種対策及びその効果を検討するため

に食品由来感染症の実患者数の把握を継続

して行なっている。FoodNet は全米 10 州
の定点検査機関から病原体検出データを集

約して分析している。さらに電話住民調査

や検査機関調査等を継続して行い、各推定

段階に必要なデータを得ることで全体推定

を行なっている。このシステムで得られた

推定結果は患者数の多年度にわたる変動の

把握や各種行政施策の効果を検討する等、

食品衛生行政に活用されている。 
 日本においても患者数の全容把握のため

に同様のシステムが必要と考えられるが、

これまでに日本にはこうしたシステムが設

置されていない。下痢症の発生動向や実態

把握のための基礎データを蓄積することは、

食中毒行政における食中毒対策立案、その

効果の評価および各種リスク評価等にきわ

めて重要と考えられる。こうしたことをふ

まえ、本研究等において 2005 年より継続

して宮城県においてはアクティブサーベイ

ランスを行い、これにより実患者数推定を

行い、その有効性を実証し、日本における

FoodNet様システム構築の基礎とすると

同時に、そのようなシステムを日本に導入

する際に検討すべき課題の把握を行ってき

た。 
 本年度は 2023 年の状況について以下の

（１）、（２）の観点からアクティブサーベ

イランスを行った。（１）2005 年から継続

している宮城県におけるアクティブサーベ

イランス、およびそれによる宮城県の被害

実態の推定を引き続き行った。また、（２）

2011 年からは民間検査会社 3 社（2021 年

より 2 社、2023 年は 1 社）の協力で全国

についての病原菌検出データ（2006 年以降

のデータ）を収集し、それらをもとに全国

における被害実態の推定を行っているが、

本年度もこれを継続し、その結果を上記の

宮城県データからの全国推定結果と比較す

ることで本研究における推定手法の妥当性

の検討を継続して行うこととした。 
 
Ｂ. 研究方法 

１．データ収集 

 下痢症患者の原因病原体のアクティブサ

ーベイランスを行うために、宮城県内で医

療機関の医師が便検査を依頼している検査

機関に協力を依頼し、その機関からのデー

タ収集を継続して行っている。また 2011
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年からは民間検査会社 3 社（2021 年より 2
社、2023 年は 1 社）より全国の菌検出数

データを収集している。 
 宮城県の有症者（定義は１−３参照）の医

療機関受診率および受診者の検便実施率は、

同県において以前に行った 2回の電話住民

調査の結果より推定された値を用いた。季

節変動を考慮して冬期（2006 年）だけでな

く夏期（2007 年）にも電話住民調査を行い、

冬期の結果と比較検討の上、統合したデー

タから検便実施率および医療機関受診率を

確率分布に当てはめて推定した。 
 
１－１．宮城県の臨床検査機関からの同県

のデータの収集 
○協力検査機関 
・宮城県医師会健康センター 
・宮城県塩釜医師会臨床検査センター 
これら 2 機関での菌検出数を集計した。 

 
１－２．民間検査会社からの全国のデータ

の収集 
○協力検査会社 
・株式会社ミロクメディカルラボラトリー 
・株式会社ビー・エム・エル 
・株式会社 LSI メディエンス 
 これらの検査会社での全国を対象とした

菌検出数データを集計した。 
 
１－３．全国および宮城県を対象とした急

性下痢症に関する電話住民調査 
 宮城県を対象とした急性下痢症に関する

冬期電話住民調査（2006 年 11 月 22 日～
12月 4日、約 1万人）および夏期電話住民

調査（2007 年 7月 14日～7月 27日、約 1
万 2 千人）、全国を対象とした急性下痢症

に関する冬期電話住民調査（2009 年 12月
5 日～12 月 24 日、全国約 1 万 2000 人）

および 2回の夏期電話住民調査（2014 年 7
月 11日～8月 3日、全国約 1万 3千人、

2016 年 7 月 22 日～8 月 23 日、全国約 2
万 3 千人）が行われ（表１）、その結果は

適宜報告されているが、ここでは以下に概

略を示しておく。 
 電話調査は全て共通の質問票および手順

にて行った。全国および宮城県内の一般家

庭をランダムに選択し、バイアスを減少さ

せるため、電話調査を行ったそれぞれの家

庭内で電話調査日以降に最も早く誕生日が

来る予定の人を対象として調査を行った。

電話調査日から遡って 1 カ月以内に血便、

24時間以内に 3回以上の下痢、もしくは嘔

吐があったという有症者条件を満たし、か

つ慢性胃腸疾患、飲酒、投薬、妊娠等の除

外条件がなかった人を有症者とした。 
 
２．データ集計・解析 
 検査機関（会社）からの病原菌検出デー

タ お よ び電話調査 か ら の デ ー タ は

Microsoft Excel を利用してコンピュータ

ーファイルに入力した。検査機関（会社）

データの個人情報は提供された時点で既に

切り離されており、提供データから個人を

特定することはできない。電話調査データ

は人数だけのデータであり個人情報は含ま

れていない。電話調査データは全国または

地域の年齢人口分布にもとづき補正し、集

計後に確率分布として推定モデルに導入し

た。推定モデルは@RISK ソフトウェア

（Palaside 社）上にて作成し、1万回の試

行を行った。 
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３．宮城県における食品由来下痢症患者数

の推定 
 宮城県における菌種ごとの食品由来下痢

症疾患被害推定のために、上記検査機関の

データから Campylobacter、Salmonella、
Vibrio parahaemolyticus の 3 菌の検出数

を抽出した。協力検査機関ではこれら 3 菌

に関しては、全ての検体で検査を行なって

いる。検出数に対し、検査機関の住民カバ

ー率による補正を行い、その結果を医療機

関における受診者の検便実施率、および下

痢症患者の医療機関受診率の推定値ととも

に推定モデルに導入することで宮城県での

各菌による推定患者数を算出した。検査機

関の住民カバー率は検査機関からの情報に

より 2 機関あわせて 52%と推定した。 
 検査機関菌検出データは 2023 年 1～12
月の新規データと 2005 年 1 月～2022 年

12月までの 18 年分の既報告データを用い

た。 
 検査機関における陽性検体からの菌検出

率は 100%と仮定した。さらに米国におけ

る研究（P. Mead et al., 1999）で、食品由

来感染の割合を Campylobacter は 80%、

Salmonella は 95% 、 Vibrio 
parahaemolyticus は 65%であるとそれぞ

れ推定していることから、これらの値を用

いて宮城県における各菌による食品由来下

痢症患者数を推定した。 
 
４．宮城県についての推定結果から全国に

おける食品由来下痢症患者数の推定 
 宮城県についての推定値より、全国での

当該菌による食品由来下痢症患者の発生率

が宮城県での発生率と同じであると仮定し

た時の全国の当該菌による食品由来下痢症

患者数を推定した。このために総務省統計

局の Web ページに掲載されている人口統

計データ（2010 年）を用いた。 
 
５．全国についての検出数データから全国

での食品由来下痢症患者数の推定 
 全国での菌種ごとの食品由来下痢症疾患

被害推定のために、全国を対象としている

民間検査会社 1～3 社の検査データから、

Campylobacter 、 Salmonella 、 Vibrio 
parahaemolyticus の 3 菌の検出数を抽出

し、菌ごとに年間の検出数を求めた。これ

に対し、検査会社の住民カバー率による補

正を行い、その結果を全国における下痢症

患者の医療機関受診率および医療機関にお

ける受診者の検便実施率とともに推定モデ

ルに導入することで各菌による推定患者数

を算出した。 
 2009 年、2021～2022 年については 2 社

（ビー・エム・エル、LSI メディエンス）、

2010～2020 年については 3 社（ミロクメ

ディカルラボラトリー、ビー・エム・エル、

LSI メディエンス）、2006～2008 年につい

ては 1 社（ビー・エム・エル）、2023 年に

ついては 1 社（LSI メディエンス）の検出

数データを使用した。なお、2006～2022
年のデータは既発表のものであある。 
 各検査会社の住民カバー率は、各検査会

社の腸管出血性大腸菌（EHEC）（2009 年

および 2010 年の LSI メディエンス）もし

くは EHEC O157（ミロクメディカルラボ

ラトリー、ビー・エム・エル、2011 年以降

の LSI メディエンス）の検出数を厚生労働

省への全国届出数と比較し、その割合（検

出数／全国届出数）よりそれぞれの年度ご

とに推定した（表４）。 
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 医療機関受診率および検便実施率として

は、全国を対象として夏期に 2回実施され

た電話住民調査（2014 年 7～8 月、2016
年 7～8 月）および冬期に実施された電話

住民調査（2009 年 12月）のデータを統合

し、その解析により得られた各推定値（図

１、２）を用いた。 
 各検査会社における陽性検体からの菌検

出率は 100%と仮定した。さらに宮城県の

場合と同様、Mead らの推定値を用いて全

国における各菌の食品由来下痢症患者数を

推定した。 
 
Ｃ. 研究結果 

 

１ ． 宮 城 県 に お け る 2023 年 の

Campylobacter 、 Salmonella 、 Vibrio 
parahaemolyticus 検出数 
 食品由来下痢症の被害実態推定の対象菌

種として選定されている Campylobacter、
Salmonella、Vibrio parahaemolyticus に

ついて宮城県の 2 検査機関における検出状

況を表 2 にまとめた。 
 Campylobacter の 2023 年の検出数は

156件で、月ごとの検出数は 12月が 19件
と最も多く、次いで 10月の 17件、4月と

11月の 15件、1月と 8月の 14件、6月と

9月の 13件の順であった。 
 Salmonella の 2023 年の検出数は 30件
で、9月の 5件、8月の 4件、12月の 3件
の順に多く検出された。 
 Vibrio parahaemolyticusの2023年の検

出数は 0件であった。 
 
２．食品由来下痢症疾患実患者数の推定 
 

２−１．宮城県でのアクティブサーベイラン

スデータからの食品由来下痢症疾患実患者

数の推定 
 Campylobacter 、 Salmonella 、 Vibrio 
parahaemolyticus の 3 菌に関して、食品

由来下痢症疾患の実患者数の推定を図３の

考え方に沿って実施した。 
 
２−１−１．宮城県における年間菌検出数の

推定 
 宮城県における食品由来下痢症の実患者

数の把握に向けて、宮城県医師会健康セン

ターおよび宮城県塩釜医師会臨床検査セン

ターでの菌検出データを使用して推定を行

った。 
 2023 年の協力検査機関 2 機関における

検出数は Campylobacter が 156 件、

Salmonella が 30 件 、 Vibrio 
parahaemolyticusが 0件であった（表２）。 
 協力検査機関はあわせて宮城県の人口の

約 52%をカバーしているとの検査機関か

らの情報により、宮城県全体での各菌の検

出数をそれぞれ推定した。宮城県全体にお

け る 2023 年 の 各 菌 の 検 出 数 は

Campylobacterが 300件、Salmonellaが
58件、Vibrio parahaemolyticusが 0件で
あると推定した。 
 
２−１−２．宮城県での有症者の医療機関受

診率の推定 
 今回用いた医療機関受診率の推定値は、

2006 年と 2007 年の 2回の電話住民調査の

結果にもとづいて既に得られているもので

ある。以下に当該電話住民調査の結果につ

いて説明する。 
 宮城県における電話住民調査では 2006
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年冬期 2,126件、2007 年夏期 2,121件の有

効回答が得られた（有効回答率はそれぞれ

21.2%、17.7%）。下痢症疾患の有病率は冬

期が 3.3%（70／2,126人）、夏期が 3.5%（74
／2,121人）であった（表１）。 
 冬期調査では有症者数 70 人のうち医療

機関受診者数は 27 人であり、夏期調査で

は有症者数 74 人のうち医療機関受診者数

は 23人であった（表１）。これらのデータ

を宮城県の人口年齢分布で補正した後に統

合し、ベータ分布を仮定してモデルに導入

した結果、医療機関受診率の平均値は

32.0%であった。 
 
２−１−３．宮城県での医療機関受診者の検

便実施率の推定 
 今回用いた検便実施率の推定値は、2006、
2007 年の 2 回の電話住民調査の結果にも

とづいて既に得られているものである。 
 上記電話住民調査において、2006 年冬期

調査では下痢症による医療機関受診者数は

27人、うち検便実施者数は 4人、2007 年

夏期調査では医療機関受診者数は 23 人、

うち検便実施者数は 2人であった（表１）。

これらのデータを人口年齢分布で補正した

後に統合し、ベータ分布を仮定してモデル

に導入したところ、検便実施率の平均値は

10.9%であった。 
 
２−１−４．宮城県における下痢症疾患によ

る実患者数の推定 
 上述の医療機関受診率および検便実施率

を用いて推定した宮城県における下痢症疾

患による実患者数の平均値は、2023 年は

Campylobacter が 10,265 人であった。

Salmonella は 1,974 人 、 Vibrio 

parahaemolyticus は 0 人とそれぞれ推定

された（表２）。 
 宮城県（人口 236 万人）の人口 10 万人
あたりの下痢症疾患実患者数として表すと、

2023 年では Campylobacter は 435 人、

Salmonella は 84 人 、 Vibrio 
parahaemolyticus は 0 人とそれぞれ推定

された（表２）。 
 
２−１−５．宮城県における食品由来下痢症

実患者数の推定とその食中毒患者報告数と

の比較 
 上記で推定された下痢症実患者数にはヒ

ト—ヒト感染、動物との接触感染等、食品由

来ではないものを原因とする被害が多く含

まれており、食品由来感染の患者数の把握

には更なる推定が必要である。米国の

Mead らの研究では菌種ごとに食品由来感

染の割合を Campylobacter は 80%、

Salmonella は 95% 、 Vibrio 
parahaemolyticus は 65%であるとそれぞ

れ推定しており、本研究ではこれらの値を

用いて食品由来下痢症実患者数の推定を行

った。その結果、2023 年の食品由来下痢症

実患者数は Campylobacter が 8,212 人、

Salmonella が 1,875 人 、 Vibrio 
parahaemolyticusが 0人と推定された（表

２）。 
 食中毒統計資料における、宮城県におけ

る厚生労働省への 2023 年の食中毒患者報

告数はCampylobacterが 5人、Salmonella
が 9人、Vibrio parahaemolyticusが 0人
であった（表２）。 
 
２−１−６．宮城県についての推定値を用い

た全国の食品由来下痢症実患者数の推定お
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よびその全国の食中毒患者報告数との比較 
 表 1 に示すように、宮城県における 2006、
2007 年の電話住民調査と、2009、2014、
2016 年の全国における電話住民調査とで

下痢症有病率が全国の方が宮城県より概ね

高い結果が得られたことから、宮城県の推

定値から人口比で全国の推定値を算出して

も過大推定にはならないと考えられた。そ

こで、宮城県における推定食品由来患者数

（表２）に、宮城県と全国の人口比を乗ず

ることで全国推定を行った（表３）。 
 宮城県データから推定した全国における

下痢症の食品由来実患者数の平均値は

2023 年では、Campylobacterが 444,548、
Salmonella が 101,501 人 、 Vibrio 
parahaemolyticusが 0人であった（表３）。 
 食中毒統計資料における、全国における

2023 年の厚生労働省への食中毒患者報告

数 は Campylobacter が 2,089 人 、

Salmonella が 655 人 、 Vibrio 
parahaemolyticusが 9人であった（表３）。 
 
２−２．全国についてのアクティブサーベイ

ランスデータからの全国の食品由来下痢症

疾患実患者数の推定 
 
２−２−１．各民間検査会社の住民カバー率

の推定 
 全国の食品由来下痢症の実患者数把握に

向けて、民間検査会社 3 社の菌検出データ

をもとに推定を行った。 
 住民カバー率は、可能な限り EHEC 
O157 検出数を使用して推定した。LSI メ

ディエンスの2009年および2010年のデー

タについては、EHEC O157 の検出数デー

タが得られなかったためこれらの年のカバ

ー率は EHEC（O157 に限らず全体）の検

出数に依った。 
 協力検査会社数の増減により、2009、
2022～2021 年はビー・エム・エルと LSI
メディエンスの 2 社合計、2020～2010 年

はミロクメディカルラボラトリー、ビー・

エム・エル、LSI メディエンスの 3 社合計、

2006～2008 年についてはビー・エム・エ

ル 1 社、2023 年は LSI メディエンスの 1
社についてカバー率の計算を行った。 
2023 年のカバー率（1 社）は 5.2%であっ

た（表４）。 
 
２−２−２．全国における年間菌検出数の推

定 
 民間検査会社における 2023 年の菌検出

数 は 、 Campylobacter が 3,105 件、

Salmonella が 586 件 、 Vibrio 
parahaemolyticusが 22件であった（表５）。 
 これらの検出数と各社の各年の推定カバ

ー率を用いて、全国における年間菌検出数

を推定した。その結果、全国での各菌の検

出数は、2023 年は Campylobacter が
59,712件、Salmonellaが 11,269件、Vibrio 
parahaemolyticusが 423件と推定された。 
 
２−２−３．全国を対象とした 2016 年夏、

2014年夏および 2009年冬の電話住民調査

の結果の概要 
 2016 年夏、2014 年夏および 2009 年冬

に全国を対象に行われた電話住民調査の結

果は既に報告されているが、以下に再度概

要を記載する（表１）。 
 2016 年 7月 22日～8月 23日、2014 年

7月 11日～8月 3日、2009 年 12月 5日～
12月 24日のそれぞれ約 3週間に全国約 2
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万 3千人、約 1万 3千人、約 1万 2千人を

対象として下痢症に関する電話住民調査が

行われた。有効回答率は 2016 年調査が

13.3%（3,020 件）、2014 年調査が 15.2%
（2,039件）、2009 年調査が 16.9%（2,077
件）であった。 
 下痢症有症者数はそれぞれ 96人（2016）、
90 人（2014）、77 人（2009）で、従って

下痢症有病率はそれぞれ 3.2%、4.4%、3.7%
であった。 
 
２−２−４．全国における食品由来下痢症疾

患実患者数の推定 
 全国を対象とした下痢症に関する電話住

民調査は 2009 年冬、2014 年夏、および

2016 年夏の計 3 回行われている（表１）。

これらのデータを全国の人口年齢分布で補

正後、統合し、ベータ分布を仮定してモデ

ルに導入し、全国の有症者の医療機関受診

率および受診者の検便実施率を推定した。

その結果、医療機関受診率は 25.5%、検便

実施率は 4.8%と推定されている（図１、２）。

これらを用いて、全国における下痢症疾患

の実患者数を推定した。 
推定された実患者数の平均値は、2023 年で

は Campylobacter は 6,544,799 人 、

Salmonella は 1,235,186 人 、 Vibrio 
parahaemolyticus は 46,372人であった。 
 宮城県についての推定の場合（２−１−５

参照）と同様に Mead らの結果を適用する

ことにより、2023 年の全国における下痢症

の食品由来実患者数の推定値の平均値は、

Campylobacter が 5,235,839 人 、

Salmonella が 1,173,427 人 、 Vibrio 
parahaemolyticus が 30,142 人であった

（表５）。 

 食中毒統計資料によると、全国における

2023 年の厚生労働省への食中毒患者報告

数 は Campylobacter が 2,089 人 、

Salmonella が 655 人 、 Vibrio 
parahaemolyticusが 9人であった（表５）。 
 日本全国（人口 1 億 2777 万人）の人口

10万人あたりの食品由来患者数の 2023 年

の平均値は、Campylobacter が 4,107 人、

Salmonella が 920 人 、 Vibrio 
parahaemolyticusが 24人とそれぞれ推定

された（表５）。 
 なお表５、６には 2006～2023 年の

Campylobacter 、 Salmonella 、 Vibrio 
parahaemolyticus の全国食中毒患者報告

数も示してある。 
 
Ｄ. 考察 

 
 宮城県の臨床検査機関のデータからの食

品由来下痢症疾患実患者数の推定では、

2005～2023 年の 19 年間を通じて、推定食

品由来下痢症患者数は食中毒統計や病原微

生物検出情報での報告数より大幅に多いこ

とが確認された。また推定食品由来下痢症

患者数と食中毒患者報告数の経年変化が互

いに連動しているとは必ずしも言えないこ

とから、現行の食中毒および病原微生物に

関する報告システムによって食品由来下痢

症の実患者数を正確に把握し、経年変動等

を評価することは困難であることが示唆さ

れた。より正確な患者数を把握するための

補完システムとしてアクティブサーベイラ

ンスシステムの構築およびその活用が必要

であり、そのアクティブサーベイランスシ

ステムにおいて最も重要なことは継続性で

あると考えられた。 
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 2011 年からは全国を対象としている民

間検査会社（年によって会社数は異なる）

から 2006 年以降の全国の菌検出データを

収集し、これをもとに全国の食品由来下痢

症疾患実患者数の推定も行っている。宮城

県の場合と同様、2006～2023 年の調査期

間を通じて推定食品由来下痢症患者数は食

中毒統計や病原微生物検出情報での報告数

より大幅に多いことが確認された。また 18
年間の推定結果を検討した結果、宮城県の

場合と同様、推定食品由来下痢症患者数と

食中毒患者報告数の経年変化は互いに連動

しているとは言えないことが確認された。 
 全国データからの全国の食品由来下痢症

推定患者数は、宮城県データからの人口比

に よ る 全 国 推 定結果と比較し て 、

Campylobacter で は 5.2 ～ 10.6 倍 、

Salmonella では 5.6～23.0 倍、Vibrio 
parahaemolyticusでは3.5～18.7倍の違い

があった（表６）。宮城県と全国とで下痢症

疾患有病率に大きな差は認められない（表

１）ことから、この違いはそれぞれの推定

に用いた検査機関（会社）住民カバー率、

医療機関受診率、検便実施率などにより生

じたと考えられる。また、宮城県データか

らの全国推定には人口比による補正という

ステップが加わっており、このことも推定

結果の違いに寄与している可能性がある。 
住民カバー率の推定の方法は、宮城県の検

査機関と全国を対象とする民間検査会社と

で異なっている（前者は専門家の意見、後

者は EHEC O157や EHEC の検出数）。ま

た受診率、検便実施率の推定は、宮城県の

場合、2006 年と 2007 年に行われた電話住

民調査の結果にもとづいており、これに対

し全国の場合は 2009 年、2014 年、2016

年に行われた調査にもとづいている。2006
～2007 年と 2009～2014 年さらには 2016
年との間に有症者の医療機関受診行動や医

師の検便実施行動に変化が起きている可能

性も考えられる。以上のような種々の係数

の全国と宮城県における違いが、推定結果

の違いをもたらしている可能性がある。 
 今回の食品由来下痢症患者数推定におい

て、宮城県の協力検査機関については専門

家からの情報で住民カバー率を推定した。

しかし専門家の情報には不確定な要素が含

まれている可能性がある。宮城県の協力検

査機関の住民カバー率の推定に EHEC 検

出数による手法を試みたが検出数が少ない

ためにカバー率の年ごとのばらつきが大き

くなり、推定に用いるのは現実的ではない

と考えられた。全国を対象とした民間検査

会社の場合はEHEC O157（またはEHEC）

の検出数が宮城県の場合より大幅に多いた

め、推定結果の年ごとのばらつきは宮城県

の場合より小さいと考えられる。しかし特

定地域において EHEC O157（または

EHEC）による大規模アウトブレイクが発

生した場合はカバー率の推定に影響が出る

ことが予想されることに注意が必要である。

複数年にわたるアクティブサーベイランス

によりカバー率を把握することでその影響

を少なくすることが可能であると考えられ、

今後も継続したアクティブサーベイランス

が必要である。 
 本研究では食品由来下痢症の患者数は米

国における研究成果を適用し、各菌の食品

由来感染の割合をCampylobacterは 80%、

Salmonella は 95% 、 Vibrio 
parahaemolyticus は 65%と仮定して推定

したが、米国と日本の食習慣の違い等から、
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今回適用した値が妥当であるかは今後の検

討課題である。日本においては米国と比較

して生食が多いことから、日本における上

記 3 菌の食品由来感染の割合は米国よりも

高い可能性がある。 
 米国における 3 菌の食品由来患者数の推

定において最新データである 2019 年の人

口 10 万人あた り の 推 定 患 者 数 は

Campylobacter 550人、Salmonella は 376
人とされており、ノロウイルスについでこ

の 2 菌の患者が多いと推定されている

（ Scallan et al. ）。米国の研究では

Campylobacter 推定患者数が Salmonella
推定患者数の約 1.5 倍であるが、本研究の

日本の推定結果では約 4.7～5.4 倍となっ

ていることから、日本の Campylobacter
感染において原因食品として多く報告され

る加熱不十分な鶏肉の喫食等、米国と日本

における食習慣の違いが影響していること

が示唆される。 
 食中毒に対する各種対策等の検討および

その効果の評価を行なうためには継続した

定量的な実患者数の把握が必要であり、本

研究での推定値は不確実性が大きい要素等

が含まれた推定値ではあるものの、実患者

数の幅を科学的に推定することができ、そ

の推定結果から、実患者数が報告数より大

幅に多い可能性が定量的、かつ複数年度に

ついて示すことができた点が重要であると

考える。 
 
Ｅ. 結論 

 

 宮城県および全国におけるアクティブサ

ーベイランスを複数年について行うことで、

下痢症患者の菌検出データを継続して収集

し、下痢症発生実態の概略およびその動向

の把握が可能となった。 
 宮 城 県 の 臨 床 検 査 機 関 で の

Campylobacter 、 Salmonella 、 Vibrio 
parahaemolyticus の年間検出数、検査機

関の住民カバー率、医療機関における検便

実施率、医療機関受診率等の各種データを

組み合わせることで、宮城県内での上記 3
菌に起因する食品由来下痢症患者数の推定

を行い、さらにこれより全国の食品由来下

痢症の患者数を全国と宮城県の人口比を用

いて推定し、それらの結果を宮城県および

全国の食中毒患者報告数とそれぞれ比較し

た（表２、３）。その結果、食中毒患者報告

数よりも大幅に多くの患者が存在している

可能性が示唆された。全国レベルで、

Campylobacter では約 210～970 倍、

Salmonella では約 25～330 倍、Vibrio 
parahaemolyticus では約 20～200 倍の患

者が存在している可能性が考えられた。ま

た、19 年間（2005～2023 年）の各菌の推

定患者数と報告患者数の経年変化は互いに

連動しているとは言えず、食中毒統計の報

告数だけで実患者数の変動を把握すること

は難しいことが示唆された。 
 18 年間（2006～2023 年）の全国レベル

のアクティブサーベイランスデータから同

様に上記 3 菌に起因する全国の食品由来下

痢症実患者数を推定し全国の食中毒患者報

告数と比較したところ、Campylobacterで
は約 2,500～5,600倍、Salmonellaでは約

580～3,000倍、Vibrio parahaemolyticus
では約 220～3,350 倍の患者が存在してい

る可能性が示された。宮城県データからの

全国推定と比較した場合は 3.5～23倍程度

の違いであった（表６）。 
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 今後も異なる規模や地域のデータからの

推定結果を比較することで、年ごとの推定

値の検証等に活用することが可能であると

考えられる。さらに宮城県以外の地域でも

アクティブサーベイランスを行い、宮城県

推定や全国推定と比較することによって地

域性等の検討がより詳細に可能になると考

えられる。また全国データについての住民

カバー率のより詳細な推定、全国でのより

大規模な電話住民調査による医療機関受診

率および検便実施率の推定等により精度を

向上させることも考えられる。 
 これらの結果から平常時から散発事例等

を含めたデータ収集を継続して行うアクテ

ィブサーベイランスシステムの有効性およ

びその必要性が強調された。このようなサ

ーベイランスシステムでは、菌の検出のみ

ならず、下痢症発生率（有病率）、医療機関

受診率および検便実施率等の情報も継続し

て調査を行なうことでアウトブレイク等の

特殊事例の影響を最小限にすることができ、

より現実に即した実態把握が可能となるこ

とが示唆される。また継続調査により各項

目の動向把握が可能となり、緊急事例の早

期発見につながる可能性がある。菌検出件

数を把握する検査機関データは、報告率等

の不確定要素が少なく、推定を行う上でよ

り直接的なデータであると考えられる。全

国の食品由来下痢症実患者数のより正確な

把握と地域性等の把握のために、より拡大

したアクティブサーベイランスを行なうこ

と、および各不確定要素の推定の精度向上

を図っていくことが今後の検討課題である。 
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表１．全国における電話住民調査（2009 年冬、2014 年夏、2016 年夏） 
   と宮城県における電話住民調査（2006 年冬および 2007 年夏）の結果 
   （全て人口年齢分布補正前のデータ） 
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表２．宮城県における食品由来下痢症疾患の患者数推定結果とその食中毒患者報告数との

比較（2005～2023 年、シミュレーション試行回数：1万回、宮城県人口:236万人） 

 
※1 宮城県医師会健康センターおよび塩釜医師会臨床検査センターにおける検出数 
※2 米国での胃腸炎疾患における食品由来感染の割合（カンピロバクター80%、サルモネラ 95%、腸炎ビブリオ 65%）

を用いて算出（Mead et al. 1999） 
※3 食中毒患者報告数（宮城県）（厚生労働省食中毒統計、平成 17～令和 5 年食中毒発生状況） 
※4 620人は 1件のアウトブレイクにおける東日本 1都 7県での患者を宮城県がとりまとめて報告したもので、2007年の宮城
県の実際の腸炎ビブリオ患者報告数は 17人である。 

検出菌 年

※1

検出数

推定患者数（宮城県）

【平均値】

推定患者数（宮城県）
【10万人あたり】

※2推定食品由来患者数
（宮城県）

※3食中毒患者報告数
（宮城県）

カンピロバクター 2005 562 37,019 1,569 29,615 143

2006 550 36,238 1,536 28,990 109

2007 538 35,437 1,502 28,350 32

2008 468 30,786 1,305 24,629 33

2009 339 26,272 1,113 21,018 9

2010 354 23,291 987 18,633 25

2011 324 21,331 904 17,065 9

2012 262 17,256 731 13,805 52

2013 226 14,878 630 11,902 8

2014 252 16,600 703 13,280 32

2015 271 17,835 755 14,268 5

2016 282 18,548 786 14,838 7

2017 336 22,130 938 17,704 19

2018 315 20,738 879 16,591 5

2019 310 20,412 865 16,329 3

2020 307 20,206 856 16,165 0

2021 255 16,774 711 13,420 8

2022 232 15,265 647 12,212 5

2023 156 10,265 435 8,212 5

サルモネラ 2005 78 5,134 218 4,877 12

2006 46 3,028 128 2,877 11

2007 46 3,028 128 2,877 25

2008 56 3,690 156 3,506 0

2009 33 2,169 92 2,061 23

2010 51 3,358 142 3,190 13

2011 23 1,515 64 1,439 0

2012 30 1,973 84 1,874 12

2013 33 2,174 92 2,065 0

2014 43 2,831 120 2,689 0

2015 41 2,698 114 2,563 0

2016 42 2,765 117 2,627 0

2017 40 2,634 112 2,503 0

2018 64 4,213 179 4,003 7

2018 48 3,161 134 3,003 10

2020 42 2,764 117 2,626 25

2021 33 2,171 92 2,062 0

2022 61 4,014 170 3,813 29

2023 30 1,974 84 1,875 9

腸炎ビブリオ 2005 36 2,369 100 1,540 32

2006 27 1,778 75 1,156 0

2007 24 1,582 67 1,028 ※
4
627(17)

2008 8 527 22 343 37

2009 6 395 17 257 19

2010 15 988 42 642 16

2011 7 460 20 299 0

2012 3 197 8 128 1

2013 5 329 14 214 0

2014 4 263 11 171 0

2015 4 263 11 171 0

2016 2 132 6 86 0

2017 7 461 20 300 0

2018 3 198 8 128 0

2019 1 66 3 43 0

2020 1 66 3 43 0

2021 0 0 0 0 0

2022 1 66 3 43 0

2023 0 0 0 0 0
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表３．宮城県データからの全国の食品由来下痢症実患者数の推定とその食中毒患者報告数

との比較（2005～2023 年、日本全国人口：1億 2777万人） 

 
（宮城県データ：宮城県医師会健康センターおよび塩釜医師会臨床検査センター 

 における菌検出数） 
※ 食中毒患者報告数（全国）（厚生労働省食中毒統計資料、平成 17～令和 5 年食中毒発生状況） 

検出菌 年
推定食品由来患者数（宮城県
データを使用した全国推定） ※食中毒患者報告数（全国）

カンピロバクター 2005 1,603,178 3,439
2006 1,569,344 2,297
2007 1,534,698 2,396
2008 1,333,266 3,071
2009 1,137,788 2,206
2010 1,008,678 2,092
2011 923,796 2,341
2012 747,320 1,834
2013 644,303 1,551
2014 718,899 1,893
2015 772,384 2,089
2016 803,240 3,272
2017 958,388 2,315
2018 898,137 1,995
2019 883,954 1,937
2020 875,076 901
2021 726,478 764
2022 661,084 822
2023 444,548 2,089

サルモネラ 2005 264,011 3,700
2006 155,743 2,053
2007 155,743 3,603
2008 189,794 2,551
2009 111,570 1,518
2010 172,687 2,476
2011 77,899 3,068
2012 101,447 670
2013 111,787 861
2014 145,566 440
2015 138,745 1,918
2016 142,210 704
2017 135,497 1,183
2018 216,698 640
2019 162,564 476
2020 142,156 861
2021 111,624 818
2022 206,413 698
2023 101,501 655

腸炎ビブリオ 2005 83,366 2,301
2006 62,579 1,236
2007 55,650 1,278
2008 18,568 168
2009 13,912 280
2010 34,754 579
2011 16,186 87
2012 6,929 124
2013 11,585 164
2014 9,257 47
2015 9,257 224
2016 4,656 240
2017 16,240 97
2018 6,929 222
2019 2,328 0
2020 2,328 3
2021 0 0
2022 2,328 0
2023 0 9
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表４．全国を対象とした民間検査会社の住民カバー率の推定（2006～2023 年） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年 検査会社住⺠カバー率（合計）

2006 8.5%（1社）
2007 7.1%（1社）
2008 10.0%（1社）
2009 14.4%（2社）
2010 15.8%（3社）
2011 15.7%（3社）
2012 20.4%（3社）
2013 21%（3社）
2014 20.9%（3社）
2015 19.7%（3社）
2016 19.1%（3社）
2017 25.9%（3社）
2018 23.8%（3社）
2019 22.3%（3社）
2020 23.3%（3社）
2021 28.8%（2社）
2022 27.2%（2社）
2023 5.2%（1社）
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表５．全国についてのアクティブサーベイランスデータからの全国の食品由来下痢症疾患

実患者数推定とその食中毒患者報告数との比較（2006～2023 年、シミュレーション試行

回数：1万回、日本全国人口：1億 2777万人） 

 
※1 菌検出数：下記の民間検査会社の検出データを合計した。2023年（株式会社 LSIメディエンス）、2021～2022年および 2009
年：2社（株式会社ビー・エム・エル、株式会社 LSIメディエンス）、2010～2020年：3社（株式会社ミロクメディカルラボラ
トリー、株式会社ビー・エム・エル、株式会社 LSIメディエンス）、2006～2008年：1社（株式会社ビー・エム・エル） 
※2 米国の胃腸炎疾患における食品由来感染の割合（カンピロバクター80%、サルモネラ 95%、腸炎ビブリオ 65%）を用いて
算出（Mead et al. 1999） 
※3食中毒患者報告数（全国）（厚生労働省食中毒統計、平成 18～令和 5年食中毒発生状況） 

検出菌 年 ※
1
　検出数

※
2
推定食品由

来患者数（全国）

【平均値】

※
3
食中毒患者

報告数（全国）

推定食品由来患者

数（10万人あたり）

【平均値】

カンピロバクター 2006 10,144 10,463,071 2,297 8,206
2007 10,962 13,543,466 2,396 10,622
2008 12,934 11,339,146 3,071 8,893
2009 14,057 8,559,932 2,206 6,714
2010 15,401 8,549,830 2,092 6,706
2011 14,950 8,342,000 2,341 6,543
2012 12,794 5,498,827 1,834 4,313
2013 13,947 5,828,531 1,551 4,571
2014 16,762 7,039,646 1,893 5,521
2015 18,164 8,080,859 2,089 6,338
2016 18,547 8,512,871 3,272 6,677
2017 19,844 6,721,577 2,315 5,272
2018 19,565 7,212,407 1,995 5,657
2019 17,404 6,847,043 1,937 5,370
2020 15,094 5,679,245 901 4,454
2021 12,467 3,795,349 764 2,977
2022 11,946 3,851,135 822 3,021
2023 3,105 5,235,839 2,089 4,107

サルモネラ 2006 1,888 2,312,520 2,053 1,814
2007 1,886 2,767,039 3,603 2,170
2008 1,894 1,971,792 2,551 1,547
2009 2,059 1,488,907 1,518 1,168
2010 2,434 1,604,585 2,476 1,259
2011 2,705 1,792,379 3,068 1,406
2012 2,258 1,152,448 670 904
2013 2,324 1,153,315 861 905
2014 2,726 1,359,516 440 1,066
2015 2,728 1,441,199 1,918 1,130
2016 2,689 1,465,638 704 1,150
2017 3,090 1,242,894 1,183 975
2018 3,103 1,358,363 640 1,065
2019 3,089 1,443,130 476 1,132
2020 2,783 1,243,464 861 975
2021 2,529 914,265 318 717
2022 2,996 1,146,942 698 900
2023 586 1,173,427 655 920

腸炎ビブリオ 2006 523 438,304 1,236 344
2007 421 422,616 1,278 332
2008 216 153,860 168 121
2009 227 112,312 280 88
2010 563 253,945 579 199
2011 351 159,133 87 125
2012 312 108,954 124 86
2013 287 97,450 164 76
2014 209 71,317 47 56
2015 138 49,883 224 39
2016 232 86,519 240 68
2017 208 57,244 97 45
2018 188 55,710 222 44
2019 136 43,473 0 34
2020 65 19,871 3 16
2021 46 11,381 0 9
2022 41 10,739 0 8
2023 22 30,142 9 24
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表６．宮城県および全国についてのアクティブサーベイランスデータからの全国の食品由

来下痢症実患者数の推定（2006～2023 年、シミュレーション試行回数：1万回） 

 
・宮城県データ（2006～2023 年）： 
 宮城県医師会健康センターおよび塩釜医師会臨床検査センターにおける検出数 
・全国データ： 
 2010～2020 年：3 社（株式会社ミロクメディカルラボラトリー、株式会社 
 ビー・エム・エル、株式会社 LSI メディエンス） 
 2009、2021～~2022 年：2 社（株式会社ビー・エム・エル、株式会社 LSI メディエンス） 
 2006～2008 年：1 社（株式会社ビー・エム・エル）、2023 年 1 社（株式会社 LSI メディエンス） 
※食中毒患者報告数（全国）（厚生労働省食中毒統計、平成 18～令和 5 年食中毒発生状況） 

 

検出菌 年
宮城県データからの推定

【平均値】
全国データからの推定

【平均値】
※食中毒患者報告数

（全国）

カンピロバクター 2006 1,569,344 10,463,071 2,297
2007 1,534,698 13,543,466 2,396
2008 1,333,266 11,339,146 3,071
2009 1,137,788 8,559,932 2,206
2010 1,008,678 8,549,830 2,092
2011 923,796 8,342,000 2,341
2012 787,320 5,498,827 1,834
2013 644,303 5,828,531 1,551
2014 718,899 7,039,646 1,893
2015 772,384 8,080,859 2,089
2016 803,240 8,512,871 3,272
2017 958,388 6,721,577 2,315
2018 898,137 7,212,407 1,995
2019 883,954 6,847,043 1,937
2020 875,076 5,679,245 901
2021 726,478 3,795,349 764
2022 661,084 3,851,185 822
2023 444,548 5,235,839 2,089

サルモネラ 2006 155,743 2,312,520 2,053
2007 155,743 2,767,039 3,603
2008 189,794 1,971,792 2,551
2009 111,570 1,488,907 1,518
2010 172,687 1,604,585 2,476
2011 77,899 1,792,379 3,068
2012 101,447 1,152,448 670
2013 111,787 1,153,315 861
2014 145,566 1,359,516 440
2015 138,745 1,441,199 1,918
2016 142,210 1,465,638 704
2017 135,497 1,242,894 1,183
2018 216,698 1,358,363 640
2019 162,564 1,443,130 476
2020 142,156 1,243,464 861
2021 111,624 914,265 318
2022 206,413 1,146,942 698
2023 101,501 1,173,427 655

腸炎ビブリオ 2006 62,579 438,304 1,236
2007 55,650 422,616 1,278
2008 18,568 153,860 168
2009 13,912 112,312 280
2010 34,754 253,945 579
2011 16,186 159,133 87
2012 6,929 108,954 124
2013 11,585 97,450 164
2014 9,257 71,317 47
2015 9,257 49,883 224
2016 4,656 86,519 240
2017 16,240 57,244 97
2018 6,929 55,710 222
2019 2,328 43,473 0
2020 2,328 19,871 3
2021 0 11,881 0
2022 2,328 10,789 0
2023 0 30,142 9
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図１：2009 年冬期、2014 年夏期、2016 年夏期の全国電話調査結果の統合デー

タから推定した医療機関受診率（試行 1 万回） 
 

 
 
図２：2009 年冬期、2014 年夏期、2016 年夏期の全国電話調査結果の統合デー

タから推定した検便検査実施率（試行 1 万回） 
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図３．下痢症疾患の実患者数の把握 
  （各段階における不確定要素を検討、積算することで検出数から実被害推定を行う） 
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厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 

「食品媒介感染症被害実態の推計に基づく施策評価のための研究（２３ＫＡ１００１）」 
分担研究報告書 

 
分担課題名 ウイルス性食中毒を疑わせる事例の疫学調査データ等からの詳細な実態把

握 手法等の研究 
 

研究分担者：     砂川 富正   
所属（令和6年度）： 国立感染症研究所 実地疫学研究センター長 
 
研究要旨 本研究は、ノロウイルスによる感染症事例の実態を把握し、患

者数の外挿推計手法の検討を目的として、協力自治体 Bのデータを用いた

記述疫学分析を行った。2015～2022 年における同自治体の集団感染報告

は 122 件であり、うち 88％（107 件）がノロウイルスを原因とし、最も多

い発生施設は保育園・幼稚園（61％）であった。定点報告数と集団感染報

告数には有意な正の相関が認められ（r=0.66）、特にノロウイルスに限っ

た場合には相関が強くなった（r=0.81）。一部保健所ではこの相関が認め

られなかったが、当該保健所では学校欠席者情報システム等を活用した集

団感染の探知が行われていた可能性が示唆された。また、2015～2022 年

度の同自治体におけるノロウイルス起因の食中毒事例は計 25 件であり、

感染症事例全体との比は 4：1であった。この比率は過去の研究で報告さ

れた類似の知見と整合的であり、外挿による推定に用いる基礎データとし

ての有用性が示された。考察として、感染性胃腸炎の定点報告数が増加す

る時期に対して、保育施設等に早期の注意喚起を行うことが、集団感染の

予防に資する可能性があることが示唆された。また、学校サーベイランス

の入力率の向上と活用推進が、能動的な集団感染探知に寄与することが期

待される。今後は、小児を対象とした定点サーベイランス情報を基にした

外挿手法の精緻化、および食中毒事例情報との統合的分析を通じて、より

現実的な被害実態の推定が可能となると考えられる。ただし、食中毒の判

定における検査体制や行政・医療機関の負荷といった実務的な制約もあ

り、これらを踏まえた方法論の更なる検証が必要である。疾病負荷として

重要な情報は単に患者数に留まらないことから、ノロウイルスによる重症

者や死亡者、要入院者等を含めたいわゆる疾病負荷ピラミッドを構築して

いく方向での研究を行っていく予定である。 

 

 

研究協力者（令和 6年度の主たる所属）： 

八幡裕一郎（感染研・実地疫学研究センター） 

神谷 元 （三重県同上・感染症疫学センター） 

星野 晴 （感染研・感染症疫学センター） 

大沼 恵 （山梨県感染症対策センター） 

中満 智史（感染研・実地疫学研究センターFETP） 

村井 晋平（感染研・実地疫学研究センターFETP） 

 

 

Ａ．研究目的 

本分担研究グループにおいては、ウイルスを主

とする食中毒疑い事例の疫学調査データ等からの

詳細な実態把握手法等について検討する。 

特に注目していることとして、ノロウイルス等

のウイルス感染性胃腸炎における疾病負荷である。

感染症情報である感染症発生動向調査（NESID）の

定点把握情報をベースに推計される患者推計シス

テムを利用し、外挿法によるノロウイルス患者推

計を算出してきた。これらに外挿される情報とし

て、ランダムに有症状者あるいは一般人口からノ

ロウイルス感染者の割合を把握することは、特に

ノロウイルスが爆発的な集団感染を起こしやすい

という特徴を有する点で、サンプリング時のバイ

アスの影響を受けやすい点から改良が必要であっ

た。その方法の一つとして、感染性胃腸炎のアウト

ブレイク事例を一単位として、ノロウイルスによ

り引き起こされたイベントに占める食中毒の割合

を算出し、外挿することの有用性が考えられた。実

際に、全国の地方衛生研究所により入力が行われ

ている NESID 病原体サーベイランス（集団発生病

原体票データ）による感染経路別事例のシーズン

推移の公表情報より作図された情報を見ると、新

型コロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミック

の前までは食品媒介の疑い事例が毎年の2－3割を
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占めていたが、パンデミック期間中には約 1 割程

度の割合の低下が認められた。世界的にこの期間

中には食中毒を含む食品媒介感染症の発生が減少

していたと言われるが、具体的にどのような状況

により低下したのか、さらなる分析が必要である。

いずれにしても、疑いを含む食品媒介感染症（本稿

では疑いを含む食中毒）寄与割合は、公衆衛生対策

を行っていくうえでの正確な動向の把握に欠かせ

ないと考えられる。なお、これらによって得られた

所見は食品衛生分野における食品媒介感染症が直

接に影響しているノロウイルスの疾病負荷を評価

することのみならず、その予防策としての研究開

発が進むノロウイルスワクチン導入時の需要予測

などの重要な指標となることも期待される。 

令和 6年度は、東日本に在する人口約 60万人の

協力自治体 B（前年度の協力自治体を Aとしたこと

による）における 2015 年 9 月から 2022 年 8 月ま

での期間（2015/16-2021/22 シーズン）に検出され

た感染性胃腸炎事例を対象とした。協力自治体Bに

おいて、全体的な発生動向の把握と施設における

集団感染に対する効果的な公衆衛生対策について

検討すること、さらに食中毒事例との比について

算出・分析し、その考察を行うことを目的として研

究を行った。 

 

 

Ｂ．研究方法 

１．ノロウイルス等のウイルス感染性胃腸炎に

ついて、感染症情報である感染症発生動向調査

（NESID）の定点把握情報をベースに推計される患

者推計システムを利用し、外挿法によるノロウイ

ルス患者推計を最終的に算出してきた。 

・これらの推計方法については、元より NESIDに実

装されている推計システムを利用する（図１）。 

・なお、第５類「感染性胃腸炎」は全国約 3,000 の

小児科定点のみにて把握される症候群であり、対

象とする地域等における小児科人口中の発生頻度

の検出については方法論が確立している。小児科

で把握されない成人の人口中における発生頻度に

ついては、疾患としては、季節性インフルエンザ及

び COVID-19が全国約 2,000 の内科定点により把握

されていることから、協力を得られた自治体にお

いては、感染性胃腸炎をインフルエンザ定点（小児

科定点に新たに内科定点を加える）で把握するこ

とで、全年齢での患者数推計を実施することが可

能と考えられた（図２）。2018 年以前までに、沖縄

県、三重県にてそのような内科定点の協力を得る

体制を組んでいたが、COVID-19 パンデミックを経

て、体制の再構築が必要となり、現在、内科定点か

らの感染性腸炎情報の収集については、協力自治

体の確保を行うべく、調整が進んでいる。また、こ

れらの小児科・内科の各定点の一部について、患者

サーベイランスのみならず、病原体サーベイラン

ス（すなわちノロウイルス陽性割合を導くための

検査実施）に参加してもらい、ノロウイルスの割合

を外挿し推計することの試みも行われて、成果を

上げてきたことから、協力自治体によって可能な

場合には検討の余地がある。しかし、前述のように

集団発生の影響を受けやすいこと、検査の体制を

協力を依頼する自治体にて研究主導で構築するこ

との負荷が相当大きいことが避けられず、COVID-

19禍直後の現時点の体制構築が困難と判断した。 

 
図１. 受診者数推計方法 

 

2024 年度は、協力自治体 Bにおける感染症発生

動向調査において、2015-2016～2021-2022 シーズ

ンについて、基本属性等の記述疫学として、小児

科定点をベースとした感染性胃腸炎の発生動向の

傾向を分析した。これにより、協力自治体 B内の

集団感染事例の特徴の記述・分析を行い、集団感

染事例の詳細について記述疫学（時・人・場所、

想定された感染経路等）を行う。 

 
図２．ノロウイルス疾病負荷研究コンセプト 

 

２．ウイルスを主とする感染性胃腸炎のアウトブ

レイク事例を１イベントとして、ノロウイルスに

より引き起こされたイベントに占める食中毒事例

の割合を算出する。 

前述のように、内科定点を組み込んだ新たなサ

ーベイランス体制の構築を断念せざるを得なかっ

たことから、2024 年度は、東日本に位置する人口

約 60 万人の協力自治体 B から、2015 年 9 月から

2022 年 8 月までの期間（2015/16-2021/22 シーズ

ン）に同地域内にて発生し、調査対象となった感染

性胃腸炎集団感染事例（感染症事例）に関する情報
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提供をいただき、後方視的に記述疫学を実施する。

食中毒事例については、食中毒統計の情報を参照

する。なお、食中毒寄与割合は厳密に食品寄与割合

とは同一ではないが、代用する概念として用いて

いる（暫定結果（１）（２）参照）。疫学情報・ウイ

ルス学的情報を総合しての、事例単位での食中毒

（疑いを含む）事例の寄与割合に関する分析は、厳

密に感染症事例と食中毒事例を照合することが困

難であったことから、割合については断念し、比と

してこれを算出する。 

（倫理面への配慮） 

 本研究では個人情報を扱わないが、当所・人を対

象とする生命科学・医学系研究倫理審査を受け、承

認された「ウイルスを主とする感染性胃腸炎集団

発生事例の特徴と予防策に関する研究（受付番号

１６３０）。 

 

Ｃ．研究結果 

１．外挿法によるノロウイルス患者推計について 

2024 年度の研究内容は、協力自治体 Bに関する記

述疫学段階に留まる。 

協力自治体 Bにおいては、2015‐2022 年の集団感

染報告は 122 例であり、感染症と判断された事例

が 91％（111 例）と分類され、病原体別ではノロウ

イルスを原因とした報告が 88％（107 例）であっ

た。施設別では保育園・幼稚園（74 例：61％）で最

多であった。同自治体内では定点報告数と集団感

染報告には相関が見られ（相関係数：0.66）、ノロ

ウイルスを原因とした集団感染に限ると相関がさ

らに強まる結果となった（相関係数：0.81）。複数

回報告施設はすべて保育所・幼稚園であり、複数回

報告施設では、利用者数、職員数、利用者の発症者

数が多かった。保健所により定点報告数と集団感

染報告数の相関に違いが見られた。相関がなかっ

た保健所では、管内の全保育所・幼稚園等の数に占

める集団感染報告施設の割合が高かった。相関が

なかった保健所では、学校等欠席者・感染症情報シ

ステムの入力割合が高かった。 

 

２．ノロウイルスにより引き起こされたイベント

に占める食中毒事例の割合 

協力自治体 Bにおいて、2015～2023各年度にノロ

ウイルスに起因する食中毒と断定された事例の数

は以下の通りである[LINK]。 

2023年度（0） 

2022 年度（1） 

2021 年度（0） 

2020 年度（1） 

2019年度（2） 

2018 年度（4） 

2017 年度（2） 

2016 年度（5） 

2015 年度（10） 

すなわち、協力自治体 B における 2015 年度から

2022 年度までのノロウイルスに起因する食中毒事

例数は計 25 例であり、前述の 2015～2022 年の集

団感染報告は 122 例であったことから、ノロウイ

ルスに起因する感染症事例：食中毒事例の比は 4：

1となった。 

 

Ｄ．考察 

協力自治体 B における 2015-16 シーズンから

2021-22 シーズンまでの感染性胃腸炎の全体的な

発生動向の把握と施設における集団感染に対する

効果的な公衆衛生対策については、定点報告数が

増加する時期に施設に注意喚起することによって、

集団感染防止に効果があると考えられた。特に感

染性胃腸炎の集団感染報告が多い保育所・幼稚園

等、特に利用者が多い保育所・幼稚園等において、

平常時から体調不良者や欠席者のサーベイランス

の実施により、集団感染の早期探知及び早期対策

が重要と考えられた。定点報告数と集団感染報告

数に相関が見られなかった保健所では、複数のサ

ーベイランスから集団感染を探知していると考え

られた。複数のサーベイランスで集団感染を探知

することにより、公衆衛生対応に繋がると考えら

れ、学校サーベイランスの入力割合が低い保健所

での入力促進と活用方法の研修等が推奨される。

体調不良者や欠席者のサーベイランスに学校サー

ベイランスを活用することにより、能動的な集団

感染の探知が可能になると考えられた。学校サー

ベイランスは、市町村保育課、教育委員会、県私学

担当課等、多数のステークホルダーが関わるため、

施設や行政に対して有用性等を周知し、入力率の

向上や活用の必要性についての推奨が必要である

と考えられた。 

 

協力自治体 B におけるノロウイルスに起因する

感染症事例：食中毒事例の比が暫定的に 4：1とな

ったことについては、過去の事例単位のウイルス

が検出された事例による同様な分類で得られた情

報と（25％など）近似の結果であり、これを経時的

に分析していくことは有用なであると考える。な

お、人口ベースでウイルス性食中毒を疑わせる事

例の疫学調査データ等からの詳細な被害実態把握

手法等の研究を行うことについては、感染症発生

動向調査を用いる場合、その対象疾患の一つであ

る第 5 類小児科定点の感染性胃腸炎の情報から（小

児に限られるが）患者数を推計する方法について

は方法論が確立しており、また、感染症発生動向調

査システムにはそのアルゴリズムが実装されてい

る。また、食品検査の実施が一定の障壁となるが、

食中毒事例の情報から食中毒の割合を外挿し、こ

れらの精度を高めて日常的な被害実態を推定する

ことは可能と考えられる。感染症発生動向調査の

感染性胃腸炎においては成人が含まれていないこ
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とへの対応や、外挿情報として食中毒が疑われな

がら検査未実施あるいは食品検査陰性等から食中

毒の認定に至らなかった事例の扱いがポイントで

あるが、これらを全て研究として行うには、自治体

における行政や医療機関での負荷が著しく、これ

らの状況についての方法論の検証が必要である。 

 

Ｅ．結論 

感染症発生動向調査、学校サーベイランス等、複

数のサーベイランスの利用により、ノロウイルス

を中心とする予防啓発のタイミングの検討や感染

性胃腸炎の集団感染の早期探知が可能となり、さ

らに、施設における集団感染に対し、早期対策によ

る効果的な公衆衛生対策が可能となり得る。食中

毒の被害実態を推定するためには、食中毒情報（疑

いを含む）の分析並びに食材の検査実施等は変わ

らぬ課題である。引き続き調査を実施していく。ま

た、疾病負荷として重要な情報は単に患者数に留

まらないことから、ノロウイルスによる重症者や

死亡者、要入院者等を含めたいわゆる疾病負荷ピ

ラミッドを構築していく方向での研究を行ってい

く予定である。 

 

Ｆ．研究発表 

1. 論文発表 

特記事項無し 

2. 学会発表 

○大沼恵、八幡裕一郎、砂川富正．感染性

胃腸炎集団感染に対する効果的な公衆衛生的

対策の検討 (第 83回日本公衆衛生学会総

会)．2024 年 10月 29 日．札幌市 

 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（あれば記載） 

  （予定を含む。） 

１．特許取得 

特記事項無し 

２．実用新案登録 

特記事項無し 

３．その他 

特記事項無し
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R6 分担研究報告書 
広域に発⽣する主に細菌性疾患の疫学情報とゲノム情報の分析と監視に基づく疾病負荷軽

減策の検討 
 
研究分担者 ⼋幡 裕⼀郎 国⽴感染症研究所実地疫学研究センター 
研究協⼒者 丸⼭  絢  川崎市健康安全研究所 
  浦川 美 穂 ⻑崎県⻄彼保健所 
  ⼤沼  恵  ⼭梨県庁 
  永⽥ 瑞 絵 国⽴感染症研究所実地疫学専⾨家養成コース 
  椎⽊ 創 ⼀ 国⽴感染症研究所実地疫学専⾨家養成コース 
 

研究要旨 ⾷品媒介感染症のアウトブレイクは重症度が⾼く、広域に発⽣する場合があ
る。また、国内の広域の⾷品媒介感染症の公衆衛⽣上の負荷についての検討があまりなさ
れていない。国内では広域に発⽣する⾷品媒介感染症の早期探知と対策のための公衆衛
⽣上の負荷の検討が急務である。本研究の⽬的は疫学情報とゲノム情報の分析による公
衆衛⽣上の負荷について検討することである。症例はゲノム情報のサーベイランスで同
⼀分⼦タイプとする。公衆衛⽣上の負荷は過去に報告された広域事例の疫学情報を利⽤
する。公衆衛⽣上の負荷は⾃⼰対照ケースシリーズ法（Self-Controlled Case Series 法: 
SCCS 法）による試⾏を実施する。SCCS 法の解析は曝露⽇、発症⽇の情報を収集し、罹
患率⽐（IRR）の算出を試みた。過去に報告された広域情報のうち、2021 年 6 ⽉ 1 ⽇〜
2022 年 12 ⽉ 31 ⽇に EHEC O157VT1VT2 と診断された者のうち、同⼀の分⼦タイプの
37⼈の疫学情報を収集した。 
従属変数を同⼀の分⼦タイプとし、独⽴変数を焼⾁店の利⽤として、SCCS 法の試⾏によ
るリスク期間の IRR は 32.0 (95%CI: 12.5-82.1)であった。本研究で、SCCS 法による IRR
の算出が可能であることが考えられた。今後は SCCS 法による利⽤可能な曝露因⼦を検
討し、公衆衛⽣上の負荷に関する検討を実施する予定である。 

 
 
Ａ．研究⽬的	

⾷品媒介感染症のアウトブレイクは事例
によって重症度が⾼く、広域に発⽣する場
合がある[1]。⼀⽅で、⾷品媒介感染症のア
ウトブレイクの症例数は実際に発⽣した数
よりも過⼩評価の可能性があることが報告
されている[2]。その理由として、症例は必
ずしも全てが消化器症状を呈さないことや

医療機関を受診しないことが挙げられる。
また、症例の疫学調査は必ずしも全てに対
して実施されているとは限らないことが挙
げられる（例：発症した医療機関受診者が必
ずしも疫学調査を実施されていない）。従っ
て、全ての症例を探知することは困難であ
ることが挙げられる。また、⾷品媒介感染症
は様々な種類の⾷品が媒介し、様々な種類
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の病原体に汚染されていることが報告され
ている。これまでに報告されている⾷品媒
介感染症の原因⾷品は⽣野菜、果物、⼩⻨
粉、シリアル、ピーナッツバター、卵、鶏⾁、
⽜⾁、豚⾁などが挙げられる[2]。また、⾷
品媒介感染症発⽣の汚染の可能性は多岐に
わたっており、⽣産地、と畜場、加⼯施設、
流通、販売、調理などの様々な場⾯が汚染の
原因として取りあげられている。また、国際
的には広域のアウトブレイクは年々増加傾
向にあり、広域アウトブレイクは重症者が
多く報告されることが報告されている[3]。
しかしながら国内では広域の⾷品媒介感染
症に関する公衆衛⽣上の負荷についての報
告があまりなされていない。その理由とし
て、⽐較群の設定にコストの発⽣やマンパ
ワーの確保などがあり、諸外国のような定
期的な公衆衛⽣上の負荷についての検討が
⼗分に出来ない状況である。	

	
2024 年に Riaらが EuroSurveillance に報

告 を し た Self-controlled Case Series 
（SCCS）法を利⽤した腸管出⾎性⼤腸菌の
感染と訪問国のリスクに関する検討が報告
された[4]。これまで、このような腸管出⾎
性⼤腸菌の感染リスクの検討は調査デザイ
ン が case control study あ る い は
retrospective cohort study のいずれかがよ
く利⽤されてきている。これらの調査デザ
インは⽐較群の設定を必要とするため、症
例のみでの解析疫学による検討が困難であ
った。⼀⽅で、Riaらの報告は症例のみでリ
スクの推定が可能な SCCS 法によるため、
これまで⽐較群の調査のためのコストやマ
ンパワーが不要であった。従って、腸管出⾎
性⼤腸菌の感染リスクの解析は SCCS 法に

よる解析可能な場合には、症例のみの疫学
情報で公衆衛⽣上の負荷を検討することが
可能となることが考えられた。 

 
本研究は EHEC のゲノム解析情報から同

⼀の分⼦タイプの症例の公衆衛⽣上の負荷
に関して SCCS 法による負荷算出のための
リスク要因についての実施可能性の検討を
⽬的とした。 
	

	
Ｂ．研究⽅法 
 本研究は過去に報告されたゲノム解析情
報として Multiple locus variable-number 
tandem repeat analysis（MLVA法）を利⽤
した分⼦タイピング情報と疫学情報を結合
させた情報を⽤いた。 
 
 抽出した症例は 2021 年 6 ⽉ 1 ⽇〜2022
年 12 ⽉ 31 ⽇に EHEC O157VT1VT2 と診
断された者のうち、同⼀の分⼦タイプの 37
例を抽出した。 
 
 解析⽅法は Whitaker らにより報告され
た SCCS 法[4]により⾏った。SCCS 法によ
る解析は Using SAS for self-controlled case 
series studies[5]に掲載されている SAS ⽤
マクロを利⽤した。 
 
 腸管出⾎性⼤腸菌感染のリスクは焼⾁店
の利⽤として、罹患率⽐（Incidence Rate 
Ratio: IRR）および 95%信頼区間を算出し
た 。 こ れ ら の 解 析 は Release: 3.81 
(Enterprise Edition)を利⽤した。 
 
Ｃ．研究結果・考察 
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１．記述解析 
抽出した症例は 37 例であった。男性が 19

例（51％）、年齢中央値が 27歳（範囲：1〜
78 歳）、届出時点有症状者が 34 例（92%）
であった。症例の 28例（76％）に外⾷歴が
あった。症例の潜伏期間は 2〜10 ⽇であっ
た。 

 
症例 28例中 18例（86％）が焼⾁店を利

⽤していた。その他、経⼝感染が推定された
5 症例に⽣⾁(⽣レバー、鶏刺し、ハツの刺
⾝)の喫⾷歴報告があった。 

 
２．SCCS 法による解析 
 焼⾁店の利⽤と腸管出⾎性⼤腸菌感染の
リスク期間（1‒７⽇間）におけるは IRR が
32.0（95%信頼区間：12.5‒82.1）であった。 
 
３．考察 
 記述解析の結果で、焼⾁店の利⽤が 86%
であり、IRR が 32.0 であったことから、記
述解析と SCCS 法による解析の⼀貫性がみ
られたことから、SCCS 法による IRR の解
析が実施可能である可能性が考えられた。
⼀⽅で、SCCS 法はリスク期間と曝露との
兼ね合いで解析に利⽤できる可能性の有無
が⽣じることが報告されている[6]。従って、
腸管出⾎性⼤腸菌の感染リスクの推定に適
する曝露と不適な曝露について検討を⾏う
ことが今後必要であると考えられた。今後、
SCCS 法による利⽤可能な曝露因⼦の検討
を実施し、公衆衛⽣上の負荷に関する解析
を SCCS 法実施の可否を含めた試⾏を実施
する予定である。 
 
 

Ｄ．結論 
本研究は過去に報告されたMLVA法で同

⼀の分⼦タイピング情報と疫学情報を結合
させた情報を⽤いて、IRR の算出を試⾏し
た。 
 
 抽出した症例は 2021 年 6 ⽉ 1 ⽇〜2022
年 12 ⽉ 31 ⽇に EHEC O157VT1VT2 と診
断された者のうち、同⼀の分⼦タイプの 37
例を抽出した。 
 
 
E．知的財産権の出願・登録状況 

なし 
 
 
Ｆ．研究発表 
１． Eita M, Yahata Y, Nakamura N, Fujita K, 

Saito M, Matsukura K, Takagi H, 
Nakamura M, Shimada T, Ishii A, 
Kudou M, Sunagawa T. Large Outbreak 
of Staphylococcus aureus and Bacillus 
cereus Caused by Ready-to-Eat Meals 
in Aomori, Japan. IDWeek. 2024 (Los 
Angels, U.S.A. October 16‒19, 2024.) 

２． 浦川美穂, ⼋幡裕⼀郎, 塚⽥敬⼦, 井
上英耶, 越湖允也, ⼤沼恵, ⾼良武俊, 
⾼橋琢理, 島⽥智恵, 砂川富正. 散発
的な EHEC 感染症例の MLVA 解析に
よる広域アウトブレイクの探知につい
て. (第 83回⽇本公衆衛⽣学会総会, 札
幌, 2024年 10 ⽉) 

３． ⼤沼恵, ⼋幡裕⼀郎, 砂川富正. 感染
性胃腸炎集団発⽣に対する効果的な公
衆衛⽣的対策の検討. (第 83 回⽇本公
衆衛⽣学会総会, 札幌, 2024年 10 ⽉) 
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令和6年度厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 
「食品媒介感染症被害実態の推計に基づく施策評価のための研究」 

 分担研究報告書 
 

ノロウイルスの感染実態推計に向けた研究 
 

研究分担者 上間 匡  国立医薬品食品衛生研究所  
研究協力者 遠矢 真理 国立医薬品食品衛生研究所  
      斎藤 博之 秋田県健康環境センター   
      佐野 大輔 東北大学 環境水質工学研究室 

 

研究要旨 

COVID-19 経過後、ノロウイルスを原因とする食中毒事件数および患者数は COVID-19 以前

の状況に戻り、2024 年 1-3 月は食中毒調査支援掲示板で共有される速報レベルでもノロウ

イルス関連食中毒の件数は 2018 年以降で最も多くなった。ノロウイルスによる胃腸炎は食

品を介する食中毒や食品を介さずにヒトーヒト間の伝播による感染性胃腸炎として経験す

るが、食中毒としての報告は医療機関で食中毒として診断された場合に限られ、感染性胃腸

炎は小児科定点からの報告数に限られているほか、不顕性感染者も存在するため、全年齢層

をカバーするノロウイルスの感染実態は不明である。ヒトから排出されたノロウイルスは、

下水や河川水中から検出されることから、本分担研究では、下水検体や河川に生息する二枚

貝を検体としてノロウイルス遺伝子がどの程度検出されるかについて検証した。今後は環

境検体からのウイルス検出から感染実態の推定方法について検討を行う。 

 

 

A.研究目的 

ノロウイルスや A 型肝炎ウイルス、E 型

肝炎ウイルスは、世界的に食品媒介性病原

ウイルスとして認識されている。なかでも

ノロウイルスは、国内で毎年発生する食中

毒において、食中毒患者の半数の原因物質

として報告される重要なウイルスである。

また、食品を介さないヒトーヒトでの伝播

による感染性胃腸炎の原因ウイルスとして

も重要であり、小児科定点での監視が行わ

れている。 

現在の国内のノロウイルスによる健康被

害の把握は食中毒統計および感染性胃腸炎

の小児科定点からの報告により行われてい

る。食中毒報告の場合は、胃腸炎発症者が

医療機関を受診し、診察医師が食中毒と診

断した場合に初めて食中毒として報告され

るため、医療機関を受診しない場合や、受

診しても食中毒と診断されないなどの場合

は、ノロウイルス関連食中毒としては把握

されない。感染性胃腸炎の場合も同様で、

ノロウイルスによる胃腸炎診断が保険適用

となる小児や高齢者を除いて、一般成人の

場合は胃腸炎に対処するのみで原因ウイル

ス等については診断されないと考えられる

ほか、ノロウイルスと診断しても保健所等

への報告の必要がないので、小児科定点か

らの報告以外にはノロウイルスによる胃腸

炎患者数は通常不明である。さらにノロウ
イルスなどによる感染性胃腸炎は、感染者
の年齢や免疫状態によって症状が⼤きく異
なることが知られるほか、感染しても特に

胃腸炎症状などを発症しない不顕性感染者
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や感染して症状が出ても病院を受診しない
⼈も多く、感染性胃腸炎の報告者数は実際
の感染者数を⽐べ過⼩であると考えられ、
ノロウイルスの実際の感染者数を推定する

ことは現時点では困難である。	

COVID-19パンデミックを機に、世界的に

下水中の病原体検索により人口における病

原体の把握を行う下水疫学が大きく注目さ

れるようになった。ヒトに胃腸炎を起こす

ノロウイルスは、基本的にヒトの体内での

み増殖し排出されるためヒトの排泄物が流

入する下水にはノロウイルスが存在する。

カキをはじめとする二枚貝は成長過程で環

境中に存在する微生物を取り込むことから、

ノロウイルスや A型肝炎等の食品媒介性ウ

イルスを蓄積することが知られ、河川に生

息する二枚貝はウイルスを蓄積するフィル

ターとして機能し環境中のウイルスの探知

が可能と考えられる。	

本研究では、ノロウイルスの感染実態の

把握に寄与する指標の一つとして、下水お

よび河川に生息する二枚貝を環境由来サン

プルとして定期的にサンプリングし、検体

に含まれるノロウイルスの検出を実施した。

さらに、環境由来検体を用いたウイルスモ

ニタリングに加え、時系列データを扱う統
計モデルの１つである状態空間モデルを適
⽤することで、潜在的な総感染者数を推定
することを試みた。 

状態空間モデルとは、過去の傾向を活⽤
して将来の値を予測する時系列データの動
的 シ ス テ ム を モ デ ル 化 す る ⼿ 法 で あ る
（Auger-Méthé ら, 2021）。状態空間モデル
は、状態⽅程式と観測⽅程式の 2 つの要素
から構成される。状態⽅程式は、観測デー
タを⽣成する仮想的な値を表し、観測⽅程

式 は 実 際 に 得 ら れ る デ ー タ に 対 応 す る
（Kadoya ら, 2025）。今年度は、感染性胃腸
炎の潜在的感染者数の推定を⾏うために、
状態空間モデルのフレームワークを⽤いた
プロトタイプモデルを構築した。 
 

 

B.研究方法 

1. 下水検体 

秋田県健康環境センターの協力を得て、A

下水処理場にて毎月第 4 週に流入下水を採

取し、冷蔵にて国立医薬品食品衛生研究所

へ送付した。検体到着後に、下水検体は40mL

ずつプラスチック遠心チューブに分け、冷

蔵または冷凍にて保存した。 

 

2. 河川生息二枚貝検体 

二枚貝の採取地域として、流域関連人口

が大き位ことから、ノロウイルス感染者も

多いことが期待され、かつ比較的サンプル

採取が容易な多摩川河口域（川崎市側）を

選定した。毎月、午前中に大きく潮が引く

日時を 1日選定して、二枚貝を採取した。 

二枚貝は採取当日にむき身の状態にして

冷凍保存した。 

 

３．検体の処理 

下水 

 40mL に対してポリエチレングリコール

3.2g、NaCl3.2gを添加し、一晩低温室（4℃）

で回転・溶解後に、12,000rpm、30 分、4℃

にて遠心し沈渣を PBS にて懸濁し、RNA 抽

出に供した。 

 

二枚貝 

 ISO15216-11)の手順に従い、二枚貝 1粒に
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対して水および proteinase K を加えて

37℃で 1時間消化後に、60℃15分の加熱後

に 5,000rpm、10 分、4℃で遠心し、上清を

RNA 抽出に供した。 

 

４．ウイルス RNA 抽出法 

 ウイルス RNA の抽出は磁気ビース法

Maxwell RSC Virus Total Nucleic Acid 

Purification kit (Promega 社、機械自動

抽出)を用いた。 

 

５. 遺伝子検出 

 抽出 RNA を用いて、ノロウイルスの遺伝

子検出を 1 Step RT-qPCRにて実施した。 

 1 Step RT-qPCR試薬として TaqMan Fast 

virus 1-Step Master Mix (Thermofisher 

Scientific)を使用した。 

 

6. 状態空間モデル 

 今回用いた状態空間モデルを図 1 に示し

た。仙台市内で過去８年間（2016 年 7月～

2018 年 8 月、N = 111、及び 2019 年 12 月

～2024 年 2 月、N = 385）の間に報告された

感染性胃腸炎の報告者数を用いて、仙台市

における潜在的な総感染者数を推定するこ

とを試みた。このモデルは最も単純な状態

空間構造を仮定しており、ある時点 𝑡 にお

ける潜在的な感染者数 Bt が、１つ前の状

態から状態ノイズ ωB,t-1 によって変動す

るものとした。この状態ノイズ ωB,t-1 は、

潜在的な総感染者数の推定における不確実

性を考慮したものであり、平均 0、分散 

σ𝛚",$%&'  の分散をもつ正規分布に従うと仮

定した。 

状態方程式は式(1)のように定義した。 

Bt = Bt−1 + ωB,t-1       (1) 

一方、観測方程式は式(2)のように定義した。 

bt = Bt − βt + μb  (2) 

感染性胃腸炎の報告者数 bt は、時点 𝑡 に

おける潜在的な総感染者数 Bt を用いてモ

デル化されており、過分散を許容する負の

二項分布に従うと仮定した。これは、日ご

との症例数の変動がポアソン分布の予測よ

りも大きくなるという、感染症データに一

般的に見られる特徴に対応するためである。

bt は報告者数の補正項であり、状態値と観

 
図 1．今回⽤いた状態空間モデル．Bt：潜在的な感染者数、bt：感染性胃腸炎の症例

数、ωB,t-1 ：状態ノイズ、報告症例数の補正項：bt  
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測値の差異に影響を与える要因（例：通院

しなかった感染者の発生など）を反映する

ものである。また、報告者数に含まれる観

測ノイズ（μb）は、報告者数のランダムな

変動、確定診断の遅れ、及び検査実施率の

ばらつきなどを表すものである。 

 より正確に潜在的な総感染者数を推定す

るために、本研究では以下の 3 つのシナリ

オを設定した。 

第 1 のシナリオでは、子ども、高齢者、免

疫抑制患者、健康な成人といった異なる人

口集団間におけるウイルス排出期間の違い

を考慮するために、各集団の感染ポテンシ

ャルを一般集団と比較して調整するための

排出補正係数（fg）を導入した。たとえば、

免疫抑制状態にある人々は健康な人々より

も長期間にわたってウイルスを排出するこ

とが知られており、その分、環境中のウイ

ルス負荷により大きく寄与すると考えられ

る。この fg 値は、各サブグループの平均

排出期間を、一般集団を代表する基準排出

期間と比較することで算出した。このシナ

リオでは、排出期間が長いほど感染のさら

なる拡大の可能性が高まると仮定している

が、症状の有無（有症状か無症状か）による

違いは考慮していない。fg の値は、過去の

報告をもとに、一般集団、子ども、高齢者、

免疫抑制者に対してそれぞれおよそ 1、2、

3.3、16 とした（Bok et al., 2016；Lee et 

al., 2022；Tu et al., 2008；Wu et al., 

2019）。 

 第 2 および第 3 のシナリオでは有症状者

と無症状者の違いを考慮した。先行研究で

は、有症状者は無症状者に比べて、一般的

にウイルスをより長期間にわたって排出す

ることが報告されている。そこで有症状者

の平均排出期間を 9.8 日、無症状者を 5.6

日、そして一般的な平均排出期間を 7 日と

してモデルに取り入れた（Sukhrie ら, 

2010）。 

第 2 のシナリオでは、推定された感染者全

体を、有症状者に起因するものと、無症状

者に起因するものの 2 つのグループに分割

した。これらの推定は、ノロウイルス感染

者のおよそ 30％が無症状であるという疫学

的知見に基づいて重み付けを行った（Miura

ら, 2018）。 

第 3 のシナリオでは、第 2 のシナリオを拡

張し、免疫の低下による再感染の可能性を

取り入れた。感染から回復した個人も、時

間の経過とともに免疫を失い、再び感染し

やすくなる可能性がある。そこで、先行研

究による報告に基づいて、遺伝子型特異的

な免疫持続期間を適用した。たとえば、ノ

ロウイルス GII.4 型においては、防御免疫

の平均持続期間はおよそ 18.6 か月と推定

されており、これは月あたり約 5.4％の免疫

減衰率に相当する（Kumazaki & Usuku, 

2023）。このシナリオでは、現在感受性のあ

る個人における新規感染と、以前の免疫を

失った個人における再感染の合計として潜

在的な総感染者数を算出した。 

学習データセットに対する当てはまりの

良さ（goodness-of-fit）およびテストデー

タセットに対する予測性能は、二乗平均平

方根誤差（RMSE）を用いて評価した。 

 

C,D. 研究結果と考察 

1. 下水からのノロウイルス検出 

2023 年 4 月から 2025 年 2 月までの検出

状況を表 1 に示した。ノロウイルス GI は

2024 年 5月、8月、9月を除いて、すべての
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月で検出された。GII については、2024 年

4月から 2025年 2月まですべての検体から

検出された。 

2023 年は GI は検出されておらず、2024

年 1 月以降検出されるようになったこと、

GII についても 2023 年は 7 月から 10 月ま

で検出されなかった状況とは対照的に毎月

ノロウイルスが検出された。下水の採取は

秋田県の1処理場から2019年より継続して

いるが、これまで夏季には GI GII ともに検

出されなくなる傾向があったのに対して、

2024年は夏季にも継続してウイルスが検出

されており、感染者が多く存在したことが

示唆された。 

 

2.河川生息二枚貝からのノロウイルス検

出 

 表 2 に二枚貝からのノロウイルス検出状

況を示した。多摩川河口域（川崎市側、キン

グスカイフロント地区河岸）にて 2024 年 4

月、9月、12 月を除いて、2025年 2月まで

毎月二枚貝を採取した。採取した二枚貝の

うち、10粒から RNA 抽出を行い、ノロウイ

ルス遺伝子検索を実施した結果を表 2 に示

した。 

 ノロウイルス GI は 2024 年 6 月、8 月、

11 月に検出され、特に 6月は 10粒のうち 6

粒が陽性となった。GII については、2023 年

6 月、8月、11 月 1月 2月に検出され、陽性

粒数は、それぞれ、5/10,1/10,2/10, 4/9, 

4/9粒となった。 

 二枚貝の採取は2021年4月より継続して

いるが 2024 年は 6 月、1 月、2 月に陽性率

が高く、採取時期の前に感染者が多く存在

した可能性が示唆された。 

 採取地点付近は、大型台風の通過や、大

型の橋梁工事が継続して行われるなどの環

境変化が大きいためか 2021 年に比較して

採取できる二枚貝の数も減少しているが、

その状況下であっても、陽性率の変化とし

て関係流域のノロウイルス感染者の増減を

反映していることが考えられた。 

 

3. 状態空間モデル 

 
図２．状態空間モデル（図１）の症例数データへのフィッティング結果．A：2016 年
7 ⽉〜2018 年 8 ⽉、N = 111．B：2019 年 12 ⽉〜2024 年 2 ⽉、N = 385．図中の点
が報告者数、実戦が報告者数推定値、シェード部分が報告者数推定値の 95%信頼区

間． 

A B
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図２に、仙台市における感染性胃腸炎報告
者数と、モデルによる推定値を⽰した。第 1
のデータセット（2016 年 7 ⽉〜2018 年 8
⽉、N = 111）は、第 2 のデータセット（2019
年 12 ⽉〜2024 年 2 ⽉、N = 385）と⽐べ
て、RMSE（平⽅平均⼆乗誤差）が⾼かった。
報告症例数の補正項（bt）の値は図 3 に⽰
した。 
 

図 4 および図 5 には、第 1 および第 2 のデ
ータセットに対して、上に⽰したシナリオ
の下に推定された潜在的な感染者数を⽰し
た。異なる⾊の折れ線は、シナリオ 1、シナ
リオ 2、シナリオ 3 の仮定に基づいた推定
された感染動向を表しており、点は観測さ
れた報告症例を⽰している。RMSE 値から、
シナリオ 2 およびシナリオ 3 の⽅がシナリ
オ 1 よりも精度の⾼い推定値を与えている

 
図３．報告症例数の補正項（bt）推定値．A：2016 年 7 ⽉〜2018 年 8 ⽉、N = 111．
B：2019 年 12 ⽉〜2024 年 2 ⽉、N = 385．実線が中央値、シェード部分が 95%信頼

区間． 

 
図４．2016 年 7 ⽉〜2018 年 8 ⽉における総感染者数の推定値．点が報告者数、実

線が各シナリオ下の総感染者数推定値． 
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と考えられた。にシナリオ 2 は最も低い
RMSE 値を⽰し、第 1 および第 2 のデータ
セットにおいてそれぞれ 224.48 および
90.52 であった。シナリオ 1 では、⼈⼝集団
ごとのウイルス排出期間の違いしか考慮し
ておらず、有症状と無症状の感染の違いや
再感染の影響を含んでいなかったため、最
も⾼い RMSE となったと考えられた。⼀⽅、
シナリオ 2 および 3 では、有症状／無症状
の違いや免疫の減衰を考慮に⼊れるており、
これらの情報を加えることでモデルにおけ
る予測性能が向上したと考えられた。 
 

E. 結論 

ノロウイルス感染による健康被害情報が、

食中毒報告、および小児科定点からの胃腸

炎報告のみとなっている現状において、感

染実態の推計は、例えば行政施策としての

食中毒対策の効果を判定する指標の一つと

なる。ノロウイルスの存在を直接捉える下

水等の環境検体からのウイルス検出データ

は、遺伝子型の変異などが流行状況にどの

ように影響するかの手が係となると期待で

き、引き続き検体の確保と、遺伝子解析を

実施していく。 

また、今年度は感染報告者数を⽤いて状
態空間モデルにより潜在的な総感染者数を
推定するモデルを構築した。3 つのシナリ
オに基づいた推定を通じて、より適切な仮
定を組み込むことで総感染者数の推定精度
が向上することが⽰された。具体的には、
集団ごとのウイルス排出期間の違いに加え、
有症状者と無症状者の排出期間の違いを考
慮することで、予測精度が向上した。総じ
て、個⼈レベルでのウイルス排出期間の違
いや再感染の可能性をモデルに組み込むこ
とが、感染者数の推定精度を向上させると
考えられた。今後は、今回構築した状態空
間モデルを拡張し、図 6 に⽰すような⾷中
毒速報の増減や、下⽔中のウイルス量や、
感染ダイナミクスに影響を与える環境的お
よび社会的変数の採⽤などに取り組む。 

 
図５．2019 年 12 ⽉〜2024 年 2 ⽉における総感染者数の推定値．点が報告者数、実線

が各シナリオ下の総感染者数推定値． 
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 表 1. 下⽔中のノロウイルス遺伝⼦検出状況(2023 年 4 ⽉ー2025 年 2 ⽉）数値

は Ct 値 

  

 ⽉ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

2023

年 

GI ND ND ND ND ND ND ND ND ND 35.09 32.09 30.8 

GII 26.43 29.84 31 ND ND ND ND 28.68 27.96 29.87 28.75 27.12 

2024

年 

GI 28.3 ND 30.70 33.19 ND ND 34.08 30.63 32.81 32.04 32.08  

GII 25.19 28.24 29.09 30.35 34.51 30.00 30.34 30.94 29.26 28.97 27.97  

 ND; Not 

detected 
           

 

表２.河川二枚貝中のノロウイルス遺伝子 

検出出状況（陽性数/検査数） 

 ⽉ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

2023

年 

GI   0/10   0/10   0/10   0/10   1/10   1/10 

GII   0/10   1/10   0/10   0/10   1/10   3/10 

2024

年 

GI  0/10 6/10 0/10 2/10   0/4 1/10  0/9 0/9  

GII  0/10 5/10 0/10 1/10   0/4 2/10  4/9 4/9  

 

図 6.ノロウイルス関連食中毒事件速報件数の推移（2018 年―2025年 3月 27 日）
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令和 6 年度厚⽣労働⾏政推進調査事業費補助⾦ ⾷品の安全確保推進研究事業 

（R6-⾷品-23KA0101） 
⾷品媒介感染症被害実態の推計に基づく施策評価のための研究 

 
研究分担報告書 

⾷品由来感染症被害対策及びその効果評価の⼿法等の研究 
 

 研究分担者 熊⾕ 優⼦      和洋⼥⼦⼤学家政学部健康栄養学科 
 研究協⼒者 吉⽥ 汐⾥      和洋⼥⼦⼤学家政学部健康栄養学科 
 研究協⼒者 溝⼝ 嘉範      広島⼥学院⼤学⼈間⽣活学部管理栄養学科 
 
 研究要旨 

⽇本では⾷品リスク分析⼿法を⽤いて⾷品安全⾏政を推進している。⾷品リスク分
析は⾷品中のハザードによる健康被害の実態を把握することから始まる。⾷品由来感
染症事例のうち発症者が数⼈の散発事例は⾷中毒事例として報告されない場合が多
く、そのため⾷品衛⽣法等に基づく⾷中毒統計等だけでは⾷品由来感染症による患者
数が正確に把握されていない場合があることが⽰唆される。特に最近では広域散発事
例による被害も報告されており、⾷品衛⽣⾏政における対策等の検討やその効果の評
価のためには、それら⾷中毒統計に報告されていない事例も含めた⾷品由来感染症被
害実態の全容を把握することが重要である。そこで、本研究では国際的な動向を踏ま
えた⾷品安全⾏政を推進するために、散発事例も含めた⾷品由来感染症の被害実態を
継続的に把握するシステムを構築し、さらに、⾷品由来感染症被害対策の評価⼿法を
検討することを⽬的としている。 

本分担研究では、2018 年から 2023 年の医科レセプトデータを⽤いた⾷品由来感染
症 ( 病 原 体 ： enterohemorrhagic Escherichia coli 、 Listeria spp.、Campylobacter 
Jejuni/coli、Salmonella SPP.、Clostridium Perfringens、Vibrio Parahaemolyticus、
Norvirus)の実被害患者数を推計し、その実⾏可能性を検証するとともに、医科レセプ
トデータ活⽤における課題を抽出した。また、⾷品由来感染症被害対策評価において
消費者の⾷品安全意識や知識の活⽤⼿法を検討し、HACCP による衛⽣管理の知識や
経験が HACCPによる衛⽣管理に取り組んでいる飲⾷店の評価額に影響を与えている
ことを確認した。 
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A．研究⽬的 
⽇本では⾷品リスク分析⼿法を⽤いて

⾷品安全⾏政を推進している。⾷品リスク
分析は⾷品中のハザードによる健康被害
の実態を把握することから始まる。⾷品由
来感染症事例のうち発症者が数⼈の散発
事例は⾷中毒事例として報告されない場
合が多く、そのため⾷品衛⽣法等に基づく
⾷中毒統計等だけでは⾷品由来感染症に
よる患者数が正確に把握されていない場
合があることが⽰唆される。特に最近では
広域散発事例による被害も報告されてお
り、⾷品衛⽣⾏政における対策等の検討や
その効果の評価のためには、それら⾷中毒
統計に報告されていない事例も含めた⾷
品由来感染症被害実態の全容を把握する
ことが重要である。そこで、本研究では国
際的な動向を踏まえた⾷品安全⾏政を推
進するために、散発事例も含めた⾷品由来
感染症の被害実態を継続的に把握するシ
ステムを構築するとともに、⾷品由来感染
症被害対策の評価⼿法を検討することを
⽬的としている。 

本年度は、2018 年から 2023 年のレセプ
トデータを⽤いた⾷品由来感染症の実被害
患者数(病原体：enterohemorrhagic Escherichia 

coli、Listeria spp.、Campylobacter Jejuni/coli、

Salmonella SPP.、 Clostridium Perfringens、

Vibrio Parahaemolyticus、Norvirus)を推計し、
レセプトデータを⽤いた実被害患者推計の
実⾏可能性を検証する。また、⾷品由来感
染症被害対策の効果評価において消費者の
⾷品安全に関する意識、⾏動などは⼀つの

要素となる。そこで、消費者の⾷品安全に
対する意識や⾏動が⾷品の経済価値に与え
ている影響に関する基礎的な知⾒を収集し、
消費者の⾷品安全意識や知識を活⽤した⾷
品由来感染症被害対策評価⼿法を検討する。 

 
B．研究⽅法 
１．⾷品由来感染症の実被害患者の推計に
ついて 

（１）医科レセプト情報 1）について 
医科レセプト情報による推計の可能性を

検証するため、2018 年 1⽉から 2023 年 12
⽉の⾷品由来疾患（63疾患）に関する匿名
医療保険等関連情報データベースの利⽤申
請⾏い、⾷品由来感染症に関連する医科レ
セプト情報を⼊⼿した。 

 
（２）⾷品由来感染症の実被害患者の推計
について 
１）⾷品由来感染症の選定 

医科レセプトデータから推計可能な病原
体 を選定し 、以下の７種類の 病 原 体
(enterohemorrhagic Escherichia coli, Listeria 

spp., Campylobacter Jejuni/coli, Salmonella 

SPP., Clostridium Perfringens, Vibrio 

Parahaemolyticus, Norvirus)について推計す
ることとした。 

 
２）選定した病原体による⾷品由来感染症
実被害患者数の推計 
<レセプト情報からの患者数について＞ 

2018 年から 2023 年のレセプトデータか
ら、病原体ごとに、病原体由来の疾患の患
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者数(enterohemorrhagic Escherichia coli (Peh), 
Listeria spp.(Pl), Campylobacter Jejuni/coli(Pc), 
Salmonella SPP. (Ps), Clostridium Perfringens 

(Pw), Vibrio Parahaemolyticus (Pv), Norvirus 

(Pn))の合計を年ごとに算出した。 
 
<医療機関受診率について＞ 

全ての患者が医療機関を受診している
のではないことを念頭に置き、各年の患者
数に医療機関受診率（D）の逆数を乗じた。
D のデータについては、(enterohemorrhagic 

Escherichia coli (Peh)と Listeria spp.(Ps)以外
は、窪⽥・春⽇らが実施した電話住⺠調査
（全国（2009 年冬、2013 年冬）と宮城県
（ 2006 年 冬 ） の 結 果 2-3 ） か ら 、
enterohemorrhagic Escherichia coli (Peh)につい
ては、感染症情報 4）データから、Listeria 

spp.(Ps)については 2001 年のリステリア症
の国内発⽣事例 5)から、統計解析ソフト
R(4.4.2)によりベータ分布を⽤いた推定に
よって算出した。 
 
＜⾷品寄与率について＞ 

⾷品由来感染症の病原体の感染経路は複
数あるが、⾷品に由来する割合を⾷品の感
染源寄与率(source attribution)をいう。各
⾷ 品 由 来 感 染 症 の 病 原 体 の 寄 与 率
(enterohemorrhagic Escherichia coli (Feh), 
Listeria spp.(Fs), Campylobacter Jejuni/coli(Fc), 
Salmonella SPP. (Fs), Clostridium Perfringens 

(Fw), Vibrio Parahaemolyticus (Fv), Norvirus 

(Fn))は、2012 年に実施した専⾨家調査の
結果 6)を⽤いた。 

 
＜実被害患者数の推計について＞ 

実被害患者数は、ベイズ統計学の考え⽅
に基づき、P と D、F の三つの⽐率をベー
タ分布に従う確率変数と考え、互いに独⽴
と仮定し、数理統計学の基本的な公式を使
って P と D の積、 お よ び 3 つの積
（P×D×F）が従う確率分布を求めた。実
被 害 患 者 数 の 推 計 は 、 デ ー タ解析環境
R(4.4.2)の”mc2d パッケージ”を⽤いて、モ
ンテカルロ法により確率的に不規則な現象
をコンピューター上で再現させ、乱数を発
⽣させ、推計した。 
 
各病原因⼦の⾷品由来感染症の実被害患

者数(Xeh, Xl, Xc, Xs, Xw, Xv, Xn)の推定課
程を定式化すると、下記のとおりである。 

 
●enterohemorrhagic Escherichia coli 

Xeh = Peh x Deh-1 x Feh 

●Listeria spp. 

Xl = Pl x Dl-1 x Fl 

●Campylobacter Jejuni/coli 

 Xc = Pc x Dc-1 x Fc 

●Salmonella SPP. 

 Xs = Ps x Ds-1 x Fs 

●Clostridium Perfringens 

 Xw = Pw x Dw-1 x Fw 

●Vibrio Parahaemolyticus 

 Xv = Pv x Dv-1 x Fv 

●Norvirus 

 Xn = Pn x Dn-1 x Fn 
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２．消費者の⾷品安全意識や知識の活⽤⼿
法について 

2025 年 2 ⽉に株式会社⽇本リサーチセ
ンターのモニターパネルより、以下の条件
を設定し、性別、年齢、居住地域が均等割
となるように 1000 名抽出し、インターネ
ット上で調査を実施した。（表１） 

 
1).年齢・性別：20 代、30 代、40 代、５0
代、60代以上、各世代 200 ⼈(男性 100 ⼈、
⼥性 100 ⼈) 
2).居住地域：北海道・東北地区、関東地区、
中部・北陸地区、近畿地区、中国・四国地
区、九州・沖縄地区 
3).その他：⽉ 2回以上、外⾷をする消費者
を対象とする。 
 
<調査項⽬＞ 
（１）⾷品安全の意識に関する調査項⽬ 
「強くそう思う」、「そう思う」、「どちら

かというとそう思う」、「どちらかというと
そう思わない」、「そう思わない」、「まった
くそう思わない」の 6件法で質問した。 
①消費者にとって望ましい遺伝⼦組み換え
技術（アレルギー対策・栄養強化等）は推
進するべきだと思う 
②値段が⾼くても、少しでも安全性の⾼い
⾷品を買いたい 
③飲⾷店で提供されている⾷品は安全だと
思う 
④農薬や化学肥料を使わない⾷品の⽅が安
全だと思う 
⑤添加物を使⽤していない⾷品の⽅が安⼼

だ 
⑥輸⼊⾷品より、国産の⾷品の⽅が安全だ
と思う。 
 
（２）⾷品安全の⾏動に関する調査項⽬ 
「いつもそうする」、「普段はそうする」、

「半々くらいそうする」、「時々そうする」、
「めったにそうしない」、「⼀度もそうした
ことはない」の 6件法で質問した。 
①栄養不⾜が気になるので、健康⾷品を利
⽤している 
②栄養が偏らないようにバラエティーに富
んだ⾷品を⾷べるようにしている 
③健康を維持するために、カロリーや塩
分・糖分の取りすぎに気をつけている 
④⾁を切ったまな板で、サラダ⽤(⽣⾷⽤）
の野菜や果物は切らない 
⑤鶏⾁は調理する前に洗う 
⑥要冷蔵・冷凍の⾷品を購⼊したら、でき
るだけ急いで帰宅し冷蔵庫に保存する 
⑦お⾁は中⼼部まで⼗分に加熱して⾷べる
ようにしている 
⑧消費期限を少しでも超えたものは⾷べな
いで、廃棄する 
⑨⾷品安全に関する情報を積極的に⼊⼿す
る。 
⑩感染症予防のために、帰宅後は、うがい・
⼿洗いをする 
 
（３）⾷品安全の知識に関する調査項⽬ 
選択肢として、「正しい」、「間違っている」、

「わからない」をおき、質問した。 
①野菜による腸管出⾎性⼤腸菌⾷中毒が発
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⽣している 
②⿃刺しによるカンピロバクター⾷中毒が
発⽣している 
③カンピロバクター⾷中毒の後遺症で、ギ
ランバレー症候群を発症することがある。 
④HACCP による衛⽣⼿法の考え⽅を導⼊
していない飲⾷店がある 
⑤賞味期限は⾷品の安全性を判断するため
のものである 
 

また、2018 年の⾷品衛⽣法改正において
⾷品衛⽣管理⼿法として法的に義務化され、
2021 年 6 ⽉に完全施⾏された HACCP に
よる衛⽣管理⼿法について、「聞いたことが
ない」、「聞いたことはあるが内容は知らな
い」、「内容は知っている」、「HACCP プラ
ンに沿って仕事 を し た こ と が あ る」、
「HACCP プランを作成したことがある」
という選択肢をおき、質問した。 
 
（４）⾷中毒経験について 

⾷中毒経験について、差昨年 1 年間で⾷
中毒症状を⽰したことがあるか、また、⾷
中毒症状を⽰した際に医療機関を受診した
ことがあるか、さらに、医療機関を受診し
た際に検便を実施したかについて質問した。 
 
（５）「⿃刺し」の⾷⾏動に関する調査 
⿃刺しの⾷⾏動について、昨年 1 年間で

⾷した回数を「毎⽇」、「週 5から 6回」、「週
３から 4 回」、「週 1 から 2回」、「⽉に 2 か
ら 3回」、「⽉に 1回」、「それ以下」の選択
肢をおき、質問した。また、国が⽰したガ

イドラインに従って衛⽣的に製造されてい
ることが表⽰されている場合に、いくらま
でなら⿃刺しを買っても良いと思うかにつ
いて、「通常価格の５０％ならば半額、２０
０％ならば２倍です。」と提⽰し、０％から
200%までをプルダウンで作成し、⼀つを
選択させ、「⿃刺し」に関する⽀払意思額を
調査した。 
 
（６）選択型コンジョイント分析に関する
調査項⽬ 

⾷中毒に関する情報(参考１)提⽰するグ
ループと提⽰しないグループに分け、⼀⼈
当たり、計 9 回実施する。3 つのコンジョ
イントプロファイルと「どちらも選択しな
い」を加えた 4 つの選択肢とする。8 回ま
での組み合わせはコンジョイントプロファ
イルからランダムに実施し、9 回⽬は 4 回
⽬提⽰及び 5 回⽬提⽰と同じプロファイル
を 1/2 の確率で出現するようにランダムに
提⽰する。 
コンジョイントプロファイルは、4属性、

8⽔準(最⼤)として実施した。 
１）最寄駅からの距離(徒歩、1 分以内、5
分以内、10 分以内、20 分以内) 
２）コース料理の価格（3,000円から 10,000
円まで、1,000円間隔で提⽰） 
３）HACCPによる衛⽣管理の提⽰有無 
４）フードロス対策の提⽰の有無) 
 
<調査結果の分析⼿法＞ 
（１）から（５）の調査結果の分析は、
SPSS.ver.28 を⽤いて実施した。 
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選択型コンジョイントによるHACCPに
よる衛⽣管理⼿法の評価に関する分析は、
条件付きロジット・モデル (conditional 
logit model)7)により⾏い、データ解析環境
R(4.4.2)の sirvoval パッケージに含まれる
関数 clogit( )(Lumley 2006)を⽤いた。選択
肢集合において、「どちらも選ばない」選択
肢の確定効⽤ Vd を基準（Vd=0）として、
選択肢 A と選択肢 B、選択肢 Cの各確定効
⽤ Va、Vb、Vc は以下のように設定する。 
 
VA = ASC + BpPRICEA + BwWALKA 
+BhHACCPA +BlLOSSA 

VB = ASC + BpPRICEB + BwWALKB 
+BhHACCPB +BlLOSSB 

VC = ASC + BpPRICEC + BwWALKC 
+BhHACCPC +BlLOSSC 

 
PRICEi (i=A,B,C)と Bpはコース料理の価
格（円）とその係数、WALKi (i=A,B,C)と
Bw は駅からの徒歩の時間（分）とその係
数、 HACCPi (i=A,B,C)と Bh は HACCP
対応表⽰の有無を表すダミー変数(1:あり、
2:なし)とその係数、LOSSi (i=A,B,C)と Bl
は⾷品ロス対策の有無を表すダミー変数
(1:あり、2:なし)とその係数である。選択
肢 A，B，C は、価格、駅からの徒歩の時
間、HACCP 対応の表⽰の有無、⾷品ロス
対策の有無以外の点では同等と仮定する。
そのため、選択肢 A，B，C で価格、駅か
らの徒歩の時間、HACCP 対応の表⽰の有
無、⾷品ロス対策の有無に対する消費者の
評価が変化するとは考えられず、ここでは

選択肢１，２，３で共通する変数の係数は
等しいという制約を課す。 
変数 ASCは選択肢固有定数であり、「どち
らも選択しない」を選んだ時を基準（０）
として、選択肢 A，B，C の時に「１」の
値をとるように設定している。 
 

また、⾮価格属性が回答者からみてどの
程度の経済価値を持つかを貨幣単位であら
わした限界⽀払意思額を算出した。⾮価格
属性変数の限界⽀払意思額は、⾮価格属性
変数が 1 単位変化した時の評価額を表し、
⾮価格属性変数の係数推定値を価格属性変
数の係数推定値で除して「-1」を乗ずるこ
とで得られる。⾮価格属性として HACCP
による衛⽣管理の提⽰に対する消費者の評
価額は以下のとおりである。 

 
HACCP提⽰による消費者評価額 
= -1 x（HACCPの係数/価格の係数） 

 
さらに、確定効⽤を導き出すモデルの尤

もらしさを確認するために、「すべての係数
推定値が０である」を帰無仮説とした尤度
⽐検定(Likelihood ratio test)を⾏った。有
意⽔準を 5%とした場合、p≦0.05であれば、
帰無仮説は棄却できる。 
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C. 結果 
１．⾷品由来感染症の実被害患者の推計に
ついて、 

医療機関受診率（表２）及び⾷品寄与率
（表３）より、⾷品由来感染症の実被害患
者数（表４）を推計した。推計患者数を病
原 体ごと にみる と 、 enterohemorrhagic 
Escherichia coli は 2248.7⼈(2021 年)から
3392.3 ⼈(2018 年)であり、 Listeria spp.
は 95⼈(2022 年)から 120 ⼈(2020 年)であ
り、 Campylobacter Jejuni/coli は 51881.8
⼈(2021 年)から 63229.6 ⼈(2020 年)であ
り、Salmonella SPP.は、11390.0 ⼈(2021
年 )か ら 14194 ⼈ (2023 年 )で あ り 、 
Clostridium Perfringens は 178 ⼈(2020 年)
か ら 223.7 ⼈ (2021 年 )で あ り 、Vibrio 
Parahaemolyticus は 265.4 ⼈(2022 年)か
ら 527.9 ⼈(2018 年)であり、 Norvirus は
36456 ⼈(2022 年)から 66264.6 ⼈(2019年)
であった。 
 
２．消費者の⾷品安全意識や知識の活⽤⼿
法について 
（１）⾷品安全に関する意識について 
図１及び図２に、⾷品安全に関する意識

に関する結果を男⼥及び年齢別に⽰した。 
「消費者にとって望ましい遺伝⼦組み換え
技術（アレルギー対策・栄養強化等）は推
進するべきだと思う」、「値段が⾼くても、
少しでも安全性の⾼い⾷品を買いたい」、
「飲⾷店で提供されている⾷品は安全だと
思う」「農薬や化学肥料を使わない⾷品の⽅
が安全だと思う」「添加物を使⽤していない

⾷品の⽅が安⼼だ」「輸⼊⾷品より、国産の
⾷品の⽅が安全だと思う。」について、男性、
⼥性ともいずれの質問にも半数以上は「ど
ちらかというとそう思う」「そう思う」「強
くそう思う」を選択している回答者の合計
(以下、「そう思うというグループ」とする）
を選んでいる。年代別にみてもほとんどの
質問について半数以上はそう思うというグ
ループの選択肢であったが、「消費者にとっ
て望ましい遺伝⼦組み換え技術は推進すべ
きだと思う」は 40歳代(94⼈)と 60歳代(72
⼈)で半数以下であり、「飲⾷店で提供され
ている⾷品は安全だと思う」は 50歳代(86
⼈)で半数以下であった。 

 
（２）⾷品安全に関する⾏動について 
図３、図４に、⾷品安全に関する⾏動に

関する結果を男⼥別、年齢別に⽰した。 
「栄養不⾜が気になるので、健康⾷品を利
⽤している」については、「いつもそうする」、
「普段はそうする」「半々くらいそうする」
(以下、「そうするグループ」とする)は男性
（133 ⼈）、⼥性（116 ⼈）と最も少なく、
次いで、「鶏⾁は調理する前に洗う」のそう
するグループは⼥性（123 ⼈）、男性（156
⼈）であった。また、「⾁を切ったまな板で、
サラダ⽤（⽣⾷⽤）の野菜や果物は切らな
い」のそうするグループの⼥性は 387⼈で
あり、「要冷蔵・冷凍の⾷品を購⼊したら、
できるだけ急いで帰宅し冷蔵庫に保存す
る」のそうするグループの⼥性は 397⼈で
あり、「お⾁は中⼼部まで⼗分に加熱して⾷
べるようにしている」のそうするグループ



 

 
 

74 

の⼥性は 435⼈であり、男性より⼥性の⽅
が多かった。年代別にみると、「鶏⾁は調理
する前に洗う」のそうするグループは 20
歳代が最も多く 72 ⼈であり、「お⾁は中⼼
部まで加熱して⾷べるようにしている」の
そうするグルプは 20 歳代が最も少なく
139⼈だった。また、「栄養不⾜が気になる
ので、健康⾷品を利⽤している」のそうす
るグループについては 60 歳代（30 ⼈）が
最も少なかった。 
 
（３）⾷品安全に関する知識について 
図５、図６に、⾷品安全に関する知識の

結果を男⼥別、年齢別に⽰した。 
「野菜による腸管出⾎性⼤腸菌⾷中毒が発
⽣している」の正答率は、20％程度(男性
22.8％、⼥性 18.4％)であり、「⿃刺しによ
るカンピロバクター⾷中毒が発⽣してい
る」の正答率は 50％(男性 48.2％、⼥性
52.2％)であった。「HACCP による衛⽣⼿
法の考え⽅を導⼊していない飲⾷店があ
る」の正答率は男性 10.6％、⼥性 4.8%と
最も低かった。また、年代別の正答率を⾒
ると、「HACCPによる衛⽣管理⼿法の考え
⽅を導⼊していない飲⾷店がある」の正答
率は 20 歳代で 13.5％、60 歳代で 4.0％と
年代が⾼いほど低い傾向にあり、「賞味期限
は⾷品の安全性を判断するための者であ
る」の正答率は 20 歳代で 32.0%と最も低
かった。 
 
（４）HACCP による衛⽣管理⼿法に関す
る知識と経験について 

表 5 に HACCP による衛⽣管理⼿法に関
する知識と経験を⽰した。 
HACCPによる衛⽣管理について、「聞いた
ことがない」、「聞いたことはあるが内容は
知らない」は合計で 86.7%であり、「内容
は知っている」、「HACCP プランに沿って
仕事をしたことがある」、「HACCP プラン
を作成したことがある」の合計は 13.3%で
あった。 
 
（５）⾷中毒の有無について 

⾷中毒経験の有無について、表 6，7，8
に⽰した。 
昨年 1 年間で、⾷中毒症状を⽰したこと

のある経験回答者は 73 ⼈あり、うち「必
ず医療機関を受診した」、「医療機関を受診
したこともあった」の合計は 54 ⼈、医療
機関での検便検査については「必ず医療機
関で検便を実施した」と「医療機関で検便
県を実施たこともあった」の合計は 44 ⼈
であった。 
 
（６）⿃刺しの⾷⾏動について 
図７に⿃刺しの⾷⾏動について、男⼥別、

年齢別、地域別に⽰した。 
⾷べないという⽅の割合は、性別で⾒る

と⼥性(78.9％)が男性(64.4％)と低く、年
代別で⾒ると 60 歳代(84.0％)と最も⾼か
った。地域別では、関⻄(63.5％)、中国・
四国・九州・沖縄（62.5%）より、北海道・
東北(84%)、関東(75.5％)、中部・北陸(78%)
が低い傾向を⽰した。また、HACCP の知
識・経験と⿃刺しの⾷⾏動についてみると、
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「聞いたことがない」、「聞いたことはある
が内容は知らない」のグループでは⾷べな
いの合計は 76.1％であり、「内容は知って
いる」、「HACCP プランに沿って仕事をし
たことがある」、「HACCP プランを作成し
たことがある」の合計は 45.8％であった(表
9)。 

また、国が⽰したガイドラインに従って
衛⽣的に製造されていることが表⽰されて
いる場合に、いくらまでなら⿃刺しを買っ
ても良いと思うかについて、「通常価格の５
０％ならば半額、２００％ならば２倍で
す。」と提⽰したところ、「⾷べない」を選
択したグループで 31.6%が価格によっては
購⼊する選択した。そのうち、通常の価格
よりも⾼い価格を選択したのは 4％であっ
た(図８)。 
 
（６）選択型コンジョイント分析について 

⾷中毒に関する情報を受けたグループで、
プラス の係数 推定値を持つの は変数
HACCP(1.27)、マイナスの係数推定値を持
つのは変数価格(-0.00029)、変数距離の提
⽰(-0.04044)であり(p≦0.05)。HACCPに
よる衛⽣管理を提⽰している飲⾷店を選択
する⽅が提⽰していない飲⾷店を選択する
よりも消費者の効⽤は⾼くなるという結果
であった。また、価格が低く、駅からの近
いほど消費者に望ましいという結果が得ら
れた。なお、HACCP による衛⽣管理を実
施していることを提⽰することに対する消
費者の評価額は 4,368.7 円であり、消費者
にとって 4,368.7 円経済的価値が上がると

いう結果だった(表 10)。 
⾷中毒に関する情報を受けていないグル

ープで、プラスの係数推定値を持つのは変
数 HACCP(1.111)、マイナスの係数推定値
を持つのは変数価格(-0.00031)、変数距離
の 提 ⽰ (-0.03926) で あ り (p ≦ 0.05) 。
HACCP による衛⽣管理を提⽰している飲
⾷店を選択する⽅が提⽰していない飲⾷店
を選択するよりも消費者の効⽤は⾼くなる
という結果であった。また、価格が低く、
駅からの近いほど消費者に望ましいという
結果が得られた。なお、HACCP による衛
⽣管理を実施していることを提⽰すること
に対する消費者の評価額は 3,597.7 円であ
り、消費者にとって 3,597.7 円経済的価値
が上がるという結果だった(表 11)。 
HACCP の知識・経験が⾼い回答者の確

定効⽤の推定値をみると、プラスの係数推
定値を持つのは変数 HACCP(0.4126)、マ
イナスの係数推定値を持つのは変数価格
(-0.0003)、変数距離(-0.04007)の提⽰であ
り(p≦0.05)。HACCPによる衛⽣管理を提
⽰している飲⾷店を選択する⽅が提⽰して
いない飲⾷店を選択するよりも消費者の効
⽤は⾼くなるという結果であった。また、
価格が低く、駅からの近いほど消費者に望
ま し い と い う結果 が得ら れ た 。 な お 、
HACCP による衛⽣管理を実施しているこ
とを提⽰することに対する消費者の評価額
は 1,374.8 円で あ り 、消費 者 に とって
1,374.8 円経済的価値があがるという結果
だった(表 12)。 
HACCP の知識・経験が⾼い回答者の確
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定 効 ⽤ の 推 定 値 を み る と 、 変 数
HACCP(-0.4126)、変数価格(-0.0003)、変
数距離(-0.04007)がすべてマイナスの係数
推定値であった(p≦0.05)。HACCPによる
衛⽣管理を提⽰している飲⾷店を選択する
⽅が提⽰していない飲⾷店を選択するより
も消費者の効⽤は低くなるという結果であ
った。また、価格が低く、駅からの近いほ
ど消費者に望ましいという結果が得られた。
なお、HACCP による衛⽣管理を実施して
いることを提⽰することに対する消費者の
評価額は 137.4 円であり、消費者にとって
137.4 円経済的価値が下がるという結果だ
った。(表 13) 

 
D．考察 
１．⾷品由来感染症の実被害患者の推計に
ついて、 

⾷品由来感染症の実被害患者数を推計し
た結果と、⾷中毒統計 7)による⾷中毒患者
数（参考２）及び感染症情報 4)による腸管
出⾎性⼤腸菌感染症の患者数（参考３）を
⽐ 較 す る と 、 enterohemorrhagic 
Escherichia coli 、 Campylobacter 
Jejuni/coli 、 Salmonella SPP. 、 Vibrio 
Parahaemolyticus 及び Norvirus の推計患
者数は⾷中毒統計や感染症情報の患者数よ
りも多く、⾷中毒統計では把握することが
できない⾷品由来感染症患者がいることが
⽰されたが、Clostridium Perfringens によ
る⾷品由来感染症患者数は、⾷中毒統計の
⽅が多く、Clostridium Perfringens の感染
者の多くは医療機関を受診しないことが推

定された。   
また、Listeria spp.による⾷中毒事例の報

告 は な い が 、 医 科 レ セ プ ト デ ー タ で は
Listeria spp.感染症患者の報告が確認され
た。Listeria spp.による感染症の感染経路は
明らかになっていないが、海外の状況を踏
まえれば⾷品媒介である可能性が⾮常に⾼
いと考えるのが妥当であり 8)、⾷中毒事件
として取り上げられていない事例があるこ
とが⽰唆された。厚⽣労働省のリステリ
ア・モノサイトゲネスに関する Q＆A9)に⽰
されているように、リステリア・モノサイ
トゲネスは、動物の腸管内や環境中に広く
分布している通性嫌気性芽胞⾮形成グラム
陽性の短桿菌であり、4℃以下の低温や
12％⾷塩濃度下でも増殖できるため、喫⾷
前に加熱を要さない調理済み⾷品で⽐較的
⻑期間低温保存する⾷品（例えば乳製品や
⾷⾁加⼯品など）が⾷中毒の主な原因とな
る 。 健 康 な成⼈ の 場 合 は 、⾮常に⾼度
（106cfu/g）に汚染された⾷品を喫⾷する
ことにより発症する可能性があり、⾼齢者
や免疫機能が低下している⼈はより少ない
菌量でも発症することがあり、髄膜炎や敗
⾎症等の重篤な症状に陥ることもある。ま
た、妊婦の場合、⺟体が重篤な症状になる
ことはまれであるが、胎児・新⽣児に感染
による影響が出ることがあるので、⾷品衛
⽣管理の徹底により汚染を防ぐことが重要
である。 
コロナウイルス感染症対応が強化された

2020 年と 2021 年、2022 年とその前後年の
患者数の発⽣状況をみると、ノロウイルス
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による⾷品由来感染症患者数は明らかに少
ないが、そのほかの病原体による⾷品由来
感染者数については⼤きな変化は確認され
なかった。 
 
２．消費者の⾷品安全意識や知識の活⽤⼿
法について 

⾷品安全に関する意識については、性別
による⼤きな違いは確認されなかったが、
「輸⼊⾷品より、国産の⾷品の⽅が安全だ
と思う。」については⼥性の⽅が男性より、
また、年齢層が⾼くなるほど、「どちらかと
いうとそう思う」「そう思う」「強くそう思
う」を選択する傾向が確認された。 

令和 5年の⾷品安全委員会の⾷品安全モ
ニター調査 10)で⽰されているいわゆる健
康⾷品について「とても不安に感じる」「あ
る程度不安に感じる」は 63.6%であったが、
本調査においても、「栄養不⾜が気になるの
で、健康⾷品を利⽤している」については、
「いつもそうする」、「普段はそうする」
「半々くらいそうする」(以下、「そうする
グループ」とする)の割合が最も少なかった。
本調査のみでは過去の傾向と⽐較はできな
いが、2024年度に発⽣した紅麹サプリの⾷
品安全問題が影響していることが⽰唆され
た。「鶏⾁は調理する前に洗う」「⾁を切っ
たまな板で、サラダ⽤（⽣⾷⽤）の野菜や
果物は切らない」「要冷蔵・冷凍の⾷品を購
⼊したら、できるだけ急いで帰宅し冷蔵庫
に保存する」「お⾁は中⼼部まで⼗分に加熱
して⾷べるようにしている」などの回答状
況から、調理に従事しているほど⾷中毒予

防⾏動をとっていることが⽰唆された。 
 

⾷ 品 安 全 に関す る知識につい て は 、
HACCP による衛⽣管理⼿法は 2021 年 6
⽉に完全施⾏されたが、「HACCPによる衛
⽣管理⼿法の考え⽅を導⼊していない飲⾷
店がある」の正答率は 20 歳代で 13.5％が
最も⾼く、全体的に低かった。1000名の回
答者のうち、HACCP による衛⽣管理につ
いて、「聞いたことがない」、「聞いたことは
あるが内容は知らない」は合計で 86.7%で
あり、消費者に⾷品衛⽣管理が強化された
ことが周知されていないことが⽰唆された。 
 ⾷中毒の有無については、昨年 1 年間で
⾷中毒症状を⽰したことのある経験回答者
は 73 ⼈のうち、「必ず医療機関を受診した」、
「医療機関を受診したこともあった」の合
計は 54 ⼈、医療機関での検便検査につい
ては「必ず医療機関で検便を実施した」と
「医療機関で検便県を実施たこともあっ
た」の合計は 44 ⼈であった。⾷中毒症状
があっても医療機関を受診しないことがあ
り、医療機関で検便検査を実施しないこと
があることを前提に⾷品由来疾患の実被害
患者を推計しているが、本調査においても
その実態が確認された。 
⿃刺しの⾷⾏動については、性別、年代

別にある⼀定の割合は⾷していることが確
認された。地域については、関⻄、中国・
四国・九州・沖縄の⽅が、北海道・東北、
関東、中部・北陸よりも⾷している割合が
⾼いことが確認された。また、国が⽰した
ガイドラインに従って衛⽣的に製造されて
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いることが表⽰されている場合、「⾷べな
い」を選択していた回答者のうち、購⼊す
ると⾷⾏動を変化する回答者がいることが
確認された。このことは、衛⽣的な処理が
⾷⾏動に影響を及ぼしていることを⽰唆し
ている。 
選択型コンジョイント分析結果より、⾷

中毒情報を提供していても、していなくて
もHACCPによる⾷品衛⽣管理を提⽰して
いる飲⾷店の確定効⽤が⾼かったが、確定
効⽤係数の推定値は⾷中毒情報を提供して
いる回答者の⽅が⾼く、限界⽀払意志額も
⾷中毒情報を提供している⽅が⾼く、消費
者の評価額は上がった。また、HACCP 知
識・経験の程度による HACCPによる衛⽣
管理を提⽰している飲⾷店の効⽤について
は、HACCP 知識・経験の程度の⾼いグル
ープではプラスであったが、HACCP 知
識・経験の程度の低いグループではマイナ
スであり、HACCP による衛⽣管理を提⽰
している飲⾷店は HACCPの知識・経験の
⾼い回答者にとって望ましいという結果が
得られた。このことから、HACCP による
衛⽣管理を消費者に周知することにより、
HACCP による⾷品衛⽣管理を徹底させて
いる飲⾷店が選択され、消費者の評価額が
⾼くなることを確認した。 
 
E. まとめ 

医科レセプトデータにより、⾷品由来感
染症の実被害患者数を推計することが可能
であることが確認された。しかしながら、
医科レセプトデータを⽤いた患者数の推計

では、医師の診断の際に、検便検査を実施
していることを前提としているが、消費者
のアンケート調査の結果からも⽰されたよ
うに、医療機関において検便検査を実施せ
ず診断をしている場合があることから、医
療機関での検便検査実施率も考慮した推計
を⾏う必要があると考える。 
消費者の⾷品安全に関する調査では、

HACCP による衛⽣管理に関する知識や経
験を有する消費者ほど、HACCP による衛
⽣管理を徹底している飲⾷店を選ぶことが
確認された。このことは、飲⾷店における
HACCP への取り組みを強化するためには、
消費者へのHACCPによる⾷品衛⽣管理の
普及も重要であることを⽰唆していると考
える。 
 
F. 健康危険情報 
  なし 
G．研究発表   

1. 論⽂発表 

なし 

2. 学会発表 

なし 

 

H. 知的財産権の出願・登録状況 

特になし。 
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表 1 消費者の⾷品安全意識・⾏動に関するアンケート調査の回答者属性(性別・年齢・居住地域) 

  20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 
男性 100 100 100 100 100 
⼥性 100 100 100 100 100 

合計 200 200 200 200 200 

 

 

 

 

 

表２ 各病原体の医療機関受診率                    表３各病原体の⾷品寄与率 

⾷品由来感染症病原体 
医療機関受診率
(95%信頼区間） 

enterohemorrhagic Escherichia coli 0.658(0.642-0.673) 

Listeria spp. 0.441(0.339-0.5472) 

Norvirus 

0.326(0.278-0.376) 

Campylobacter Jejuni/coli 
Salmonella SPP. 
Clostridium Perfringens 
Vibrio Parahaemolyticus 

 

 

 

  
北海道・東

北 関東 中部・北陸 関⻄ 

中国・四

国・九州・

沖縄 

男性 100 100 100 100 100 

⼥性 100 100 100 100 100 

合計 200 200 200 200 200 

⾷品由来感染症病原体 
⾷品寄与率(95%

信頼区間） 
enterohemorrhagic Escherichia coli 0.776(0.734-0.818) 

Listeria spp. 0.779(0.742-0.816) 

Norvirus 0.416(0.379-0.459) 

Campylobacter Jejuni/coli 0.820(0.785-0.855) 

Salmonella SPP. 0.793(0.747-0.84) 

Clostridium Perfringens 0.810(0.771-0.845) 

Vibrio Parahaemolyticus 0.733(0.705-0.760) 
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表４ ⾷品由来感染症実被害患者数（医科レセプトデータより） 

病原体   2018 2019 2020 2021 2022 2023 

enterohemorrhagic Escherichia coli レセプトデータ 3,093  2,929  2,385  2,055  2,267  2,479  

 推計患者数 3,392.3  3,218.5  2,599.5  2,248.7  2,459.8  2,710.2  

  (95%CI) 3268.7-3545.9 3076.4-3377.9 2468.0-2735.4 2147.8-2351.0 2411.6-2516.0 2577.2-2850.3 

Listeria spp. レセプトデータ 104  117  120  102  95  119  

 推計患者数 188.1  205.2  215.1  184.2  172.4  202.3  

  (95%CI) 148.0-226.9 171.7-245.7 177.6-262.8 183.1-185.8 146.5-218.7 155.5-249.0 

Norvirus レセプトデータ 41,244  51,805  31,397  36,404  28,479  42,121  

 推計患者数 52,757.6  66,264.6  40,216.3  46,609.7  36,456.0  53,789.1  

  (95%CI) 46230.6-60133.4 58247.3-75251.0 35295.1-45652.6 40930.34-52943.7 32036.3-41411.9 47319.0-61590.0 

Campylobacter Jejuni/coli レセプトデータ 25,897  25,414  25,987  21,288  21,455  23,030  

 推計患者数 63,000.5  61,490.7  63,229.6  51,881.8  52,165.4  56,069.7  

  (95%CI) 56708.2-70134.1 55087.8-67428.4 56726.4-70563.9 46526.9-58229.0 46850.8-58211.8 50335.5-62451.7 

Salmonella SPP. レセプトデータ 5,200  5,251  5,486  4,799  5,532  5,974  

 推計患者数 12,338.9  12,458.8  13,011.9  11,390.0  13,141.6  14,194.0  

  (95%CI) 10986.0-13853.4 11129.4-13952.5 11613.5-14624.8 10189.1-12776.9 11920.1-14736.3 12665.3-15876.4 

Clostridium Perfringens レセプトデータ 78  80  75  87  82  87  

 推計患者数 189.1  195.8  178.0  223.7  194.6  210.5  

  (95%CI) 149.9-223.7 133.6-244.3 140.6-223.3 208.6-240.2 151.6-249.7 196.9-233.4 

Vibrio Parahaemolyticus レセプトデータ 217  183  169  152  113  148  

 推計患者数 527.9  433.4  393.8  363.0  265.4  354.4  

  (95%CI) 472.0-592.1 355.9-498.5 338.4-477.7 300.7-429.2 219.9-319.8 298.6-417.3 
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参考１ ⾷中毒統計における事件数及び患者数 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

  
事件
数 

患者
数 

事件
数 

患者
数 

事件
数 

患者
数 

事件
数 

患者
数 

事件
数 

患者
数 

事件
数 

患者
数 

enterohemorrhagic Escherichia coli 32  456  20  165  5  30  9  42  8  78  19  265  
Listeria spp. 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Norvirus 256  8,475  212  6,889  99  3,660  72  4,733  63  2,175  163  5,502  
Campylobacter Jejuni/coli 319  1,995  286  1,937  182  901  154  764  185  822  211  2,089  
Salmonella SPP. 18  640  21  476  33  861  8  318  22  698  25  655  
Clostridium Perfringens 32  2,319  22  1,166  23  1,288  30  1,916  22  1,465  28  1,097  
Vibrio Parahaemolyticus 22  222  0  0  1  3  0  0  0  0  2  9  

 

参考 2 感染症情報による腸管出⾎性⼤腸菌感染者数 

  
届出
数 

(うち
有症
者） 

（％） 

2018 3,854  2,583  67  
2019 3,744  2,514  67  
2020 3,094  1,987  64  
2021 3,246  2,028  62  
2022 3,369  2,252  67  
2023 3,822  2,546  67  
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図１ ⾷品安全に関する意識について（性別） 
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消費者にとって望まし

い遺伝子組み換え技術

（アレルギー対策・栄

養強化等）は推進する

べきだと思う

値段が高くても、少し

でも安全性の高い食品

を買いたい

飲食店で提供されてい

る食品は安全だと思う

農薬や化学肥料を使わ

ない食品の方が安全だ

と思う

添加物を使用していな

い食品の方が安心だ

輸入食品より、国産の

食品の方が安全だと思

う

考えたことがない 全くそう思わない そう思わない どちらかというとそう思わない どちらかというとそう思う そう思う 強くそう思う



 

 
 

84 

 

 
図２ ⾷品安全に関する意識について（年代別） 
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図３ ⾷品安全に関する⾏動（性別） 
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図４ ⾷品安全に関する⾏動（年代別） 
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図５ 食品安全に関する知識（性別） 
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図６ ⾷品安全に関する知識（年代別） 
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表 5 HACCP に関する知識・経験 

HACCP についての知識・経験 ⼈数 割合(%) 

聞いたことがない 611 61.1 

聞いたことはあるが内容は知らない 256 25.6 

内容は知っている 99 9.9 

HACCP プランに沿って仕事をしたことがある 22 2.2 

HACCP プランを作成したことがある 12 1.2 

 

表６ 昨年 1 年間で⾷中毒症状を⽰した回数            表７ ⾷中毒症状を呈して医療機関を受診有無 

回数 ⼈数 割合(%) 
ない(0 回） 927 92.7 
1 回 57 5.7 
2 回 9 0.9 
3 回 4 0.4 
4 回 1 0.1 
5 回以上 2 0.2 

 

表８ 医療機関での検便検査の有無 

検便検査実施の有無 ⼈数 割合(%) 
必ず医療機関で検便検査を実施した 31 57.4 
医療機関で検便検査を実施したこともあった 13 24.1 
全く、医療機関で検便検査を実施しなかった 10 18.5 

 

医療機関受診の有無 ⼈数 割合(%) 
必ず医療機関を受診した 35 47.9  
医療機関を受診したこともあった 19 26.0  
全く、医療機関を受診しない 19 26.0  
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図７ ⿃刺しの⾷⾏動について（性別、年代別、地域別） 
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表 9 HACCP プランの知識・経験がと鳥刺しの食行動 

  週１〜7 回 ⽉ 1〜4 回 年数回 ⾷べない 合計 
聞いたことがない 14 25 84 488 611 
聞いたことはあるが内容は知らない 20 18 46 172 256 
内容は知っている 13 13 29 44 99 
HACCP プランに沿って仕事をしたことがある 3 2 4 13 22 
HACCP プランを作成したことがある 4 1 3 4 12 
合計 54 59 166 721 1000 

 
図８ ⿃刺しが衛⽣的に処理されていることを⽰した場合と⿃刺しを購⼊する価格の割合 

(通常の価格を 100 とした場合の割合) 
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表 10 ⾷中毒に関する情報を受けた場合の確定効⽤の推定値 

説明変数 係数 標準誤差 z p 限界⽀払意志額 

価格 -0.00029 1.07E-05 -27.125 ≦0.05   

距離 -0.04044 0.003357 -12.047 ≦0.05   

HACCP対応提⽰ 1.27 0.04884 26.014 ≦0.05 4368.7 

尤度⽐検定：p≦0.05 

表 11 ⾷中毒に関する情報を受けていない場合の確定効⽤の推定値 

説明変数 係数 標準誤差 z p 限界⽀払意志額 

価格 -0.00031 1.09E-05 -28.385 ≦0.05   

距離 -0.03926 0.003421 -11.477 ≦0.05   

HACCP対応提⽰ 1.111 0.04918 22.6 ≦0.05 3597.7 

尤度⽐検定：p≦0.05 

表 12 HACCP 知識・経験がある回答者の確定効⽤の推定値 

説明変数 係数 標準誤差 z p 限界⽀払意志額 

価格 -0.0003 0.03629 31.401 0   

距離 -0.04007 0.002397 -16.716 0   

HACCP対応提⽰ 0.4126 0.08404 4.91 0 1374.8 

尤度⽐検定：p≦0.05 

表 13 HACCP 知識・経験の低い回答者の確定効⽤の測定値 

説明変数 係数 標準誤差 z p 限界⽀払意志額 

価格 -0.003 7.64E-06 -39.275 0   

距離 -0.04007 0.002397 -16.716 0   

HACCP対応提⽰ -0.4126 0.08404 -4.91 9.13E-07 -137.4 

尤度⽐検定：p≦0.05 

 

注 1）HACCP による衛⽣管理⼿法について、「内容は知っている」、「HACCP プランに沿って仕事

をしたことがある」、「HACCP プランを作成したことがある」を選択した回答者（133 名）を HACCP

の知識・経験がある場合とした。 

注２）HACCP による衛⽣管理⼿法について、「聞いたことがない」、「聞いたことはあるが内容は知ら

ない」を選択した回答者（867名）を HACCP の知識・経験がない場合とした。 
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令和 5 年度厚⽣労働科学研究費補助⾦（⾷品の安全確保推進研究事業） 
「⾷品媒介感染症被害実態の推計に基づく施策評価のための研究」 

 
分担研究報告書 

より現場で活⽤しやすく、また⼀般に理解が得られやすい指標の検討 
 

研究分担者 ⼩関成樹  北海道⼤学⼤学院農学研究院 
 
 

研究要旨︓⾷品由来疾患の被害実態の推計のための指標の⼀つとして、Disability-
adjusted Life Years (DALYs)が⽤いられているが、現場での利⽤や⼀般の⼈々への理
解が深まっていない。DALYs に代わる、分かりやすい新たな指標策定を検討するため
に、世界的には Food Safety Regulatoly Economics Working Group (FSREWG) と
International Social Science Liaison Group (ISSLG) という経済コスト⾯からの⾷
中毒被害実態推定を検討するワーキンググループが活動しており、本年度はその会合
に参加して、各国の最新の研究成果を収集し、現状の取組み状況を把握したうえで、
新たな指標策定のための⽅向性を⾒出した。 

Ａ. 研究⽬的 
 ⾷品由来疾患の被害実態の推計が⾏われて
おり、Disability-adjusted Life Years (DALYs)
等の指標が国際的にも⽐較可能なものとして
⽤いられている。しかし、⼀⽅で DALYs は直
感的に理解しにくい指標であることから、現場
での利⽤や⼀般の⼈々への理解が深まらない
問題がある。 
 そこで、DALYs に代わる、分かりやすい新た
な指標策定の必要性が世界的にも求められて
おり、検討が進められつつある。そこで本年度
の研究では、世界での現在の最新の取り組みを
調査し、現状を把握するとともに課題点を抽出
することを⽬的とした。 
 
Ｂ. 研究⽅法 
 Food Safety Regulatoly Economics 
Working Group (FSREWG) と International 
Social Science Liaison Group (ISSLG) と呼
ばれる経済コスト⾯からの⾷中毒被害実態推
定を検討するワーキンググループの合同会議

へオブザーバー参加し、最新の研究情報を⼊⼿
するとともに、実際に研究を進めている研究者
らとの意⾒交換を⾏なった。 
 
Ｃ．結果 
 表 1 に⽰すように、経済的な観点から⾷中
毒の被害・影響を推定する様々な試みがなされ
ていた。なかでも⽶国からの発表の中⼼は様々
な法的な規制と、経済的なメリット、デメリッ
トの議論であり、どのような規制がどの程度の
経済効果をもたらす、あるいは損失を⽣むのか、
といった観点での議論が中⼼であった。また、
⽶国での被害実態の多いサルモネラに対する
影響評価や、⽣野菜摂取に由来する⾷中毒被害
の経済的な影響を議論する内容が多かった。 
しかし、基本コンセプトとしては、Portney 

and Harrington (1987) で述べられている以
下の定義を中⼼に検討が進められていること
が多かった。 
 
WTP (Willingness to Pay, 顧客が製品・サー
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ビスに対して⽀払いたいと思う最⼤の⾦額）
 = ∑𝑊𝑇𝑃!, (reduce risk of illness) 
 =  medical treatment cost 
  + lost productivity 
       + ∑𝑊𝑇𝑃! (reduce risk of pain and 
suffering) 
       + ∑𝑊𝑇𝑃! (reduce risk of death) 
        - ∑𝑊𝑇𝑃! (individual expenditures 
on avoidance) 
 
・医療費コスト 
・療養中に損失する時間価値 
・苦痛を緩和するための⽀払意欲 

これらの総和のコストで⾷中毒被害を評価
しようとする試みである。⼀例として、シンガ
ポールでの取組み試算結果を⾒ると、サルモネ
ラ⾷中毒による被害損失額が最も⼤きなもの
と推計されていた。この結果は⽶国での試算結
果とも合致するものであった（損失の⾦額⾃体
は異なる）。 
  
Ｄ. 考察 

経済コストとして捉えようとする試みは、リ
スク管理機関への政策提⾔には分かりやすく
使いやすい指標である。しかし、⼀⽅で、医療
費コストの算出⽅法が不明瞭であり、医療機関
受診患者数から推定するのか、さらには疾病別
の治療費はどう⾒積もるのか、といった課題が
残るだけでなく、現実的にそれらのデータが収
集可能なのか、といった問題がある。また、療
養中に損失する時間価値といった観点では個
⼈レベルなのか、国レベル（GDP等）なのか、
といった課題がある。そして最も難しい部分と
して、苦痛を緩和するための⽀払意欲、といっ
た個⼈の気持ちに関わる部分の推計は極めて
難しいものである。 

したがって、研究として様々な仮定のもと、
種々の試算を⾏うこと⾃体に価値はあると思

われるが、現実的に実⽤的かどうか、といった
点では疑義がある。DALYs に代わる活⽤しや
すい指標（計算導出過程が複雑）とは⾔い難く、
この世界的な流れに追随しても、本研究で⽬指
す、新たな指標策定には到達し得ない。 

そこで、⻑年にわたり検討されてきている
DALYs そのものを否定せずに、その計算導出
過程に注⽬して、経済性と紐付ける⼿法を来年
度は検討する。 
 
Ｅ. 結論 

世界では⾷中毒被害実態の推定に経済指標
を導⼊しようとする動きが活発化しているこ
とが明らかとなった。⽇本がこの世界的な潮流
に乗り遅れないためにも、次年度以降も引続き、
情報収集を進めるとともに、⽇本国内での適⽤
の検討を進める必要がある。 
 
Ｆ. 研究発表 
１．論⽂発表 

なし 
２．学会発表 
 なし  
 
Ｇ. 知的財産権の出願・登録状況 

 なし
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表１ Food Safety Regulatory Economics Working Group and International Social Science 

Liaison Group Conference 2024における研究報告演題 
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令和７年３月３１日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）   
                              機関名 国立医薬品食品衛生研究所 
 
                      所属研究機関長 職 名 所長 
                                                                                      
                              氏 名 本間 正充         
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業）         

２．研究課題名  食品媒介感染症被害実態の推計に基づく施策評価のための研究        

３．研究者名  （所属部署・職名）  安全情報部・第二室長          

    （氏名・フリガナ）  窪田 邦宏・クボタ クニヒロ                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ☑   □ ☑ 国立医薬品食品衛生研究所 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ☑ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ☑ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ☑ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ☑   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ☑ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ☑（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 







令和７年３月３１日 
 

厚生労働大臣 殿 
                                                                                              
                                       
                              機関名 国立医薬品食品衛生研究所 
 
                      所属研究機関長 職 名 所長 
                                                                                      
                              氏 名 本間 正充         
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  食品の安全確保推進研究事業                           

２．研究課題名  食品媒介感染症被害実態の推計に基づく施策評価のための研究            

３．研究者名  （所属部署・職名）  食品衛生管理部・部長                     

    （氏名・フリガナ） 上間 匡・ウエマ マサシ                     

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ☑ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ☑ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ☑ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ☑ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ☑   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ☑ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ☑（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



２０２５年 ４月１日 
厚生労働大臣  殿 

 機関名 和洋女子大学 

所属研究機関長 職 名 学長 

  氏 名  金子 健彦 

次の職員の 令和6年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名 厚生労働科学研究費補助金健康安全確保総合研究分野食品の安全確保推進研究 

２．研究課題名 食品媒介感染症被害実態の推計に基づく施策評価のための研究 

３．研究者名  （所属部署・職名） 和洋女子大学  教授 

 （氏名・フリガナ）熊谷優子（クマガイユウコ） 

４．倫理審査の状況 

該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み 審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
□ ■ □ □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
□ ■ □ □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：和洋女子大学人を対象とする研究に

関する倫理規程） 

■ □ ■ 
和洋女子大学人を対象とする

研究倫理委員会 
□ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項） 

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：  ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



令和７年３月５日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                        
                                         
                              機関名 国立大学法人北海道大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 総長 
                                                                                      
                              氏 名 寳金 清博          
 

   次の職員の令和 6 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  食品の安全確保推進研究事業                              

２．研究課題名  食品媒介感染症被害実態の推計に基づく施策評価のための研究               

３．研究者名  （所属部署・職名） 大学院農学研究院・教授                        

    （氏名・フリガナ） 小関 成樹（コセキ シゲノブ）                    

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 


